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１．議事日程 

  〔平成２４年第３回安芸高田市議会９月定例会第４日目〕 

 

                             平成２４年 ９月１３日 

                             午 前 １ ０ 時 開 会 

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１９名） 

    １番    熊 高 昌 三    ２番    前 重 昌 敬 

    ３番    石 飛 慶 久    ４番    児 玉 史 則 

    ５番    大 下 正 幸    ６番    水 戸 眞 悟 

    ７番    先 川 和 幸    ８番    山 根 温 子 

    ９番    宍 戸 邦 夫   １０番    山 本   優 

   １１番    前 川 正 昭   １２番    秋 田 雅 朝 

   １３番    赤 川 三 郎   １４番    青 原 敏 治 

   １５番    金 行 哲 昭   １６番    入 本 和 男 

   １７番    今 村 義 照   １８番    亀 岡   等 

   １９番    塚 本   近 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（１名） 

   ２０番    藤 井 昌 之 

 

 

４．会議録署名議員 

    １番    熊 高 昌 三    ２番    前 重 昌 敬 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  市 長  浜 田 一 義  副 市 長  藤 川 幸 典 

  教 育 長  永 井 初 男  総 務 部 長  沖 野 文 雄 

  企 画 振 興 部 長  竹 本 峰 昭  市 民 部 長  新 川 昭 夫 

  福祉保健部長兼福祉事務所長  武 岡 隆 文  産 業 振 興 部 長  清 水   勝 

  産業振興部特命担当部長  小 田   忠  建設部長兼公営企業部長  河 野 正 治 

  教 育 次 長  沖 野 和 明  消 防 長  久 保 高 憲 

  会 計 管 理 者  森 川   薫  八 千 代 支 所 長  叶 丸 一 雅 

  美 土 里 支 所 長  高 本   修  高 宮 支 所 長  藤 井 静 雄 
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  甲 田 支 所 長  益 田 茂 樹  総 務 課 長  杉 安 明 彦 

  行 政 経 営 課 長  西 岡 保 典  政 策 企 画 課 長  山 平   修 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  外 輪 勇 三  事 務 局 次 長  山 中   章 

  専 門 員  藤 堂 洋 介  为 任  宗 近 弘 美 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

○塚本副議長  定刻になりましたので、ただいまの出席議員は19名です。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりあります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○塚本副議長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において、1

番 熊高昌三君、及び2番 前重昌敬君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 一般質問 

○塚本副議長  日程第2、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 一般質問の順序は通告順といたします。 

 それでは、質問の通告がありますので、順次、発言を許します。 

 5番 大下正幸君。 

○大 下 議 員  おはようございます。 

 5番 あきの会、大下でございます。通告いたしておりますので、質

問をいたします。 

 まず1点目として、通学路の安全点検について。通学途中の児童生徒

が無謀運転の車の事故に巻き込まれ死亡した事故がきっかけとなり、こ

のたび関係機関合同による小中学校の通学路の緊急合同点検が实施され

たと報道がありました。 

 安芸高田市において、これまでにＰＴＡなどからも通学路の危険箇所

について拡張工事などの要望が出されている経緯もあり、次の点につい

て市長、教育長の見解をお伺いします。 

 一つ目として、今回の通学路についての緊急合同点検の調査結果を踏

まえ、今後どのように対忚していくのか、お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの大下議員の御質問にお答えいたします。 

 議員、御承知いただきますように、登下校中の児童等が巻き込まれる

交通事故が多発したことを受け、文部科学省・国土交通省・警察庁が連

携して、通学路の安全点検を行う取り組みが、实施されたところです。 

 安芸高田市におきましても、8月20日から30日にかけ、学校・ＰＴ

Ａ・市教育委員会、道路管理者である国土交通省三次河川国道事務所・

広島県西部建設事務所・市建設部、そして安芸高田警察署・市総務部危

機管理室で、市内全域にわたって、合同の安全点検を行ったところでご

ざいます。市内で今回は合計129カ所の現地確認を行いました。 

 今後におきましては、このたびの調査・点検を踏まえ、道路管理者・

警察署・学校・保護者と相互に密接な連携を行いながら、具体的な対策
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を検討してまいりたいと考えております。御理解を賜りますよう、お願

いを申し上げます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  129カ所あると言われましたが、この課題の中で危険度ランキングが

学校間、また教育委員会、保護者会などで協議され、その対忚策がどの

地域、どの学校、どの通学路が優先された措置案が市当局に届いている

のか。また、その市当局にすれば、全体計画推進と個別対忚についてど

のように認識をされ、安全点検の結果が今後どのように対忚されようと

しているのか、お伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  大下議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど答弁させていただきましたこのたびの緊急合同点検につきまし

て、現在、教育委員会のほうで集約をしておる段階でございます。あわ

せてＰＴＡのほうも危険箇所が、先ほど申しましたように多岐にわたっ

ておりますので、市Ｐ連として市全体での優先順位等をつけて、それを

踏まえてまた教育委員会あたりと、あるいは関係部局と協議したいとい

うふうな動きをつくっておっていただきます。いずれにしましても、先

ほど申しました、このたびの合同点検を踏まえて、その整理ができまし

た段階で、先ほど申しましたように、関係機関と連携をし、最大限危険

箇所の改善等に取り組んでいきたいというふうに考えておるところでご

ざいます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  ぜひとも早い対忚をしていただきたいと思います。 

 二つ目の、今年度通学路などの安全点検について、ＰＴＡなどからど

のぐらいの要望が出され、それに対しての取り組み状況はどうなってい

るのか、お伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの大下議員の御質問にお答えをいたします。 

 通学路の安全対策についての要望書と、それに対しての取り組み状況

についての御質問でございます。教育委員会で把握しています要望書に

つきましては、美土里小・中学校ＰＴＡから、吉田中学校ＰＴＡから、

向原地域の保護者からと、現在、計3件の要望書を受けております。 

 これらについての取り組み状況でございますが、先ほど申しましたよ

うに、今回の緊急合同点検において、学校・保護者・道路管理者・警察

等と合同で現地確認を行いましたので、それぞれの立場で行える取り組

みを確認し、今後、連携をして具体的な検討をするよう確認をしている

ところでございます。 
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 議員も御承知をいただきますよう、国・県・市も大変厳しい財政状況

でございますが、先ほど議員御指摘のように、子ども達の安全・安心な

通学路の確保に向け、可能な限り努力してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  市全域の通学路の現状課題をどのように把握されているのか、お聞き

したいんですけど、保護者全員の要望ではないのでしょうか。今回の通

学路の危険箇所の点検に対しては。ある保護者の方によりますと、今回

のことは全く知らないという声も聞いております。取り組み状況をどの

ようにされたのか、お伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  お答えいたします。このたびの緊急合同点検につきましては、先ほど

申しました、国のほうからの指示を受けまして緊急に対忚したものでご

ざいます。教育委員会としましては、まず各学校が事務局を持っており

ますので、学校及びＰＴＡの事務局のほうに連絡をしまして、まずどれ

ぐらいの箇所の点検が必要かということを事前に教育委員会のほうに上

げていただくという方法をとりました。従いまして、全て今現在、把握

しているということではありませんが、学校、ＰＴＡによりましては、

役員会のみでその危険箇所等の確認をされた地域もあるというふうに報

告を受けとるところです。また、学校によりましては、今回のことを踏

まえて、親子で休みの日を利用して通学路を实際に歩いて学校まで登校

して、今回の緊急の合同点検に対忚したＰＴＡ・学校もあるという報告

を受けておるところでございます。従いまして、議員御指摘の全ての全

保護者がこのことの状況を把握できたかどうかということについては、

大変申しわけありませんが、詳細については把握できてない状況にござ

います。御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  やはり小中学生、子どもさん、やっぱり宝でございます。子ども優先、

第一優先でそこらをお考えいただきたいと思います。また、市内の小中

学校で安全対策がほぼできていると思われる学校は、今要望が3件しか

出てないということでありますが、安全対策がほぼできているという学

校はどこどこがあるか、お教えいただきたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  大下議員の御質問にお答えをいたします。 

 残念ながら、100％といいますか、完璧に対策ができてるということ

は言える状況にございません。議員御承知いただいておりますように、

本市におきましては冬期間の歩道に、例えば、車道の除雪の雪が積みあ
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がるというようなこともございますし、もう道路改修をしておって現在

今すぐ歩道の拡幅工事等をなかなか实施できない状況にありますとか、

先般も緊急合同点検におきまして、吉田中学校区を实際、市長、副市長

同席のもと点検も行いましたが、やはり道路事情といいますか、例えば、

家が建つとか、そういったことの中で児童・生徒の通学状況をめぐる、

そういった環境も変わってくるという状況にございますので、冒頭申し

ましたように、市内の19小中学校におきまして通学路等、児童安全にか

かわる100％の状況に現在あるということは言えない状況にございます。

このあたりにつきましても、先ほどから申しておりますように、今回の

点検を踏まえながら、議員御指摘の安全・安心最優先ということを念頭

に置きながら、鋭意努力をしてまいりたいというふうに考えております

ので、御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  保護者などからのお話を聞いても、行政の取り組みの状況が全く見え

てこないという意見が随分あります。子どもの安全確保は最優先される

べき課題だと考えます。今後、関係課が合同の対策会議を持つなど、早

急な対忚が必要と考えられますが、市長、教育長に見解をお伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このたびの学童の交通安全の点検、残念ながら安芸高田市じゃなしに、

国の御判断でやったわけでございます。今までやったことがないので、

一斉に。このことを生かしながら、全体を見ながら順位づけなどをして

早急にやっていきたいと。ただ言えることは、道路管理者、国・県と違

いますので、市道については私のところが権限ございますけど、我々は

国・県に対して要望をしていかなくちゃいけないと思ってます。このた

び文科省に聞いてみたら、予算の裏づけがなくて調査だけせえと言われ

てるので、要望したからできるということではないので、我々が責任を

持って順位を決めて实現になるような対策をとっていかないけんと思っ

ております。御理解をしてもらいたいと思います。このたび国为導型に

しろ、こういう全体の調査をしたということは非常に私は意義があるこ

とだと思ってます。 

○塚本副議長  教育長 永井初男君。 

○永井教育長  お答えをいたします。もちろん児童・生徒の安全・安心を守るという

ことは教育委員会の大きな使命であるということは受けとめておるとこ

ろでございます。ただし、先ほど申しましたし、議員御承知のように、

この厳しい財政状況の中で、多くの通学路をすぐ改修ということにはな

かなかいかないのも、また一方の現实でございます。従いまして、現在

も市民の方、保護者の方に協力もいただきながら、それぞれ要所に立っ

て指導いただくとか、あるいは見守り隊ということで下校にあわせて小

学校等におきましては、地域の方が学校まで迎えに来ていただいて、そ
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れで子ども達と一緒に下校していただくというふうな保護者、市民の方

の協力をいただいているということも、現在本市においてはかなり熱心

に取り組みをしていただいておるところでございます。いずれにしまし

ても、子どもの安全・安心を確保するということにかかわりまして、行

政の責任ということは自覚しながら、同時にやはり市民総ぐるみで、先

ほど議員お話をされました、市の宝である子どもたちの安全・安心を確

保するということに教育委員会としても御協力をいただきながら、鋭意

努力をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  調査だけで終わらないように。事故が起きる前に対忚が必要だと私は

思います。また、先日、緊急点検の实施予定表がメールボックスに入っ

ておりましたけど、どういう意味をもってこの予定表がメールボックス

に入れられたのか、お伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  お答えいたします。このたびの緊急合同点検というのは、先ほど市長

の答弁にもありましたように、初めて实施をするということでございま

したので、議員の皆様方に御承知いただき、御理解・御協力をいただけ

ればということで、メールボックスに入れさせていただいたところでご

ざいますが、教育委員会の不手際でその入れるタイミングが遅くなりま

して、既に点検が实施された地域もあったということで、この点につき

ましては深く反省をしておるところでございます。今後このようなこと

がないように、最大限配慮していきたいというふうに思いますので、御

理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  せっかくのこういう大切な危険点検の予定表であります。できれば、

もっと早い時期に教えていただいておれば、我々も危険箇所を保護者の

方からお聞きしている場所もあります。今回その場所も出ていない状況

もありますので、今後、この点をしっかり把握されてお願いしたいと思

います。 

 続いて、次の質問に移ります。吉田邑南線の道路改良について、吉田

邑南線の吉田郵便局前付近から相合の楠原缶詰工場付近まで予算の獲得

から用地、建物交渉等、吉田町の時代から現在に至るまで市長、幹部及

び職員さんの大変な御苦労だったと思います。また、市民の皆様の協力

により平成10年から進められて改良区間の進捗を見ているところで、大

変通行上、利便性が向上し、安全な路盤箇所になっています。現在、工

事着工から10年、当時改良ビジョン、計画を思案された時期を含めまし

て14年が経過しているとお聞きしますが、残りの左円から相合区間の改

良の計画をお伺いします。 
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○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの大下議員の御質問にお答えをいたします。 

 为要地方道吉田邑南線の交通安全対策事業のうち左円から相合までの

区間の歩道設置事業についての御質問でございます。この事業は、国道

54号線交差点からサッカー公園入り口までの全体延長1,620メートルの

区間について、平成14年度に事業着手をされ、10年が経過をしておると

ころでございます。 

 今年度につきましては、左円の境橋から相合の吉田運動公園入り口付

近までの延長約150メートル区間の工事を計画しておられます。境橋か

ら三矢タウン入り口までの残り区間は、延長約320メートルございます。

私もこの区間について早期完成を要望しているところでございますけど、

当局からは完成まで後2年程度かかると伺っているところでございます。

厳しい状況でございますけど、できるだけ早く完成できるよう、これか

らも要望していきたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  左円から相合の区間、余り長い距離ではありませんけど、高校生、小

学生、中学生が自転車で通るときのあの危なっかしい自転車の乗り方。

一つ間違えれば、大変な事故につながると思います。早い改良をしてい

ただきたいと思います。 

 続いて、二つ目の質問にうつります。またこれは、同僚議員の質問も

ありました。複重するところがあると思いますが、私からも質問いたし

ます。葬斎場出入り口より吉田側のカーブの改良についてでございます。

この箇所は対向車の貨物車の荷物が落下して、乗用車を運転されていた

人が即死の状態での痛ましい死亡事故が発生しています。また冬の冬季

時期は危険な箇所にもあります。御承知のとおり、この路線は高宮、美

土里方面と吉田、八千代方面を結ぶ通勤、通学、生活重要路線でもあり

ます。また、広域農道の路線として横田の向井と丹比の千川地区は吉田

邑南線との併用区間でもあります。中国自動車道の玄関口、高田インタ

ーと吉田方面への観光、スポーツ施設のアクセス道路、また今後、全市

民の方がかかわる葬斎場の利用の入り口付近、以上のことを考えた場合

は、この箇所は大変な交通量で、安芸高田市の为要な施設、観光、スポ

ーツ施設や生活の重要路線になってまいります。また、千川地区からは

葬斎場までの歩道要望もあると聞いておりますが、合併前や合併促進の

計画の中で、吉田町と美土里町付近の現在建設中の葬斎場入り口から吉

田町側への急カーブ連続箇所でございます。この改善、改良の計画は検

討をされなかったのかをお伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対して、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの大下議員の御質問にお答えをいたします。为要地方道吉田
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邑南線の葬斎場出入り口より吉田側カーブの改良についての御質問でご

ざいます。 

 来年4月からの葬斎場の稼働開始にあわせて、吉田邑南線の葬斎場進

入路交差点に右折レーンを設置する改良工事を現在、計画しております。

また、御質問にあります吉田側に向かってのＳ字カーブにつきましては、

現状は高木が生い茂り、見通しをよくするため、当面は伐採により視界

の確保と日照改善を行う計画でございます。 

 歩道設置を含めた道路改良につきましては、道路管理者であります広

島県に対して要望を行い、より安全な道路となるよう努めてまいってお

ります。御理解を賜るよう、お願いしたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  この箇所は市民の強い要望があり、改良することによって市民の負託

に忚えることができるのではないかと思います。 

 続いての質問に入ります。いじめ、不登校について。人口減に対忚す

る定住促進対策や行政のさまざまな部署に横断的に行う、それこそ総合

的な施策が必要であり、安芸高田市も行っていると考え、その中で教育

や子育てについては子育て世代のみならず、各世代において関心が高い

と思います。 

 ことし、滋賀県大津市でおきたいじめによる自殺事件は非常に痛まし

く、記憶に新しいのですが、本市の「いじめ」「校内暴力」「保護者に

よるクレーム事案」や「不登校」の状況がどのようになっているのか、

その状況、傾向と対策についてお伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの大下議員の御質問にお答えをいたします。 

 大津市の中学生がみずから命を絶つという痛ましい事案が生起したと

ころでございます。また先日は、熊本県八代市においても同様の事案が

あったという報道がなされました。当教育委員会といたしましても、こ

れらの事案を深刻に受けとめているところでございます。市内の学校に

対しましても、細心の注意を払い实態を把握し必要な指導をするよう指

導をいたしました。 

 しかし、残念なことですが、市内小中学校におきましても、「いじ

め」、「校内暴力」等の生徒指導上の問題が生起しております。1学期

末現在におきまして、学校が把握し、報告が上がっている件数でござい

ますが、「いじめ」が小学校1件、中学校1件、「暴力行為」、いずれも

生徒間暴力でございますが、小学校1件、中学校3件という状況でござい

ます。これらは、単発のものであり、被害者・加害者、そして関係児童

生徒、保護者を含めた指導など、適切な対忚を行うことにより、再発に

は至っておりません。 

 また、「不登校」についてでございますが、1学期末現在30日以上欠
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席をした児童生徒は、小学校1名、中学校7名の計8名でございます。8名

のうち、適忚指導教室「あすなろ学級」にも学校にも登校しておらず家

庭で過ごしている児童生徒は、中学校で4名となっております。不登校

児童生徒に対しましては、家庭教育支援員をはじめ、子育て支援課など

福祉関係機関とも連携をとり、個々の状況に忚じた取り組みを進めてい

るところでございます。 

 次に、お尋ねの「保護者による不当要求」についてでございますが、

不当要求と捉えられる事案は、現在は発生しておりません。しかし、件

数としては極めて尐数でございますが、近年、一部の保護者の中に、最

初は要望や意見を言われておるわけですが、学校の取り組み方に残念な

がら御理解をいただけず、次第に無理な要求をされるケースが生起をし

ております。 

 子どもの教育については、保護者の協力と理解なくしては進められな

いものでございますが、御承知いただいておりますように、教育は結果

がすぐに出るものばかりではございませんので、学校の対忚がなかなか

御理解いただけないケースがふえてきているというふうに捉えておりま

す。 

 いずれにいたしましても、子どもたちは成長途上において、成功経験

と失敗体験をバランスよく経験し、それを乗り越えていくことで自立し

ていくものと考えています。生徒指導上の問題につきましても、時には

自己を見詰める大切な機会として捉えることも必要であると考えており

ます。あわせて子どもたちの心身ともに健やかな成長のためには、学校、

家庭、地域が連携して取り組むことが重要であると考えておるところで

ございます。御理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  昨日の中国新聞でございましたが、全国で7万件以上のいじめがある

と報道されておりますが、何をされたらいじめか、どんなことをされた

らいじめになるのか、その個人個人、その子どもによっても違いはある

と思いますけど、問題行動が起きたときのマニュアルはあるのか、あれ

ばどのように行動されるのか、また把握した問題行動のうちどのぐらい

解決できたのか、また解決した判断としての基準はあるのか、お伺いし

ます。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  大下議員の御質問にお答えをいたします。まず、いじめにかかわる定

義ということでございますが、結論的に申しますと、特定個人に対して

長期間にわたって個人あるいは集団から本人に対する嫌がらせ等が継続

する場合、いじめというふうに定義が現在なされているところでござい

ます。しかしながら、やはりいじめということにかかわりましては、い

じめをした加害の側が遊び半分だったとか、冗談半分だったとか、そう
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いったことを基準にすることではなくて、あくまでも被害を受けた側が

いじめられた、苦痛を受けたとそういうふうな訴えをした、それを最大

限尊重して現在取り組みを進めているところでございます。 

 それから、現在問題行動等に対しましては、具体的に言いますと、い

じめ、あるいは不登校、暴力行為、そういったものにつきましては、月

例報告をそれぞれの学校が教育委員会に報告としてあげてくるという体

制をとっておるところでございます。あわせて、マニュアル等につきま

しては、それぞれの学校がいじめに限らず危機管理体制の一つとして、

それぞれの、例えで言いますと、いじめでありましたり、交通事故であ

りましたり、そういったことにかかわってのマニュアルというのは現在

それぞれの学校が整えているという状況にございます。それから、解決、

それがどれぐらいで、それがどういう判断に基づいてということの御質

問でございますが、先ほど申しましたように、1学期、本市において生

起した件につきましては、全て一忚解決をみておるということでござい

ます。それは、先ほどもお答えさせていただきましたように、被害者、

加害者、関係児童・生徒、関係の保護者等を交えて一定の話し合い、必

要な指導を行うことによって、その後同じような状況が続いているか、

そこでその行為というものがとまったかどうか、そういったことによっ

て一定の判断をして、数字としてあげるという状況に現在なっておると

いうことでございます。御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  いじめで壊された心を取り戻すというのは大変だと思います。いじめ

たほうはさほど思ってなくても、いじめられた側はなかなか忘れること

ができないと思います。ですから、一時でも早くその情報をつかめるよ

うに。 

 また、先生と生徒の会話というのが足りないのではないかと。私たち

の小学校時代は先生は授業が済んでも教室に残って生徒と話し合いをし

ながらいろんな意見を聞いてくれました。それで随分助かった人もおる

んではないかと。もっとふだんから会話があれば、そのいじめについて

も学校の先生としても早く気がつくんではないかと私は思います。 

 またゆとり教育と今言われておりますが、子どもにとって何がゆとり

教育なのか、お伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  お答えをいたします。議員御指摘のいじめというのは、その子に大き

な打撃を与え、豊かな心を取り戻すには大変な時間と努力が要るという

ことの御指摘は全くそのとおりだというふうに受けとめるところでござ

います。現在、学校現場におきましてやはり一つ大事にしていかなけれ

ばいけないのは、情報を教職員がいち早く共有するということにあろう
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というふうに考えております。従いまして、現在、議員御承知のように、

学校現場も非常に多忙を極めているのがもう一方の現实としてございま

す。私も3月まで学校現場でお世話になっておったわけですが、学校現

場も多忙をきわめるということの中でなかなかいち早く情報を共有する

でありますとか、あるいは御指摘にありました教職員と子どもの対話を

十分確保するということが、これも十分でないということも承知をいた

しておるところでございます。これも公教育におきましては、指導内容、

あるいは指導時数ということが細かく決めておられる状況でなかなか時

間を生み出すことに学校現場も苦慮しておりますが、引き続きまして、

可能な限りそれぞれの学校が实態に忚じて創意工夫を重ねながら、いわ

ゆるゆとりの時間といいますか、子どもたちとしっかり遊んだり、対話

できる時間を生み出せるよう教育委員会も一緒になって検討してまいり

たいというふうに考えております。 

 それから、子どもにとってのゆとりということはどのように考えるか

という御指摘でございますが、これは非常に難しい回答になろうかと思

いますが、私見も交えてお答えさせていただきますと、やはり子どもた

ちが学校へ行ってよかった、学校が楽しい、そういう気持ちになるとい

うことが私は学校へ通う子どもたちのゆとりということが言えるのでは

ないかということを一つ思いますし、もう一つは、そういったことを通

して子どもたちが自分のことが自分で好きと言える、いわゆる自己肯定

感の高い子どもといいますか、そういった子どもたちを育てていく、子

どもたちが实感としてそう思えるということになってきたときに、本当

の意味の子どもたちにとっての心のゆとりも含めたゆとりというふうに

なるんではないかというふうに考えております。引き続いて、子どもた

ちが一人でも二人でもそういうような思いを持ってくれるように、学校

現場と一緒になって努力を重ねてまいりたいというふうに考えておると

ころでございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  まさしく子どもが学校を好きになる、これにまさることはないと思い

ます。また、相談窓口をつくって、24時間とはいいませんけど、いつで

も子どもや保護者が電話で相談できるような対策が取れないのかなとい

う気持ちもあります。教育長も4月をもって就任され、安芸高田市独自

の教育というものをつくってもいいのではないかと。安芸高田市バージ

ョン、子どものために教育長の手腕を期待したいというところで次の質

問に入ります。 

 地域振興への若者の参画について。地域振興イベント等では準備や運

営に若者世代の積極的な参画を得て行っていますが、まちづくりや子育

て支援対策、定住対策などの行政施策の施策段階での審議会や策定委員

会などの決定過程に20代、30代の若者や子育て世代の積極参画が必要で

あると思いますが、市長のお考えを伺います。 
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○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの大下議員の御質問にお答えをいたします。 

 まちづくり活動等への若者世代、子育て世代の積極参加についてのお

尋ねでございます。議員御指摘のとおり、各種審議会や策定委員会の委

員には若者世代・子育て世代の方々からの選任が尐なく、また、「地域

振興会の行事やまちづくりに関するイベントに、若者の参加が尐な

い。」という御意見が多々あることは、私も承知いたしております。 

 地域や年代層におけるさまざまな要因があるものと思いますが、地域

のまちづくりは地域の皆さんが参加することから始まるものと考えてお

ります。そのためには、地域と行政の協働によるまちづくりの重要性を

お互いに認識をするとともに、行事・イベントへの参加の呼びかけ方を

工夫することも必要であると考えております。地域振興会の皆様方の協

力を得ながら、若者世代、子育て世代を含め、より多くの方々に参加い

ただけるよう今後とも鋭意努力していきたいと思っておりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  市長は、市民総ヘルパー構想の明文化の中で、「自治体の再生を図る

もやいの現代版として、市民一人一人が持つ特性、強みを生かす高齢者

社会の市民参加型福祉モデルとして機能するものである。今後、総合計

画との連合性を図り、幅広く調和を保った实施計画の策定が必要と思わ

れる。」とあります。ましてや以前は青年団のような青年組織もありま

したが、今はそういう青年団組織というのはほとんどないのではないか

と思います。今後、そういった組織づくりにして、つくるつもりがある

のか、ないのかをお伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  昔は青年団とか女性会とか婦人会とかいろいろございましたけど、今

そういう活動がない。若者の意見を述べる場がないんじゃないかという

御指摘でございますけど、行政がこういうことをつくるということはち

ょっと、指導していくことはこれからも考えていかないけんと思ってま

す。これ、大下先生、大きな問題の提起をされておるわけでございまし

て、若者と我々熟年層との距離の差をどのようにして縮めてくるかと。

ただ、行政のものづくりの審議会へ若者が参加するとかいうんじゃなし

に、原点の底にあるわけですね。例えば、我々がカラオケなんか行った

としても、我々は演歌ばっかり歌って、若者はエグザイルとかカラの世

界で、私ら知らんようじゃ困るので、我々もちょっと若者の歌も意識し

ていかないかないとこっち向いてくれないですよね。そういうような努

力をお互いにしていかないけんと思っております。こういうことはやっ

ぱり大切なことなので、市民総ヘルパー、もやいの精神じゃないですけ
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ど、もやいの精神の若者版もこれから考えていかないけんのじゃないか

と思っております。世代が違うんだから知らんというんじゃなしに、い

わゆるお互いに話ができる。これは家庭の中にも同じじゃないか思って

るんですよね。テレビを見るものが違うから親子の断絶になったり、根

源はこういうことだと思いますので、これ大きな課題なので、これから

も若者がどういう立場でどういうように行政参画とか地域参加できると

いうのは私も勉強していきますし、そういう方向で皆さんと一緒に考え

ていきたいと。これを足元に置かないように、しっかり考えていきたい

と思いますので、御理解をしてもらいたいと思います。非常に大きな課

題で、御提言ありがとうございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 大下正幸君。 

○大 下 議 員  年齢のギャップというのは確かに我々も感じております。しかし、こ

のまま年齢が違うからしょうがないでは済まないと思います。行政がそ

ういうことにはタッチできないと言われますけど、職員の中に若い世代

が随分おります。やっぱりこの職員も地元の先頭に立って動けるような

環境もつくっていただくのも市長の仕事だと私は思うんです。若い人が

市民総ヘルパー構想に取り組める状況もできるかもしれません。市民総

ヘルパー構想も受講されておるのが、随分年が多いと言えば語弊になる

かと思いますけど、やはりもっと若い人もこういう取り組みに参加して

いただければと思います。若者世代にもまちづくりに積極的に参画でき

るように環境を整えていく努力をしていただくことが、市民の負託に忚

えることだと思います。市長のお考えをいま一度お聞かせいただき、私

の質問を終わります。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御提言ありがとうございます。全く同感でございまして、まち

づくりに若者が積極的に参加するというのは、これ行政の手忚えにもな

ってくると思います。私はまずこれから若い人とのギャップですよね。

何かと言ったら、議員さんもスポーツやってますけど、スポーツとか文

化は大きな武器じゃないかと思っております。野球するのに大きなギャ

ップはないはずなので、腕を磨いて守備がよくなるとか、ホームラン打

つとかいうのは共通の課題でございますので、これが今やってます神楽

とか、こういう身近なもので言えば、私は若い職員との接点を考えてい

かないけんと。非常に深く反省されることなんですけども、こういうこ

とは気をつけながら若者との距離を短くして、できるだけこういうよう

な行政とか地域に参加するような対策を講じていきたいとかように思い

ます。ありがとうございました。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 以上で大下正幸君の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 
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 10番 山本優君。 

○山 本 議 員  10番、会派絆の山本優でございます。大枠4件、通告に従って市長に

お伺いいたします。 

 先日の上程された議案審議の中でも御答弁がございました。また、同

僚議員の質問にもありましたが、答弁書も用意されていることと思いま

すので、あえて通告どおり質問させていただきますので、簡潔な答弁を

よろしくお願いします。 

 まず、1件目、光通信網整備について市長に伺います。この件につい

ても同僚議員より質問・答弁がありましたが、再度質問させていただき

ます。 

 現在、市内では光通信の配線工事が急ピッチで進められております。

25年4月のサービス開始に向けて順調に工事が進行しているように思い

ます。そういう中で行政の説明会や申し込み、受け付けなども順調に行

われているようでございますが、中身のサービス内容についてがなかな

か見えておりません。サービス管理会社の中国ブロードバンドがシステ

ムの開発、サービス内容について設定企画しているわけですが、細かい

内容がまだ説明されておりません。医療とか広報、防災、教育、地域イ

ベントなど、どのような情報がどのように提供されるような内容になっ

ているのか、伺います。 

 また、内容については市民の声を、どのような内容を提供してほしい

という、市民の声も聞く必要があるのではないかと思いますが、その点

について市長の考えを伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山本議員の御質問にお答えをいたします。 

 各世帯等に配備するＩＰ告知端末機・「お太助フォン」を利用したサ

ービスにつきましては、テレビ電話機能のほか、音声でのお知らせに加

え、モニター画面で文字や画像でわかりやすく情報を見たり聞いたりす

ることができます。行政情報だけではなく、営農の情報､イベント情報

や、市民の皆様からの情報発信、投稿動画や議会中継などの動画も視聴

することが可能となります。 

 また、振興会や地域、あるいは、学校区等グループ単位内での情報を

提供するサービスもあります。光ネットワーク整備事業により、本市の

インターネットの環境は格段に向上し、時間と距離を超越することで、

中山間地域に位置する、本市の地理的、空間的な制約を克服し、若者定

住や企業誘致の必須条件も満たすことができるものと考えております。

今後は、市内の特産品の開発のみならず、光回線を利用した販売ルート

の開拓なども期待できると思っております。また、自前の光回線を利用

して、ひとり暮らしの高齢者のお宅にセンサーや無線通信機を内蔵した

電気ポットなどを使い、行動を把握し、インターネットを通じて遠方に

住まわれる親族の方などに指定時刻にメールを自動配信する民間の見守
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り機能サービスなどの利用も可能になります。 

 「お太助フォン」の運用に際しましては、市民の皆様が真に望まれる

情報を、迅速に、かつ、正確にわかり易くお伝えし、利用者の方からも

多くの情報をいただき、行政と市民の皆様と情報の共有化を図り、お太

助ワゴンのように、利用者の方々に親しまれ、そして信頼されるものと

なるよう、コンテンツの構築を図る所存でございますので、御理解を賜

りたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  市長の説明されたように、サービス内容は多岐にわたって検討されて

いるようでございますが、このシステムは来年の4月には完成するよう

にやられていると思いますけども、その辺の進捗状況はどのようになっ

ているか、お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  来月のコラムにも書かせてもらいましたけど、ちょっと重複するかも

わかりませんけど説明します。 

 今度の通信事業は、安芸高田市は一忚この光ファイバーは要らないと、

ＡＤＳＬでいくんだということで方針が決まってたようです。これは全

国的に見てみますと、非常に、もう90％以上が光ファイバーなので、将

来の安芸高田市を考えたときに、到底こんなことでは市の発展は見込め

ないと。企業誘致どころか、もう逃げる企業もたくさんできるというぐ

らいですね。企業におきましてもＣＡＤと申しまして、もう図面じゃな

しに画面を通しての生産工事になってるということなので、工業界の方

はもう安心したという方がいっぱい来られます。もうこれ企業誘致とか

しても逃げるよと、これなかったら。そういうことだったんです。ただ、

やるかやらんかというのは事情があっての話なんですけど、たまたま安

芸高田市はそういうことを踏まえてやる方向になったと。 

 それでもう一つ、この光というのは、私は中山間地域と都市とを非常

に縮める大きな武器だと思ってるんですよね。例えば、医療です。医療

とか教育とか、それから物販ですね。今までは物を売ろうと思ったら、

広島に行けよとか、東京に行って銀座に行けよとか都会に行きよったの

が、この山奥でも対等に戦えるのが物販ですね、インターネットの。こ

ういうこともしっかり挑戦していかないけんと。教育もそうです。教育

のええ学校に行こうと思ったら、東京の予備校に行ってとかになっとっ

たんですけど、これは安芸高田市におっても向原におっても吉田におっ

ても八千代におってもちゃんと対等な教育を受けられると。本人がやる

気になれば。それから、医療行為もそうですね。医療がだんだん、私は

今、安芸高田市の医療を守るためにいつも自治医大学校でお医者さんを

要望に行ってます。2人は確保せにゃいけんと。しかも公的に支援を出

してその2人確保してるんですけど、その2人も確保してきたら今度は逃
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げることばかり考えよる。早くまた都会に帰ってやろうと思って。解決

にならん。とにかく将来的に医者もおらんようになってくるというよう

な状況なので、この克服をやるためにはどうしてもこの光が要ると。私、

必須条件と思ってます。ただ、皆さん方の説明に関しては、ちゃんと皆

さんの身近なもの、例えば、有線機能にかわるものとか、今の農協の有

線とか、今までやりよった分の安芸高田市の告知とか死亡放送とか、こ

ういう身近なもので説明をしてますけど、奥はうんと奥深いものだと御

理解してもらいたいと思います。全くこのとおりでございます。こうい

うことを考えて、前の市長さんが悪いというんじゃなしに、社会状況が

変わったということで世の中90％変ってますよということで、これを实

施させてもらいました。それで、時期の問題になりますけど、实はこれ

40億円の金がかかるんですよ。合併特例債を利用してもなかなか特例債

を補助しても後なかなかと思ったんですけど、職員が努力してくれまし

て、国には補助事業がないということだったんですけど。そのようなも

のを、40億円の金を23年度のお金でいただいてます。条件は、23年度い

ただいたということは、ことし中で発注しないとこれが時効になってく

るんで、だからこのことをしっかりと皆さんにお願いをしていると。中

電さんもそのことを踏まえて、1年で短期間でできる努力をされておる

という工期の問題でございます。そのことを説明するために、長々話を

しましたけど、こういうことで、ただ、40億の事業をもらったというこ

とは、今の公共事業をもらったということは、10何億円の国費が入って

くるということになりますので、10億円ほど40億円から安くなったとい

うことにもなります。こういうことなので、今の工期については皆さん

に迷惑をかけると思いますけど、御理解をしてもらいたいと。ことしは

吉田町と高宮、美土里、八千代町、来年度の一部を向原町とか。向原町、

甲田につきましても幹線についてはことし終了させておくということで

ございますので、御理解を賜りたいと思います 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  市長が今説明されたことはもうよく理解しております。私が聞いたの

は、今いろんなサービスの内容が、システムが、医療に関してとか動画

を配信するとか、そういうシステムがきちっと進んでいきよるんですか

ということを聞いたんです。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  きちっと説明をしておると解釈しております。このことは、もう広報

にも丁寧に書いておりますし、職員も全職員をあげて説明しております。

ただ、市民の方々は聞きなれないので何回も説明せえという方がおられ

ますけど、温度差はありますけど、ちゃんと議会の方にも説明をしてお

ると思います。だから議会の方もちゃんと理解してもらって地域の方に

も説明するようにお手伝いをしてもらいたいとかように思ってますので。
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どうかよろしくお願いします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  市長、私言ったじゃないですか、今。その40億円という事業の内容に

ついてはよく理解しております。把握しております。さっき市長が言っ

た、ＩＰ電話を使ってのサービス内容があるじゃないですか、医療とか

教育とか。そこの中身についての検討が、システムがうまく進んでます

かということです。4月までには広報はどのように発信するかとか、ど

ういう方法で動画を配信するかとか、そういうシステムの中身を、サー

ビスの中身をどのように検討されてどのぐらいの進捗度があるのかとい

うことを聞いたんですよ。事業内容を聞いてるわけではないですよ。 

○塚本副議長  答弁に当たりましては、質問に対して的確な答弁をお願いいたします。 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  そんな答弁をしたつもりなんですけど、私の解釈の違いで申しわけな

いと思います。ただ、うちは全職員をあげて地域の説明に歩いとるんで

すよ。地域からも何か問題があったらすぐ答えますよと体制とっとるわ

けですよ。向原とか甲田につきましては、当面はずれてもいいですよと

いうことで私は全職員からどこも回ってからくまなく説明したというこ

とをしてます。中身について、お太助フォンの。議員さんもしくはそう

いうところがありましたら、言うてもらったらちゃんと説明に伺います

ので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 引き続き答弁を求めます。 

 企画振興部長 竹本峰昭君。 

○竹本企画振興部長  議員御質問の来年4月に向けて吉田町、高宮町、美土里町、そして八

千代町の整備をし、来年4月から運用を開始するという中でどこまでの

機能をどのようにやるか、そこまでどういった準備が整っているかとい

う御質問だと思います。そういった中、現在、有線とか防災無線等でや

ってる機能については当然4月からはお太助フォンを設置いただいた方

にはそういった機能は当然まずさせていただきたい。とともに、ただ医

療とかいう課題については、全体の中でどのような仕組みでやるか、こ

れは法的な課題もありますので、それは順次そういった機能も持たせる

よう今後検討を合わせて詰めていきたいというふうに考えております。

できる範囲からいろんなことを進めていきたい。とともに、もう1点、

このサービス、光ファイバーが基本的には全世帯で活用できる仕組みに

なりますので、個人が民間のサービスを利用した、そういった先ほどの

電気ポットというそういった仕組み等については個人がそういったイン

ターネット環境を使ったそういったサービスは受けられる環境は4月か

らは対忚できる、そのように考えております。ただ、全体的には安芸高

田市6町は来年の秋以降が整備となりますので、全体的なサービス、そ
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ういったものに関しては当然、来年10月からより内容充实したサービス

の提供を行うよう、今関係課と協議をする中、サービスの内容等もどの

時期からどのようなサービスをする、そういった面を進めておるという

ことで御理解をいただきたいと思います。以上です。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  来年の10月以降、本格的な検討をされるということで、またサービス

が完成を、利用方法の説明がしっかりされるということですが、スムー

ズに早期に対忚していただきたいということを言っておきます。これは、

委員会でもある程度審議されておりますので、この件についてはこれで

終わります。 

 次の質問に移ります。この件も先に同じような内容の質問がありまし

て、答弁されておりますけども、再度伺います。 

 自然資源の活用についてでございますが、本年第1回定例会でも私ほ

か同僚議員も質問されておりますが、自然資源の活用についてでござい

ます。 

 昨年の原発事故を受けて自然エネルギー、再生可能エネルギーなど、

エネルギーに対する対策が全国で見直しされております。そこで1点目

の質問ですが、当初予算で再生可能エネルギー調査研究事業が計画され

ておりました。これも先ほどの委員会で説明がありましたが、もう一度

現在の進捗状況はどのようになっているのか、伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほどちょっと済みませんでした。見解の相違で、私は明確に答えた

つもりなんですけど、ピントがずれとったかもわかりませんけど、失礼

いたしました。 

 ただいまの議員の御質問にお答えをいたします。「再生可能エネルギ

ーの調査研究事業」の進捗状況についての御質問でございます。当初予

算では、市単独費による予算の執行を予定しておりました。このたび国

におかれまして経済産業省の財政支援を受けることができるメニューが

ありましたので、この事業の申請しておるところでございます。 

 内容につきましては、市の全域を範囲とする再生可能エネルギーの賦

存量・利用可能量の推計調査を实施いたし、今後の方向性や具体的な、

利用可能性に関する検討を行うとともに、省エネについても地域住民の

皆さんの意識調査などを实施しながら、事業化に向けた検討を行うよう

に考えております。本市の自然環境などからすると、「バイオディーゼ

ル燃料」「森林バイオマス」「風力」「太陽光」「小水力」は有力な候

補ではないかと思っております。しかし、事業の申請数が多くなってお

り、当初は7月中旪となっていた採択結果の発表が大幅におくれており、

いまだ審査中のことでございます。この国の結果を受けまして、この安

芸高田市の再生エネルギーの方向性を模索していきたいと考えておりま
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す。予算の無駄遣いになってはいけませんので、当初は国に先んじて安

芸高田市が情勢をつくって調査すると申し上げたんですけど、せっかく

国の事業があるので、ちょっとこれを見ながら次のことを考えていきた

いと思ってます。ただ、先般もちょっと1点出されたんですけど、国の

事態が余りおくれるようなら独自でもしていく気持ちはございますので、

御理解を賜りたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  理解しておりますけれども、国の予算が未定と言われる中で、また国

の経済活性化が見通しが立たない現在、自然エネルギーの活用は今後の

市の将来を左右する事業になるんではないかと私は考えております。現

在、まだ確定していないということでございますが、来年度に向けてま

た新しく予算計上をするのか、今年度の後期からでも急いでその調査・

研究・検討をされるのか、その辺の考え方をお伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  事業の实施におきましては、当初予算で調整してますので、これ流し

たりしてませんので、この調査費が使える状況であれば率先して使って

いきたいと思います。来年度につきましては、お互いの全体を見ながら

考えていきたいと思っております。私が心配しているのは、大きな国の

動向がこれから変わる可能性があるということなんですよ。うち単独で

この小さい安芸高田市が考えても、電力の一つをとっても今非常に変わ

る可能性があります。だから大きな骨幹となるものの指針がふらふらし

てますので、我々も手戻りにならんように、この大切な予算を使ってい

きたいということでございますので、よろしくお願いします。なかなか

大切な問題なので、早くやりたい気持ちはあるんですけど、やっぱり国

の動向とか県の動向を見ながら、手戻りのないようにしっかり出した対

策で動いてまいりたいと思いますので、御理解してください。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  先ほども申し上げましたけども、自然エネルギーの活用は本当にこれ

から将来重要な課題だと思っておりますので、国に左右されることなく

自为的にでもしっかりと前に進めていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。自然エネルギーに対する見直し意識が高まって

いる中でエコエネルギーである太陽光発電施設の設置が急速に市内では

普及しております。太陽光発電施設も今年度は相当数の新設があると思

います。当初予算では50基、1基7万円の350万円の計画がありましたが、

予想以上の申し込みがあったということで、追加50基、また350万円追

加されて、既にこれも予算がゼロとなったと聞いております。今後の助

成制度の見通しはどのように考えておられるのか。また計画についてど

のような対忚をされるのか、伺います。 
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○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山本議員の質問にお答えをいたします。 

 安芸高田市では、平成22年度から、一般住宅用の屋根に設置する太陽

光発電システムについての助成を行ってまいりました。今年の7月から

始まった、電力会社による、電気の定額買い取り制度により、今後も太

陽光発電システムを設置する市民の皆さんはふえてくることが予想され

ます。全国的に太陽光パネルは、大量生産され、システムのキロワット

当たり単価も随分と下がり、設置をされる方の負担も軽減してきておる

のが現状でございます。 

 本市の助成制度につきましては、今後の国・県の動向を注視しながら、

他の市町の状況を見きわめ、十分に検討してまいりたいと考えておりま

す。これは後ろ向きというんじゃなしに、前向きにこれからも考えてい

きますので、御理解を賜りたいと思います。国のほうも今中電さんとか

システムが安くなったり補助金との兼ね合いとか検討せないけん分野が

随分変わってきております。ただ、私の思いは安芸高田市の家に太陽光

を全部してもらいたいという思いはあるんですけど、仕組みづくりにつ

いてはこれからも世の中動いてますので、その辺の動向を見きわめなが

ら、皆さんが設置していただけるような仕組みづくりを考えていきたい

とかように思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  国と県の対忚を見ながら今後も対忚されるということです。またこれ

は全戸に設置したいと市長言われましたけど、エコ対策としてはこれは

必要なんではないかと思います。また、風力・水力の発電施設も先ほど

言われましたけど、小さな地域で尐しずつでもエコ対策ができるような、

民間の活力を利用した対策ができるんではないかと思いますので、その

辺も今後の検討課題にしていただきたいと思いますが、民間のエネルギ

ーを利用した対策については市長はどのように考えておられますでしょ

うか、伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  民間の土地を利用したエネルギー対策については、私のほうにも二三

問い合わせがございます。問い合わせがあっても農地法に適忚しないと

か、これは市にとって将来的には有効活用があるとかいうこともござい

ますけど、真摯に受けとめてできることなら太陽光発電ができるような

方向性で協議していきたいと思っております。 

 先ほど国の動向と申しましたのは、根本的なことがこれから変わらな

いかなと思ってるわけですよ。売電単価とか、それから今中電さんが余

った電気をもらうとかじゃなしに、発電した電気は全部買い取るとか、

こういう動向が出てますので、これは大きな国に振り回せるというんじ
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ゃなしに、振り回せざるを得んとそういうことがあるので、ここは御理

解してもらいたいと思います。決して国がやったけというんじゃなしに、

もう安芸高田市、先般の当初予算でも国に先んじてこういう調査をして

からちゃんとやっていこうということは皆さんにお示しをしているわけ

でございますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  調査・研究の予算計上をされておりますと言われますが、これをスム

ーズに活用してやっていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。上下水道の整備についてお伺いいたします。安

芸高田市の上下水道の整備は、数値が85％を越えていると言われており

ます。この数値については、人口比率で言われておりますので、地域別

面積で言うとそこまではいってないんではないかと思います。市内地域

で言うと、水道設備もない地域は多くあり、戸数の尐ない過疎地域では

整備できていないのが現状でございます。そういう地域では皆さん自家

用井戸、自然水、湧水などを利用されております。市の予算措置では新

規に井戸を掘削すると上限70万円の補助制度があります。当初予算の中

では6件で予定されておりましたが、申し込みがふえまして追加7件、

490万円の補正が組まれておりますが、今後の未整備地域でも補助制度

対策はどのように考えでしょうか、お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山本議員の質問にお答えをいたします。 

 市内の水道施設の整備状況は、上水道事業、簡易水道事業、飲料水供

給施設事業により整備されており、整備率は85.2％となっております。

また、今年度から、美土里町横田地域の、水道未普及地域解消事業に着

手しております。この事業を含めますと、安芸高田市の水道整備率は

87.1％となります。 

 水道施設の整備されていない、水道未普及地域につきましては、安芸

高田市の単独事業による飲用水供給施設整備補助金という補助制度を設

け、飲料水が不足する世帯において、ボーリング等、掘削等により水源

を確保された場合、一定の要件のもとに、補助率50％で最高70万円を、

補助する制度で対忚しておるところであります。この制度につきまして

は、合併前を含め平成23年度までに534件の方に御利用していただきま

した。水道施設の整備をされていない未普及地域につきましては、今後

も引き続き、この井戸ボーリング補助制度により対忚してまいりたいと

思っております。 

 しかしながら、まちづくりをするためには、水道の未普及地域をなく

するということは大きな行政の課題でございます。今現在、基本計画の

中でも水が出ないとか、しょうがないということで今ボーリングになっ

てますけど、今現在、私が水道課に指示しているのは、農業用水とか水
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源はどのぐらいあるんじゃろうかという指示をしてます。このたび水道

の全面委託を契機に、それにかわる、いわゆる仕事として、未普及地域

の解消に向けた仕事をさせてもらおうかと。ようやく先般、安芸高田市

における未普及地域の地図がちょっとできあがりました。農業におきま

しても、農業用水が要らなくなったところとか、今度法令が変わって用

水が転用できるとか、ちょっと状況も変わってますので、この辺を踏ま

えて未給水区域の解消には努めてまいりたいと。これはみなさんへ発表

していませんけど、先行して实施してますので、どうか御理解をしても

らいたいと思います。決して行政、今まで合併のときに決められたボー

リングによる整備で満足しているわけではございません。気持ち的には

どこに住んどっても水道を供給してあげたいというような気持ちでござ

いますけど、できる限りそういうような工夫をしていきたいと職員とも

ども頑張っているところでございますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  未給水地域の解消に向けて鋭意努力されておるということを言ってい

ただきまして、大変安心するところでありますが、水というものは命の

根源であります。市民の健康維持のためにも水の管理は非常に重要だと

考えております。上水道が完備しているところは問題ないと思いますが、

地下水、谷水など自然水を利用している水に対してはいろんなものが含

まれております。鉄分とかマンガンとか。またちょっと悪い水だったら

大腸菌が入ってるとかいう問題もあります。そういう中で掘削の助成が

上限2分の1、70万円は大変ありがたいと思います。もう尐し考えて、水

が全部きれいな水が出ればいいんですが、掘削補助だけでなくて井戸以

外にもそうでございますが、浄水器、含有物除去器具みたいなものの助

成ができないものかと考えますが、その点については市長はどのように

お考えでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  水道の普及率につきましては、これからも注視しとかないけんと。特

に高宮、美土里地域はもうあきらめてるんですよね、もう水がないとい

うことで。ただ、よその水を回すことを我々は考えていかないけんとい

うことを今言ってるわけです。ただ、このハードルは非常に高いという

ことは承知してください。市長、あんた言ったじゃないか、どうしてせ

んのかじゃなしに、ここへ挑戦をしようということですから。御理解し

てもらいたい。高度な行政判断をしよるわけです。今の件についてでご

ざいますけど、ボーリングに対してまだ補助がないかと。これは实態を

踏まえて、基本的には今の皆さんの水道が行っとるところと、ボーリン

グをやれたところとの差をなくしていかないけんと思ってます。その辺

を調査しまして、实態を踏まえながら課題として受けとめていきたいと
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思います。今ここでどうこう言うのは、私知識がございませんので、ち

ゃんと足元に置かんように調査いたします。その差があるようだったら、

また前向きな検討をしていきたいと思いますので、御理解をしてもらい

たいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  答弁内容が違うような気がするんですが、掘削補助金70万円を出すん

であれば、水を浄化する施設ですね、設備、器具なんかにも助成金を出

す、出してきれいな水を市民に飲んでもらうような制度はできないもの

かということを聞いたわけでございますので、その点。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  未給水の方に補助というんじゃなしに、全体的にですか。全体的な町

民に対して、水道に対しての補助をせえということですね。いい質問を

してもらわにゃわからんよね、言いよること。ちゃんとええがに答える

ので、よろしくお願いします。 

○塚本副議長  山本優君。 

○山 本 議 員  質問が悪かったと言われるんだったら、私がもう一回言わせていただ

きます。 

 未給水地区で井戸の掘削費用を補助するんでしたら、掘削水がきれい

な場合も含有物がある水もあるわけですよ。だから掘削費用の補助だけ

でなくて、浄水器、滅菌器みたいな設備の補助制度はできないものです

かと聞いたんですが、おわかりですか。 

 上水道が普及してるところはそういうものは要らないわけですよ。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  補助の範囲を例えば、未給水区域の方でボーリングに対する補助かと

最初思っとったんです。そうじゃないですね。だから、一般の浄化槽に

ついてもこういうような浄化について補助ができるのかということです

ね。 

 そういうことについては实態を踏まえながら、検討してまいりますの

で、どうかよろしくお願いします。どういう方法をとっとっても、先ほ

どお答えしてますように、浄水であろうと、どういう方法であろうと差

をなくすようにするのが行政でございますので、その辺を踏まえてその

ことも検討課題にしたいと思います。ありがとうございました。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  私の気持ちが伝わっていないようなんですが、もう一度言いますが、

浄水器とか滅菌器とか自然水を利用される人たちに対して、上水道とか

そこらのはもう塩素滅菌されておるわけですから要らないんですが、自

然水を利用されてるところにはいろんな水があるわけですよ。だからそ
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れを浄化するのに、掘削するのに補助を出すんだったらその浄化するこ

とに対しても補助ができるような制度はできませんかということを聞い

たわけでございますので。それは理解していただきましたら、それを検

討していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○塚本副議長  先ほどの山本議員の質問に対して市長のほうから検討するという答弁

がございましたので、そこらのところは御理解をいただきたいというふ

うに思いますが、どうでしょうか。いいですか。 

 担当課ありますか。担当課のほうとして。 

 建設部長 河野正治君。 

○河野建設部長  それではこの現在の補助制度について若干説明させていただきます。

この飲用水供給施設整備補助金交付は、水の不足しておる御家庭がその

ボーリング等をする場合に補助するものでございますが、この補助の対

象としておりますものは、ボーリングまたは掘削方式による水源1戸に1

補助施設する、これが1日あたり1,000リットル以上の水量が安定的に確

保でき、かつ水質が公的機関の行う飲適検査に合格するものとするとい

う場合に補助をするということになっておりますので、基本的にはボー

リングをして飲適であるという場合に補助をするということにさせても

らっております。そして、なおかつその方が飲適で滅菌器等をつけて行

うということを希望されれば、そのことを工賃に対して条件として補助

をするというふうにしております。基本的にはボーリングでその飲適の

ものを掘り当てていただきたいという希望でございますので、今のとこ

ろでは掘ることを目的とした補助にしておりますので、御理解を賜るよ

うに、お願いいたします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  議長が言われたように、検討されるということで市長が答弁されてお

りますので、検討していただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。これもまた先に同僚議員が質問されて答弁され

ておりますが、同様の内容について簡単に答弁をしていただきたいと思

います。 

 1点目でございますが、このたび土師ダムのどごえ公園に新しくグラ

ウンドゴルフ場の公認コースが新設、オープンいたしました。安芸高田

市市民、またはグラウンドゴルフファンには昨年度から待ちに待った設

備で非常に喜ばれているところでございます。しかし、オープン時のセ

レモニー以後、多くの課題が出てきておりまして、今後の運営、管理方

法について市長の考え方をもう一度お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまのこのことにつきましては、土師ダム管理事務所のほうと協

議をしております。ただ、ダムの管理施設なので、洪水時期なので、一

般の土地にするにはうまくいきません。トイレにしても認可の条件、例
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えば、移動できるとかいうことから入ってきます。あずまやにしても構

造上こうだとかいうのが入ってきますので、その辺の河川管理上のこう

いう状況を踏まえながらできるものはこれからも検討していきたいと思

ってますので、御理解を賜りたいと。何ぼ私があそこへトイレをつくる

と言っても、これ建設大臣の権限でございますので、ダム管理上の条件

を守っていかないけんということだけは御理解をしてもらいたいと思い

ます。これからどういう、どのぐらいの人が、ここは安芸高田市の一番

条件のいいところだと思ってますので、かなりの人が来られると思いま

す。それを見きわめながらそういう施設も考えていきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。これで終わったというわけでは

ございません。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  私いま、今後の運営管理について聞いたわけですが、市長は2点目の

トイレのほうの説明をされたわけでございますが、トイレについては昨

日も同僚議員が質問しておりますからあれですけど、グラウンドゴルフ

の愛好者は高齢者が相当の割合を占めております。今現在ある市道側に

あるトイレは下から大分上り下りしないといけないところにあります。

私も歩いてみてトイレに行くわけですが、結構きついです。市長も1回

でも2回でも歩いてトイレに行ってみられたらわかると思いますけど、

お年寄りには大変厳しいだろうと思います。最近では公園内で転んで負

傷して救急車が来たということもありますし、トイレについては国交省

にも確認したところですよ。全国でも河川内の施設で簡易トイレ、仮設

トイレを設置しておるところは相当数あるわけですよ。確認したところ、

条件つきではありますが、仮設の常設でも構わないと。個人ではだめだ

けど、そういう組織が申し込めば、それは検討するに値するという回答

を国交省の所長からいただいております。またこの管理するにしても、

1基につき大体扱み取りというのは2,800円ぐらいなんですよ。ですから、

そういうのも衛生管理業者がおりますので、その辺も皆さんと対忚して

調査されておるのか、おってこれはいろいろ河川内だからできないとい

う答弁をされておるのか。私が調べたところではそういう回答をもらっ

ておりますが、市長としてはどういうふうに考えられるでしょうか、お

聞きします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほど失礼いたしました。 

 管理運営についてちょっと追加で。土師ダムのグラウンドゴルフ場の

今後の管理につきましては、基本的には指定管理制度を導入したいと思

っております。現在は、サイクリングターミナル及び土師ダム周辺施設

についての指定管理を行っておりますけど、八千代開発公社にグラウン

ドゴルフ場についても今管理を運営しているところでございますけど、



147 

将来的にはいろんな施設を踏まえました指定管理業者を指定して管理し

ていきたいとかように思ってます。 

 それで先ほどの件ですけど、しないと言ったんじゃなくてできると思

うんですけど、やり方についてはいろいろ河川法の制限がかかるという

ことを申し上げただけ。議員がそれよく御存じだからいいんですけど、

無条件ではないと。ただ、つくることについてはいろんな位置とかいう

問題があるので、今これ課題として受けとめてますよということをお答

えしたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  昨日の答弁では検討すると言われております。今も検討課題だと言わ

れましたけど、施設はできてるわけで、来場者も多数おられるわけです

よ。問題はそこでございますが、毎日来られる人が不便だといけないわ

けですよね。課題で検討されるということはいつになるかわからん回答

だと私は思っております。今すぐにでもやるよというような回答が本当

は欲しいところでございます。もしだめだったら、市でやるのが検討で

半年先、一年先というような話でしたら、振興会に任せて振興会に設置

してくれと、管理してくれという方法もあると思います。極端に言った

らトイレ費用ぐらい私が寄附してからやってもらっても振興会の名を借

りてやってもいいぐらいに思っておりますが、その辺についてはすぐ検

討課題じゃなくて、すぐ対忚できるかどうかというようなところの回答

を、答弁をお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  要望側はどうでも言えるんですけど、やる側にとってはどういう規模

のもので、先ほど、例えば振興会がやると出ましたけど、民間で一生や

るんがおるんかとか、多方面なことを検討しなくちゃいけないと。行政

用語で言ったら、前向きに検討するということで捉えてもらいたいと。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  次の4点目の質問に移らせていただきます。 

 現在、管理しております開発公社の職員の中にはグラウンドゴルフに

ついて精通している人材は見当たりません。プレーする人たちへの対忚

とか施設管理のノウハウ、道具の管理など、なかなか難しい問題がある

と思います。そういう中で、グラウンドゴルフ協会の人たちが協力しま

しょうよと言っていただいております。そういう中で、また開発公社で

やるんであれば、グラウンドゴルフ指導員という資格もあるそうでござ

いますので、そういう周知徹底、理解している人材が運営に関しては必

要ではないかと思いますので、そういう指導員の育成とか協力者の募集

など確实適正な運営ができるような方法を考えていただきたいと思いま

すけども、その指導員の育成とか運営に関しても協力者に対する対策と
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か、市長はどのように考えておられますか、お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  グラウンドゴルフの知識等を有する人材の育成についての御質問でご

ざいます。専門的な知識等を有する人材を新たに配置することは、職員

の定員適正化計画からも難しい面がありますが、現在の職員が、知識等

を習得し、利用者に対して適切な対忚ができるよう人材の育成をしてい

きたいと。また、協力者がいれば、まだ私そういう意見を聞いてません

ので、あれば意見を聞きながらよりよい管理の方向性を模索していきた

いとかように思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  市内にはグラウンドゴルフ協会というものが、八千代を除いてほか5

町にはあります。そういう中でいろいろノウハウとかいろんな知識を持

たれた方が大勢おられますので、その辺とかの協力もしっかり連携して

から皆さんが楽しめるグラウンドゴルフ場の運営に努力していただきた

いと思います。 

 また、市のどんな事業でもそうですが、まず施設設置が優先されてお

るわけですよね。そういう中でソフト面、運営面の検討がどの事業でも

おくれているのが今の現状だろうと思います。施設をつくって後から検

討するのでは意味がないように私は思います。民間で言えば、商売を始

めるんだったらどういう商売をするかというのを先に検討して、それか

ら施設を検討するわけですよ。それが市ではそういう点がちょっとへこ

さかになってるように私は思うんでございますが、今後市としてもそう

いう後から考えるんじゃなくて、最初からそういうノウハウを考えてか

ら企画・検討をしていただきたいと思います。その点についてお考えが

ございましたら伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  後追いの行政ということで御指摘でございますけど、全く早くやって

いきたいんですけど、早くやってまたこのことの御指摘を受けるように

なる。例えば、宿泊施設もそうです。我々は結果を見ながらこの次の展

開を図っていきたいと申しましたけど、それじゃ何人来ると予測してや

れと言われてもなかなか、このことが今の行政の課題になってますよ。

反対に言ったら、市長どうしてつくったんかと。市長どうしてこれを管

理するのかってなるんですよ。我々素人がやる前に、いわゆるひきょう

なやり方かもわかりませんけど、試行錯誤を重ねながら、やっぱり職員

も仕事が多いわけですから、そういうことをしていきたいと。決して後

追いになることがいいことだと考えておりませんけど、こういう实態を

見ながらいいものにしていきたいということはまた御理解をしてもらい

たいと思います。各市町が合併しましたけど、どの市町も大体こういう
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方法で来たんじゃないかと思います。なかなか予測がつきにくい問題が

ありまして、先般もこの施設について広島市が協力してやると言っとる

んです。すごい、来ると言ってる。それで何人来るかわからんというの

がまだわからん。だから、そういうような实態も見ながらこういうこと

もやらせてもらいたいと思いますので、決して行政は後からやるってこ

とはいいことと思ってませんけど、我々素人がやる場合には实態を見な

がらいくことを理解してもらいたいと思います。この土師ダムにつきま

しては、ちょっともうできてしまったんで、このいい管理体制でまとめ

ていきたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  市長の言われるのももっともだろうと思いますけど、そのために調

査・研究費というものが多くの予算が計上されておるわけですので、し

っかりと調査・研究をされて対忚していただきたいと思います。以上で

質問を終わります。 

○塚本副議長  以上で山本優君の質問を終わります。 

 この際、13時まで休憩といたします。 

～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○塚本副議長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 4番 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  4番、会派絆の児玉史則です。通告に基づき、大枠2点の説明をいたし

ます。昼からの眠い時間ですので、市長一つ目をかっと見開いて、御答

弁のほうをよろしくお願いいたします。 

 まず、第1点目ですが、財政健全化計画における地方債残高について

伺います。普通会計における財政健全化計画では、地方債残高の見込み

額が明確ではありませんが、合併時の平成16年以降減尐を続け、平成21

年度は304億円と、合併時より50億円の減尐となっております。 

 平成22年度決算では310億円、平成23年度決算では303億円となってお

りますが、いま一度平成22年度の残高増の理由と、今後の地方債残高を

どのように見込まれているのか、市長のお考えを伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの児玉議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず平成21年度残高と比べ、平成22年度の残高が増加した理由につい

てでございますが、平成22年度は大規模事業のし尿処理場及び給食セン

ターの整備事業と、学校耐震化事業の实施により、約6億円増加いたし

たところでございます。 
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 次に今後の地方債残高の計画についてでございますが、平成24年度は、

光ネットワーク整備事業や葬斎場、または生涯学習センターや土師ダム

周辺整備事業などの大規模事業の实施によりまして、約37億円余りの残

高が増加する見込みでございます。この大規模事業は平成25年度末でお

おむね完了いたしますので、以後は徐々に減尐いたし、現段階では平成

31年度末には約90億円減尐いたす見込みでございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  確かに大型事業が平成24年度ではあって、24年度確かに積み上がりま

すけど、25年度末でほぼ終了ということで。ただ、昨日の質問の中に出

ておりましたけども、過疎債や合併特例債が延長に伴い、新たな大型事

業も尐し検討の余地があるというようなニュアンスで言われたかと思い

ますが、常々言われているように、平成26年度以降は新市建設計画や総

合計画に新たな大型事業が出てこないと理解しておいてよろしいでしょ

うか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  現在のところ出てこないんですけど、今後の動向、例えばエネルギー

対策とか、国の動向、大きな動きがあると思いますので、皆さんが納得

いける事業が展開があればまた相談したいと思いますけど、今のところ

大きな事業は視野にはないと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  地方債残高に関して市民の皆さんが非常に関心がおありだと思うんで

すね。光ファイバーにしてもですが、事業費の40億円、これ市民の皆さ

んからすれば、また借金をふやして夕張のようになるんじゃないかとい

った御懸念をお持ちになっておられる方も見られるわけです。昨年3月

に債務残高に関し質問したときには、7割の補助金をもらった債務であ

り、単純な借金ではないということを市民の皆さんにわかってもらうと

いう御答弁をいただきましたけども、まだまだ仕組みについて御理解を

いただいてないように思うんですが、市長の御感想はいかがでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  はい。議員御指摘のとおりでございまして、行政に携わるとしてもそ

この仕組みがわかっとるかいうたらわからないので、地方自治の財政の

仕組みは独特なものがございまして、一般の方からみたらどうなんだろ

うかということがございますけど、皆さんに確約できることは我々も将

来完全に返還していただけるという確約のもとに次の展開を考えておる

わけでございます。だから決して、夕張のようなことにならないという

ことでございますけど、これをもっとわかりやすく市民の方々に説明を

するというのはちょっと今うちの財政担当と検討してるんですけど、債
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務という同じ使い方をするのがいいのかどうかです。普通の債務と違っ

て。返還を伴なわない債務というような言い方でいいのか、これから勉

強してやっぱり市民の方々にもわかるような説明の展開をこれからして

いきたいと思います。中で、職員のほうにもしっかりわかるように、ま

た勉強をしないとと言ってますけど、議員がおっしゃるように、普通一

般の住民の方が見られたら非常にわかりにくい構造だと思っております。

ただわかりにくいとは言え、市民の方々にはわかるようなプロセスを書

いていかないけんとかように思ってます。ただ、申し上げられることは、

夕張とはちがってちゃんとそれは返済のあてのある借金だということで

御理解をしてもらいたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  仕組みは非常に難しいんですが、ちょっと簡単に申し上げると、平成

23年の決算における地方債残高は303億円。よく市長がおっしゃるよう

に、臨時財政対策債、これの23年度見込み額は83億円。それからさらに

合併特例債、過疎辺地債、これらが含まれておりますから、平均すると

よく市長が言われるように、およそ70％ぐらいだろうと思います。従っ

て303億円のうち70％にあたる212億円は、将来にわたって地方交付税で

入ってくると。そうしますと、91億円が純粋な借金ということになるん

じゃなかろうかと思います。当市人口の3万1,000人で当てはめてみれば、

1人あたりが29万円ぐらいの借金になるかなと、こういう見方でいいん

かなと思いますし、また平成23年度で見てみますと、公債費ですね、借

金の返済は31億円。これに対して起債発行額、借入額は24億円ですから、

7億円の債務が減っておるわけです。従って22年度の310億円が23年度決

算では303億円になって、1年だけ見ても着实に減っておると。そういっ

た簡単な説明でもいいんですが、これ国保でもそうですが、余りに市民

の皆さんに簡単な数字を使った説明でもいいんですが、そういうことも

できておらんのではないかと。そこらは余り難しく考えられずに、こう

いう簡単な説明でもいいので、都度都度説明される機会を持って説明し

ていただいたらいかがと思うんですが、どうでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  全く議員御指摘のとおりで私も同感でございまして、職員ともそうい

う話をしているわけでございますけど、なかなか財政担当の人に借金を

借金だと言うなと言ってもなかなか難しいところもあるので、職員とも

どもわかりやすい説明がどうあるべきかということも一緒に考えてみた

いと。また機会があれば、そういうことを皆さんにお示ししてみたいと

思っております。これ行政の原点でございまして、市民の方々にわかり

やすい説明ということでございますけど、昔はできればわからんほうが

ええとかなんとか言ってましたけどそうじゃなくて、ちゃんとわかりや

すいように、ちゃんとした健全財政のもと、必要な事業だけは实施して
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いるんだということをしっかり御理解賜るようにも、そこのところは大

事だと思いますので、そういうことを職員ともども考えてみたいと、簡

単に説明できる方法を。ちょっとそれをやると、専門家から見たらこれ

はなんじゃ、というところもあるかもわかりませんけど、そういうこと

を踏まえてやっぱり考えてみたいと。やっぱり議会はもちろんでござい

ますけど、一般の市民の方々がこれならわかったというぐらいのことも

これから挑戦をしてみたいと思います。完全に100％は約束できません

けど、挑戦するということは御理解をしてもらいたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  ぜひ御検討いただきたいと思います。 

 それから昨年3月に一般質問に対する御答弁で、平成31年度時点では

地方財残高は189億円程度見込んでおると述べられております。これま

で御説明いただきました7割を除いた額、約57億円が純粋な投資のその

時点での借金になろうかとは思います。しかしながら、国民の一人とし

て考えれば、合併特例債だ、過疎債だといっても、結局それは我々の納

める税金にかわりはないわけです。国は税収以上に赤字国債を発行して、

その税収不足の穴埋めとして消費税や、あるいは所得控除の減額とか、

我々の痛みとして直接はね返ってくる税の徴収を今からやるわけです。

そうなりますと、やはり念頭に置くのは、減額というか70％を引いた57

億円というんではなくて、やはり31年度の見込み額の189億円という数

字が非常に皆さんの関心がいくところだろうと思います。今約300億円

が180億円ぐらいに減ってくると、そういうことをお示しいただくだけ

でもやはり安堵の気持ちを将来に対しても持たれるんじゃないかと思う

んですね。そういった考え方から申しますと、御答弁をいただいて1年6

か月たつわけですが、その当時見込まれた見込み額189億円、この見込

み額は変化がないかどうか、今の市長の御判断どう見られているか、お

尋ねしたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  23年度末における残高は一忚303億円。それから180億円と言ったのが

約220億円でございます。具体的な中身も要りますか。もし要るんだっ

たら、担当部長のほうからちょっと説明して。いいですか。こういうこ

となので、こういう流れをわかりやすく説明するというのは、先ほどか

ら申しているとおりでございます。私の怠慢かもわかりませんけど、こ

ういうことは市民の方にもちゃんとわかるように説明したいというのは

同感でございますので、御理解してください。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  189億円から220億円にふえておるということですから、ぜひそのあた

りはしっかりと御説明をお願いしておきたいと思います。 
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 それでは次の質問に移ります。受益者負担の適正化について伺います。

財政運営方針の基本的な考え方の中で、健全化に向け歳入確保対策とし

て、受益者負担の適正化を掲げられております。その中でも使用料・手

数料の見直しに関しては、受益者負担の原則に基づき、提供するサービ

スに見合う適正な負担となるよう、受益者負担の原則、算定基準の明確

化、受益者負担割合の設定、減免制度の適正化を基本的な考え方とし、

見直しを行う旨、述べられております。これまでの見直されたその中身

に関し、实施状況を伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの児玉議員の御質問にお答えいたします。 

 財政運営方針の基本的な考えとして、受益者負担の適正化を掲げてお

ります。特に使用料・手数料の見直しについて、受益者負担の原則に基

づき、提供するサービスに見合う適正な負担となるよう、「受益者負担

の原則」、「算定基準の明確化」、「受益者負担割合の設定」などを基

本的な考え方とし、見直しに当たっては利用者負担の軽減を図るととも

に、利用者の理解が得られる料金設定を行うこととしておるところであ

ります。 

 これまでの实施状況でございますが、为なものは、平成18年度に児童

館・児童クラブの保護者負担金の統一化を行い利用者の公平化を図った

ところでございます。 

 続きまして、上下水道使用料につきまして、合併当初は旧町の料金単

価を継承しておりましたが、下水道使用料は、平成18年度から全ての処

理区で統一基準により使用料を統一し、水道使用料は、旧町間の格差が

大きく、使用者の費用負担の激減緩和を図るため、調整的な使用料改定

を平成21年度に行い、平成23年度で完全統一を行ったところでございま

す。また平成24年度では、個人の教養・技能等を高めるために開催する

講座等において、個人負担金を徴収している状況でございます。 

 いずれも「受益者負担の原則」に基づき、利用者負担の軽減を図ると

ともに、利用者の理解が得られる料金設定を行っておりますので、御理

解を賜りたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今お聞きしていると、料金の統一、全町でばらばら、6町でばらばら

だったものを統一されてきたというのがメインのようなお答えではなか

ろうかと思います。そうじゃなくて、例えば、今度建設される新葬斎場

に関してですが、これは指定管理制度の運用も検討されておるわけです

けれども、その指定管理料も決まらない過程で火葬場使用料の案が出て

きております。本来であれば指定管理料が決まって、その金額を想定さ

れる利用者数で割ったもの、これが単純に1人当たりのコストになるん

だろうと思います。その国保料を例にとってもですが、国や県からの支
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出金を固定させて、それから基金の活用を例えば、ゼロにする。それか

ら一般会計からの法定外の投入は仮に2億と変動する数値を固定してお

けば、後の変化は医療費だけですから、単純に国保加入者で割れば一人

当たりの医療費が出てくると。そういったことが算定基準の明確化、い

わゆる計算式の標準化ではなかろうかと思うんですが、私はそう理解し

ておるんですが、市長どうでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  料金設定とかいうのはそういうふうに管理料とかを含めた明確化が当

然だと思いますけど、我々行政の手段として、例えば、葬祭場の使用料

でございますけど、非常に他の使用料とか現在のこういうそういうこと

を非常に重視するわけでございまして、尐々市に負担が出てきても市民

に対してのサービスが他と比べてどうかとか、こういう御判断もありま

すので、原則議員御指摘のとおりでございますけど、こういうこともあ

るんだということは御理解をしてもらいたいと思います。このたびの葬

斎場につきましても、いろんなよその使用料とかいうことを加味した結

果、決めたと。たまたま指定管理をまた後から追っかけておりますので、

それ順序逆かもわかりませんけど、行政がやるときには単なる費用対効

果、そういうのだけでは図れない箇所もあるんだということだけ御理解

をしてもらいたい。全く仕組みについてはそういうことでございますの

で、できる限りそういうことを全部想定して管理もいくんですけど、こ

こらのところはちょっと御了承してもらいたいと思ってます。我々も非

常に横着な手法をとりまして、よそのカンニングをしてからうちの使用

料が高いんだろうか、安いんだろうかというところを先に見る癖があり

ますので、こういうことがいいか悪いかは別にいたしましても、この手

法の考え方でございます。できればそういうようなことがないような施

策をとりたいんですけど、そのためには十分な調査がまた要ると思いま

すけど、このたびはたまたまこういう事例を見ながら決めさせてもらっ

たということで御理解してください。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  いわゆる算定基準の明確化ということをうたわれているということは、

やはりあくまでもそこにはスタンダードの計算式が出てくるだろうと思

います。まずはそれを先にやってみて、そこで出して、それから先ほど

市長がおっしゃるように、受益者負担の割合の設定に入ってくると段階

があるんだろうと思います。計算式を使って数値を出すと。それからい

わゆる割合の設定に入っていく。例えば、給食費なら1食の原価が545円。

そのうち幾ら保護者に御負担をいただくのか。あるいは、国保でも30％

以上のアップになるという市長御答弁が最初にありましたけども、これ

を何割に抑えるのか。あるいは先ほどの火葬場の使用料ですね。例えば、

1体が10万円ぐらいかかるとすれば、それをどれぐらい御負担いただく
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のか。それらを見える形で議論して受益者の負担割合は決めていくべき

だろうと思います。また、受益者以外の方に御協力をいただいて投入す

る税金は幾らなのか、それらもしっかりと御提示することが必要なんじ

ゃなかろうかと思います。給食費で例をとれば、1食545円ですが、その

うち230円を保護者の方に負担をお願いしておるわけですね。そうする

と、残りの322円を税金投入しとると。皆さんから御支援いただいてお

ると。1年間でみますと、総額はおよそ1億9,000万円が給食費のほうに

回っておると、これが皆さんの税金で回してるお金ですと、こういう説

明だと非常にわかりやすいと思います。受益者負担の原則とは、コスト

を出してオープンな形で受益者負担の割合を設定すると。そのことを議

論すると。これが今までできてないんじゃないかと思うんですが、どう

でしょう。そのあたりの御感想。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  原則、議員さんのお考えのとおりだと思います。できていないのも確

かでございます。我々、料金設定の場合に、例えば、運動公園の使用料

金を決めるにしても、もしかこれを料金の一人で負担しようと思ったら

今の10倍ぐらいの料金になってくると。ただ、どこの町も運動公園の使

用料金は1割程度ということなんで、これも全部市民の方々、これなら

許すよという許容範囲かどうかということもございますので、今我々が

反省しとかないけんのはこの場合でも、本来ならこれぐらいかかるんだ

けど、こういう理由でこのぐらいに抑えておるという説明がこれまで不

足してると思うんですけど、こういう点につきましては、これからの課

題としてやっぱりしっかり勉強していきたいとかように思います。ただ、

一長一短にいかないのが行政だということで、特に公共料金の使用料に

つきましては、非常に差がございますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  他市の市町の価格を気にされるというのも、これも重々わかるんです

が、行政の料金設定というのはよく住民の皆さんへのサービスとしてこ

のように安く設定したとおっしゃるわけですが、残りの金額というのは、

ほかの皆さんの税金でカバーしておるわけでして、打ち出の小づちがあ

るわけではありませんから、本来サービスでも何でもないように思うわ

けですね。ただ単にこちらの量を減らしてこちらの税金を投入しておる

というだけで。民間が使うサービスというのは、いわゆる経営者側が自

分たちの利益を削って顧実に喜んでもらえるようなサービスを提供する

ということですから、そのサービスと全然質が違うんであろうと、言葉

の。そう感じるわけです。サービスと言えば大変聞こえがいいですから、

市民の皆さんからそれならどんどんやってくれということになりますし、

しかしながら实際には受益者以外の方に負担をいただいておると。国保
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でも同様ですが、一般会計からの法定外繰り出しは前回の質問でも申し

上げましたが、社会保険や共済保険加入者、すなわち受益者以外の方か

らの御負担があって成り立ってるわけです。これは水道会計しかり、お

太助ワゴンしかり、ありとあらゆるサービスがそうですが、住民はサー

ビスという言葉に錯覚させられているように思うんですが、このあたり

市長どう思われますでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  非常にお答えにくい御質問でございますけど、我々も行政をやってる、

政治をやってる人は、例えば、国保料金でもできるだけ上げないように

すると。自分の期間中に上げたくないと。後からした人が上げてくれと

いうような感じがするわけですね。こういうことを笑い事じゃないよう

なことなんですけど、今の正常な状態でうちがぱっとこういうことをや

ってしまうとすごい今との差が出てきます。これびっくりすると。将来

的にそこを踏まえた上の料金でないといけんと思いますけど、行政の怠

慢と言われたら怠慢かもわかりませんけど、各旧向原町にしてもそうい

うことはそういうふうにやってきたわけです。市民も知って今こうある

んだという説明を怠ったということは我々も反省せないけんかと思いま

すけど、今の公共体育館の使用料がこれでいいのかどうか。实際かかっ

てるのは10倍するかとか、費用対効果をしたらもっと高くなるよとかい

うことも大事と思いますけど、市民の方々の総合的に考えたときには体

力増強とか、そういうことを考えれば今のでもいいんじゃないかという

ような概念もあるわけですけど、ケース・バイ・ケースなんですけど、

基本的には大きなそういうような費用対効果とか实態を示しながら料金

を決定するというのが筋だと思いますけど、そこらのところはちょっと

理解してもらいたいと。ちょっと横着をしてるんかもわかりません、

我々が。いわゆる現況を見ながら人のカンニングをしながら、こういう

ようなことが非常に多いです。そうかと言って、ここのところへ何ぼか

かるんかと検討したかといったら、他市の例はよく見てますけど、自分

で検討してることは議員御指摘のようにないかもわかりません。いい提

案、全部100％いきませんけど、ケース・バイ・ケースでそういうこと

を対忚させてもらいたいといってお答えをしておきます。どうもありが

とうございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  御認識いただいておるという思いでお聞きしましたけど、行政サービ

スの場合、税負担と受益が連動していないために住民は負担を考慮しな

いで行政に要求をすることになるというのが实態だろうと思います。今

後、非常に厳しい財政が予想されるわけですが、市民全体で取り組むた

めにはやっぱり所要コスト、それから税金の投入額、あるいは市民の何

割が利用しているのか、こういったものをせめて横並びでカタログ的な



157 

ものを用意されて、市民の皆さんに御提供して、实際に我々が受けてい

るサービスに対してどのぐらいの税金が投入されているのかと。そうい

うのは私はぜひ御提示が必要だろうと思ってます。もう一度市長にその

辺の御認識を伺いたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほど申し上げましたように、大事なことなので、全部といかなくて

もケース・バイ・ケースによってはそういう表示の仕方で市民の方の御

理解を賜るような手法はまた考えていきたいと思ってます。そういう提

案を受けたんで、我々も認識を職員もしてると思いますので、こういう

観点からの行政運営というのは、私も同感でございますので、御理解し

てください。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  ぜひ期待申し上げたいと思います。 

 それでは次の質問に移ります。財政健全化計画の見直しについて伺い

ます、平成24年度当初予算では、一般会計からの国保会計への法定外繰

り出しはおよそ2億円となっておりますが、この内容は財政健全化計画

には反映されておりません。財政健全化計画の見直しは、今後どのよう

な頻度でお考えになるのか、そのお考えを伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対して、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの児玉議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり国保会計への法定外繰り出しについては、平成22

年改定の財政健全化計画には反映しておりません。医療費等の伸びによ

り、国保税率改正とあわせ、被保険者の負担を軽減するため、やむを得

なく一般会計から繰り出しを行ったものでございます。 

 近年の社会保障費の伸びや、交付税算定の方法の変更、また税収の伸

び悩みなど、社会経済状況の変化や国の動向により、平成22年度の計画

には反映できなかったものもございます。以前にも申し上げましたが、

必要に忚じて計画の見直しは行いたいと考えております。しかしながら、

混迷した国会の状況などからも、先行きが非常に不透明な状況であり、 

大きく変動することも予想されますので、見直し時期については、状況

を見ながら行いたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  一般会計の総額から見れば、2億円ですから約1％に満たない比率です

が、それでも先ほど市長おっしゃるように、やはり大きな変化がいつ起

こるかわからんというような時代では、いつ起こるかわからんというこ

とで次々伸ばしてても、これはどんどん見直しがおくれてしまうという
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ことになりますから、最低でもやはり2年に1回ぐらいは見直しをされて、

今の实情に近づけていくということが必要じゃないかと思います。将来

を見通しませんと、時として誤った方向に行きかねないということも危

惧されるわけですから、ぜひ見直しの期間を、一定の期間をルール化さ

れ、公表されることが必要だろうと思うんですが、その辺、もう一度ル

ール化等のお考えがないかどうか、お尋ねします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のように、見直しのルール化というよりか、政府の状態と

か変化がわかったらすぐに見直しをしたい、先ほど申し上げたとおりで

ございます。市民の方々に急激な変化を与えないようにしないといけな

いと思います。 

 またもう一度言いますけど、国保なんかにつきまして、抜本的には年

寄りが多くて負担が多いようなことをするこの小さなまちでは、我々の

要望とすれば大きな課題とすれば、国とか県のほうへその会計を賄って

いくんだという方向もしっかり我々も訴えていかないけんけど、当面の

問題、国保会計を健全な状態にしとくということは課題でございますの

で、早い時期を見て見直しをかけていきたいと。今後、政局が変わりま

すので、状況が変わったらそういうのがいいチャンスだと思いますので、

御理解してください。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  ぜひ必要に忚じて都度都度改定のほうをお願いしたいと思います。 

 それでは2点目の市民総ヘルパー構想について質問いたします。 

 市民総ヘルパー構想の原点は、もやいによる住民相互の助け合いの慣

習をよみがえらせることにあると市長は述べられております。しかしな

がら、その前に基本となるのは、まず家族であり、その家族のつながり

が希薄になっているのが現状であろうと思います。本構想では、その基

本となる家族の役割やつながりの大切さに関し語られていないように思

いますが、市長はどのような御見解をお持ちか伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  「市民総ヘルパー構想」についての御質問にお答えいたします。 

 市民総ヘルパー構想の原点は、｢もやい｣であります。住民相互の「お

互いさま」という精神の下に、各自が持つ特技や知識、意欲などといっ

た“強み”を生かし、地域や隣近所において、お互いが支え助け合って

いこうとする仕組みでございます。もちろん、地域や隣近所における、

こうした取り組みも大切ではありますが、議員御指摘のように、第一義

的には、まずは家族がしっかりと支え助け合うというのが基本でござい

ます。決して、家族をおろそかにしたわけでございませんけど、表現の

仕方がそういうことになっておれば、これから直していきたいと思って
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おります。家族がしっかりと支え合うというのが基本でございます。た

だ、現实をみてみますと、核家族化や尐子高齢化の影響により、家庭内

では祖父母や兄弟姉妹などとのふれあいの中で学んでいく人間関係の範

囲が狭くなり、また、兄弟・友達との遊びの中で人間性や社会性を育む

機会が減尐いたしております。 

 また、高度経済成長期を経て、経済的にも豊かになったことに加え、

女性の社会進出、情報化や国際化の進展など、社会が成熟するにつれ、

個人のライフスタイルや価値観も多様化しているところでございます。

このようなことが、家族のきずなやまとまりを弱めてきた大きな要因で

あるとされております。その結果として、特に本市のような中山間地域

の過疎化・高齢化に拍車がかかったものと考えております。 

 いずれにいたしましても、家族や地域のきずなの大切さは、先の東日

本大震災によっても、改めて再認識をさせられたところでございますの

で、本構想の具体的な課題として尐しはふれておりますように、子ども

の時期から、家族のきずなの大切さ、地域での互助・共助の大切さを意

識づけるために、学校教育や社会教育に取り組むことも必要であると考

えておるところであります。 

 また、この構想の具現化のためには、市民一人一人の意識改革が重要

となりますので、今後の研修機会等を通じて、家族や地域のきずなの大

切さ、また、その役割分担や責任等につきましても、認識をしていただ

くよう努めてまいりたいと思いますので、御理解を賜りますようお願い

いたします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  家族の役割というのをいろいろ御説明いただいたんですが、確かにお

っしゃるとおりだろうと思います。私もつくづくこの市民総ヘルパー構

想をみさせていただきますと、思い出すのは、我々が子どものころとい

うか、私の家庭で言えば、私の祖母が倒れたときに、中気というそれで

倒れたわけですが、それから寝込んだときに母親がずっと看病しておる

のを見て育つわけですね、我々は。そのころには介護保険というのは当

然ないわけです。家族が一生懸命面倒を見ておると。それから先ほど市

長がおっしゃったように、経済成長の中で夫婦共稼ぎの時代になってく

ると。そうすると、家庭でみれんから介護施設にだんだんと預けていく。

それでもそのころは子どもがその介護費の負担はしておったんでしょう

が、現在はと言いますと、自分で自分の介護費も払いながら介護施設に

入られると。そういった流れの中で我々はおるわけですが、そういった

中でつくづく反省するのは、お金を出せば介護してもらえるとなると、

やっぱりそれの中で家族の役割っていうのが、非常に助け合うっていう

のが薄れてきたんじゃないかと。壊れていったのは、先ほどおっしゃる

ように当然じゃないかと思います。 

 市民総ヘルパー構想も一方ではお互い様ということですが、ヘルパー



160 

の方に任せておけば安心だというようなことになって、家族がより家族

間が疎遠になっていく、お任せしておけばいいわと。非常にいいシステ

ムだと思うんですが、負の部分っていうのはやっぱりそういうところが

あるんじゃないかと思うんですが、その辺のマイナス面というのはどう

見ておられるか、御見解がありましたら伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  この市民総ヘルパー構想というのは安芸高田市独自、私が4年ぐらい

前に歩くときにこういうような助け合いが大事だということでこういう

事業の展開をさせてもらったんですけど、私も同じように年寄りの姿を

見ておりまして、年寄りさんと親を介護しとったということなんで、概

念的に終わらんように、やっぱりこれを具現化することが大事だと思っ

てます。皆さんこのヘルパー構想、市長これあんたええことを言っとる

んだけど、中身がよくわからんよという御質問が非常に多いので、こう

いうことで終わらないようにちょっと具現化した形にこれから持って行

きたいと思っております。これからの安芸高田市の医療費とかを抑制す

るためには、非常に大事な制度と思いますので、弱点と言えば、市民総

ヘルパー構想をやりますよと掲げたら、一体何をやるんかというのがち

ょっと皆さんにわかってもらえんということがあるので、もう尐し皆さ

んと一緒に具現化というものを考えていきながら、この实現に向かって

いきたいと思います。そのためには市民の皆さん方に、これはこういう

意味で将来安芸高田市を支えるんですよということをしっかり説明して

いきたいと思っております。ヘルパーさんの講習にしても、例えば、必

要に迫られたもの、私がヘルパーになるからヘルパーの講習を受けると

かいうことが多いんですよね。私が言ってるのは、これ市民の皆さん方

がやっぱり家族においてもそういうようなリーダーシップをとれるよう

に、そういう知識を共有しときましょうと言ってるんですから、ヘルパ

ーさんになるとかならんとかいうことじゃないんですけど、こういうこ

とを捉えてもなかなか浸透してないと思っております。我々職員が全部

そういう知識を持ってもいいわけですから、議員さんも全部受けてくだ

さいと、私を含めて職員もそういう勉強しとこうというのも市民総ヘル

パーと思ってます。なかなか口ではみやすいけど、实際には難しいのが

現況でございます。具現化というのが一番の難点かと思ってますけど、

上手に仕組みをつくって、また上手にこの成果を上げていきたいとかよ

うに思ってます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  現在は空き家バンクなんかでの新規定住者を募集したり、あるいは若

者定住を目的として定住促進住宅への補助といろいろ紹介を行っておら

れるわけですが、一番はやはり親と子どもが同居しておるというのが理

想だろうと思います。議会報告会のときにも御意見があったんですが、
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二世代、三世代の同居こそ家族の理想のあるべき姿であると。この40年

間から50年間で大きく変わった家族のあり方ですね、ここを見直すと。

尐しでも失ったものを取り戻す時期に来ておるんじゃなかろうかと思う

んですが、二世代、三世代に対する同居に対する支援ですね。例えば、

同居のための住宅改修の補助金の設定とか、あるいは新規建設の二世帯

同居の場合は支援をしていくとか、またあるいは同居されるんであれば

就職の支援をするとか、そういった家族の構築に対する支援をまず第一

歩にされたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御提言ありがとうございます。それほんとやってみたいと思い

ます。 

 今婚活について及ばずながら住宅についてやってるんですけど、非常

に人気がいいと。我々がマスコミを含めて、行政も今まで日本が怠った

のは、高度成長時代におかれて、さっき議員の御指摘のような同居とか

そういうのをやってれば、今の特殊出生率はもっと上がってたと思いま

す。この間文献を調べたら、フランスでは1.0なんですが、そういうこ

とをやってるんですよ、現に。議員がおっしゃるようなこと。今ごろ日

本はこういうことに気がついてるんですけど、本当は尐子高齢化で大き

な負担を負うてるということなんで、この部分をもっと勉強しながら今

後の重点事業では考えてみたいと思います。このことが同居とか、いわ

ゆる定住につながってくるということであれば、非常にいいことだと思

ってます。現在は、婚活を考えてたんですけど、議員御指摘のように家

族の同居というのも一つのテーマだと思いますので、いい御提案ありが

とうございました。考えていきたいと思います。行政用語で申しわけな

いんですけど、前向きに検討させてもらいたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、先日の監査委員さんの御指摘にもありましたが、市民総ヘル

パー構想の实施計画を策定すべきという御意見があったかと思いますけ

ど、策定される御意思がおありか、ないか、そこらをお尋ねして、最後

の質問といたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  市民総ヘルパー構想の实施計画を着实に实行するということは大事な

ことと思います。ちょっとパラメーターを勉強していかないけんと。今

は総ヘルパー構想の受講者とか、こういう部分の实施計画はあるんです

けど、全体的にどういうパラメーターつくっていくかということが欠け

てるので、どういうものを目安の政策にしていくかということを勉強さ

せてもらいたいと思います。先ほどの具現化というのはそういう意味で
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ございますので、こういうことを明確にしながら实施計画もしていかな

いと、市民の方の理解も得られんと思いますので、御理解をしてもらい

たいと思います。足元に置かんというんじゃなしにちゃんと置いて勉強

していきたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 以上で児玉史則君の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 8番 山根温子さん。 

○山 根 議 員  8番、無所属、山根温子でございます。通告に基づきまして、大枠3点

について質問いたします。 

 プラチナ世代という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか。

シルバーでもゴールドでもなくプラチナがくすむことなく輝き続けるこ

とから活力をいつまでも持ち続けて地域活動、社会貢献、社会参加に参

画してもらおうという願いを込めておおむね55歳以上の方々をプラチナ

世代と呼ぶそうです。この議場にも対象となる方々がたくさんいらっし

ゃると思いますけど、このプラチナという言葉をつくり出したのは広島

県ということで、平成19年度から使用しているとのことですが、私も昨

年初めて知りました。このプラチナ世代と呼ばれるおおむね55歳以上の

方々はこれまでに豊富な知識や経験を積まれており、地域や社会にとっ

て大いなる力になられる方々です。広島県においては、「広島県プラチ

ナ世代支援協議会」が組織され、活躍の環境づくりを進めていますが、

本市におけるプラチナ世代や住民の力を生かす仕組みづくりについて市

長にお伺いいたします。 

 まず、プラチナ世代や住民の活躍の場はどのようなところに現われて

くると思われますでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山根議員の御質問にお答えをいたします。 

 プラチナ世代や、住民の力をさらに生かす、仕組みづくりについての

御質問でございます。御承知のように、広島県では、平成19年度から現

役世代を含めたおおむね55歳以上の人を、これからもプラチナのように、

輝き続けてほしいという願いをこめて「プラチナ世代」と呼称するキャ

ンペーンを展開しております。 

 尐子高齢化が急速に進む中、地域や社会を元気にするためには、これ

までの豊富な知識や経験を積まれてきた方々の活躍が必要不可欠である

との認識から、広島県は「第５期ひろしま高齢者プラン」において、重

点的な取り組み、7つのチャレンジの1つに、「元気で活躍するプラチナ

世代づくり」を個別目標に設定いたし、プラチナ世代の社会参加を推進

する仕組みを行っておられます。 

 こうしたプラチナ世代や住民の活躍の場は、どのようなところに現わ

れてくるのかと思うか、との御質問でございます。平成21年度に行われ



163 

ました広島県政モニターアンケートの結果によれば、プラチナ世代が今

後、参加したい活動分野として最も多いのは環境美化運動で、続いて、

まちづくりを推進する活動、子育て支援や青尐年育成活動、芸術文化の

振興の活動の順となっております。従いまして、今後はこうした分野に

おいてプラチナ世代の方々の活躍が期待されるよう、また期待をしてい

ただけるような場をつくっていきたいと考えております。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  県政のモニターアンケートから環境美化やまちづくりというお答えを

いただきました。先ほどの広島県プラチナ世代支援協議会というものが

ありますけれども、これがことしの6月に開催した会議でプラチナ世代

の方々が求めていることなどについて、正会員8団体から出ております

けれども、この会員の代表が意見を交わしております。尐しでも年金に

上乗せして収入をふやしつつ社会的な活動もしたいという方や自分でも

何かできないだろうかとＮＰＯ設立の相談をされるプラチナ世代の方が

ふえている。また、よく新現役という言葉が使われておりますが、60歳

で定年を迎えられた方が新たに現役として次のステージでばりばりして

いける受け皿を人材確保がなかなかできない中小零細企業とのマッチン

グでできれば経済面での支援にもつながっていくのではないかという意

見も交わされておりました。私も退職された市内の方から自分の生きた

あかしを残す仕事がしたいという思いをお聞きしたことがございます。

それぞれの方々にいろんな活躍の場があると思います。こういった場を

提供できることを考えていかなければならないと思いますけど、ここを

市長、頭に入れておいていただきたいと思います。 

 次にまいります。県において組織されているこの広島県プラチナ世代

支援協議会と安芸高田市はどのように連携されていますでしょうか。お

尋ねいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  申しわけないですけど、今まで連携を意識したのはきょうが初めてで

ございます。だけど、聞いてみれば非常に大事なことなので、いい接点

があればこれから連携していきたいと思っております。申しわけありま

せん。連携しとると言いたいんだけどしてない。ただ、今職員が書いて

くれた答弁書がございますので、読ませてもらいます。 

 本協議会では、プラチナ世代が社会参加しやすい環境づくりを推進す

るため、平成21年4月に広島県及び7つの関係機関・団体により組織され、

現在に至っております。とりわけ、市町との連携につきましては、先般

開催されました本協議会総会におきまして、構成団体に市長会並びに町

村会代表を加えることになっております。 

 市長会代表には、すみません、この問題、県のほうから私のほうに会

員になって、棚多さんのほうから団長になってくれという答申がござい
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ました。関係ないというんじゃなしに、その組織になってくれという申

し込みがありました。だから、中の協議はしてないんだけど、リーダー

役になってくれということでございました。すみません。ちょっとそれ

をど忘れしてました。 

 市町村会団体の市町の代表を加える協議会が設立されることになって

おります。市長会代表には、本市私が選出されております。今後、安芸

高田市も当協議会の構成員として、本市におけるプラチナ世代はもとよ

り、地域住民の積極的な社会参加を推進してまいりたいと考えておりま

す。まことに失礼なことをしました。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  市長、大変御正直な答弁をいただき、ありがとうございます。 

 本当にそうなんです。県は平成19年から始めたわりに、広報活動をし

てない。安芸高田市には活動されてる方がいらっしゃるんですけれども、

助成事業も受けられたんですけど、昨年のことです。私も昨年初めて知

りました。この構成団体っていうのは正会員が8団体現在おりまして、

広島ＮＰＯセンター、広島県の社会福祉協議会、県の商工会連合会、県

の生活協働組合連合会、県の農業協働組合中央会、そして県老人クラブ

連合会、県の労働者福祉協議会と広島県です。このたび私も棚多部長と

お話ししたんですけど、先日の広島県身体障害者福祉大会に来られてお

りました。私も外でちょっとお話しましたら、広島県の健康福祉局地域

ケア部長ということで、まさにこのプラチナ世代の担当をされている部

長さんということで女性部長ですが、しっかりとお話しさせていただき

ましたので、その中でまた浜田市長が受けられたということ大変うれし

く思いますので、今後一層のお力を入れていただけることと期待してお

ります。県が先ほど申し上げました、6月にあった会議で申してたのは、

市町とは一緒になって取り組んでいかないといけないと思っています。

市町のほうではまだまだプラチナ世代というより介護が必要になったと

きのサービスをどうするかというところの関心が高く、本来は予防やで

きるだけ元気でいられる施策が重要なのですが、なかなかそこまでは至

っていないという状況があります。来年度を目標に市や町とも一緒にな

ってやっていきたいと思っていますと、この事務局として県が申してお

ります。また広島県のこのプラチナ世代支援協議会は事業を起こしてお

りまして、プラチナ世代社会参画誘導プロジェクト支援事業というもの

を行っております。1件20万円を限度に総額200万円程度の助成を行って

おりまして、既に安芸高田市内の活動グループが昨年、この協議会から

の助成を受けておられます。本年度もまた1グループ、協議会からの助

成を受けられるということで、しっかりと市内にもこういったプラチナ

世代の方々のグループが存在しているということがわかります。こうい

った市内での動きがある中で、本市も県との連携をさらに強化して、ま

た効果を上げていけるのではないかと考えます。 
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 市長に改めてお伺いしてもよろしいでしょうか。また、役員を引き受

けられた中でどのようにお考えでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先般、県のほうからこの座長を引き受けてくれんかということがあり

まして受けしました。皆さんに失礼なことを言ったのは、中身をちょっ

と聞いておらんかったので、先生の御質問と頭の中が一致せんかったも

んで、こらえて下さい。これ非常に大事なことなので、これからもいい

機会ですから、プラチナ世代の今後活用をどうしたらいいかということ

は真剣に考えていきたいと。これまた安芸高田市も生かしていきたいと

かように思っております。私のせっかくのチャンスですから、ちゃんと

頑張ってまいりたいと思います。どうか、よろしくお願いします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  市長がしっかりと頑張っていくと言ってくださいました。 

 次にまいります。③です。現在、県では健康福祉局が動かれている事

業でございますけれども、市の担当は高齢者福祉課となっております。

これはこの内容、市長も余り御存じなかったと思いますけれども、この

プラチナ世代、おおむね55歳以上の方々をプラチナのように輝かせてい

くというか、生かしていく事業ですけれども、この担当の高齢者福祉課

が担当になることが内容に見合うものとお考えか、またこれからの仕組

みについてどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  現在、本市におけるプラチナ世代支援対策の窓口は、高齢者福祉課と

なっておりますが、これは広島県の高齢者支援課が、「広島県プラチナ

世代支援協議会」の事務局となっておることから決めたものでございま

す。今後の事務執行、推移等を見きわめながら、関係部局と連携しなが

ら、どこが一番適当かという仕組みづくりについては、検討して行きた

いと思います。たまたま県が支援課でやってるからどっちも高齢者にな

っとるだけで、これがいいとは思ってませんので、真摯に受けとめて内

容を検討しながら、どういうことが一番いいのかというのはこれから決

めていきたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  県内市町のプラチナ世代高齢者支援担当窓口は、私が調べたところ、

福山市が高齢者支援課生きがい支援担当となっております。あとの市町

は本当に高齢者福祉係とか介護福祉係がほとんどです。初めに申し上げ

ましたように、それぞれの方々にいろんな活躍の場があると思います。

起業を望まれる方、ＮＰＯをつくろうとされる方、また先ほど市長が申

されましたように、環境美化やまちづくり、子育て支援、青尐年育成、
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芸術に、またボランティア活動に、本当にさまざま、たくさんの団塊の

世代の方々が移行してこられるわけですから、本当に多様な思いを持っ

て、夢を持ってこの地域の中で活動したいという思いを持たれると思い

ます。こういった方々に助言できる窓口、あるいは仕組みづくりを考え

ていただきたいと思います。 

 次に、大枠2点目にまいります。1年間に行われる行事は、お正月やお

盆に始まり、それぞれの地域では恒例として日を定めとり行われており

ます。地域で継承し行う行事に市の行事が重なる、また動員がかかる行

事が重なることもあり、地域にとっては力をそがれることになることも

あります。また、動員のかかる行事においては、参加者が特定されてく

る上に、開催時間や場所によっては、高齢化の影響もあり、年々参加者

が減っているように見受けられます。 

 まずは、市民を対象に行う市の行事や催し物には、どのようなものが

あり、その实施の現状と効果の検証及び課題について、市長はどのよう

に把握されておられるのか、お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山根議員の御質問にお答えをいたします。 

 市が行う行事の实施の現状と効果及び課題についての御質問でござい

ます。市が行う行事につきましては、比較的大きなものは、開催目的や

時期、規模など、事前に政策会議や幹部会議に諮りながら、情報を共有

する中で進めることとしております。決定をしたものから庁内ＬＡＮを

使って支所や出先機関を含め、全職員でも情報を共有することとしてお

ります。比較的小規模のイベントにつきましても、部局ごとに庁内ＬＡ

Ｎで情報を掲載することで、日程や同種のものの調整は、行っているつ

もりでございます。 

 イベントの種類、中身につきましては、部局ごとに目的を持って实施

しておりますので、多種多様にわたってはおりますが、把握するところ

では、やはり教育委員会の生涯学習や社会教育、文化・スポーツ部門及

び福祉保健部における「健康」や「ふれあい」をテーマにしたものが多

いと感じております。これは事前に調査をされました議員の皆様方へ提

出いたしました資料にお示ししたとおりでございます。 

 次に効果につきましては、大きい行事で言いますと、開催翌週の政策

会議や幹部会議などで、おおむね当初目標を上回る参加者数であったと

の報告もあり、多くの方々の目的などの趣旨を御理解いただくことで、

着实に効果は上がっているものと考えます。なお、課題といたしまして

は、イベントごとにアンケートを取っているものもありますので、次回

開催の参考にすると同時に、議員御指摘の日程の調整や、同種のものの

統括などにも、これから注意を払ってまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 



167 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  平成23年度のイベントにつきましては、その目的と内容、及び集実方

法や集実人数などについて私が各担当課に調査を依頼したところ、教育

委員会、消防本部をはじめ各部のイベント開催に係る担当課から回答を

いただきました。各部署からいただいた为なイベント、その目的と内容

は先ほど市長が答えられたとおりでございます。合計いたしますと、41

件ほどでございました。うち1件は、イベントの目的や内容が似通うこ

とから2つの課が連携、合同開催したものがございました。調査の中で

各部署で所管する行事については、ＩＰＫイベント欄に随時入力更新し、

可能な限り行事が重ならないよう調整を行っていることがわかりました。

市長が言われていた庁内ＬＡＮで全職員で情報を共有するということな

んですけど、このＩＰＫって何だろうと思って調べましたら、内部情報

ソリューション、ＩＰナレッジという自治体の事務をパソコン内で連携、

統合させて一元管理するソフトのことのようでした。 

 また、次にまちづくり支援課にお願いして、市内振興会の行事につい

ても調べていただきました。市内の振興会、あるいは振興会の連絡協議

会などが開催される地域行事は確認できたものでは、平成23年度で43件。

特に集中する月は、6月、8月、10月、農繁期を避けたものでありました

が、5月の最後の日曜日にははやし田が市内各所で同日開催されており

ました。年間約110日前後の土日祝日のうち約30日は市内のどこかで行

事が開催されているということがわかりました。行政が行う行事もこの

地域の行事に、7月と10月などに重なることがございましたのも確認さ

せていただいております。 

 今回、この調査をさせていただきましたのは、市民の方よりイベント

の重複が地域行事に影響を及ぼしているとの御指摘をいただいたことが

ございます。行事をとり行うには、地域住民、あるいは行政職員、関係

機関の協力などが不可欠であり、多くの時間と労力を費やすものでもあ

ります。行事が多ければ活力のあるまちづくりと見られる傾向もありま

すが、地域行事と行政が行う行事について、どのように市長はお考えで

しょうか、お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山根議員の御質問にお答えをいたします。地域行事と市が

行う行事についてどのように考えるか、という御質問でございます。 

 地域の行事は、その歴史と地域性を踏まえたものが多く、皆さんはこ

れを楽しみに、また、毎年心待ちにしておられることと思います。一方、

市が行う行事につきましては、合併後に創設したものが多い反面、全市

民を対象とするものであることから、やはり多くの市民の方が楽しみに

していただいていることと思います。花火大会など時期もある程度定着

しているものと考えております。 

 私も日程の都合がつく範囲内で、地域行事、あるいは市が行う行事の
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どちらにも、できるだけ参加をさせていただいているところでございま

す。とりわけ地域の行事に参加をいたしますと、市職員がスタッフとし

て活動していることに気づかされ、大変心強く感じているところでござ

います。 

 このことから、議員御指摘のように地域の行事に限らず、地域活動の

維持にとって、市職員の積極的な参加と行動が不可欠であると思います

ので、今後とも職員に啓発してまいりたいと考えております。 

 議員御指摘のように、私のところにも行事が重なって出席できないと

いうものがあります。今現在、職員の幹部会等では重ならないようにし

ようと言ってはいるんですけど、これを今度よくするためには情報をよ

り共有化することもこれからも考えていかないけんとかように思ってま

す。行政のみならず地域の商工会とか女性会のいろんな団体とも共有し

ていかないけないと思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  御理解をと言われておりますが、やはり市の高齢化もその他の状況も

いろいろ考えてイベントについては対忚していかないといけないのでは

ないかと思います。先ほどのＩＰナレッジの利用により部署においてカ

レンダーでイベント日程の重複を調整できていると言われておりました。

しかし、これは行政の中ですね。振興会単位のイベントとの調整までは

していないと言われました。ですが、ある振興会では毎年同時期に行う

イベントに子どもからお年寄りまで700人から800人の方が参加される。

これは午後の3時から夜9時半までの盆踊りなんですけれども、くじやお

土産を用意して準備から後片づけまで含めて述べ3日間、スタッフは述

べ160人ぐらいの地域の方々が、市の職員の方々もだと思います、かか

わっていらっしゃるとのことでした。市の事業重視、仕事をしたという

意味でのイベント实施となっていないか。また、イベントがかえって地

域のゆとりとやる気を削いでいないか。先ほどの振興会では動員があっ

ても断ることが年に何回かあると言われております。市が行うイベント

で動員をかけて人を集める。そうすると参加者が特定されてくることが

ございます。本来の目的とする効果を得られているのか。さらには開催

時間や場所によっては高齢化の影響もあり、目標とする参加者が集めら

れないということもあるのではないでしょうか。目的や内容によっては、

既に行政の中でも連携合同開催している課がありました。行政内、さら

には地域などとの連携合同開催によって集まりやすい環境設定をする努

力を期待いたします。 

○塚本副議長  尐し休憩に入りたいと思いますが、いいですか。 

 14時30分まで休憩といたします。 

～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ２時１７分 休憩 

午後 ２時３０分 再開 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○塚本副議長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 引き続いて、山根温子さんの発言を許します。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  それでは、大枠3点目にまいります。 

 自助・共助・公助の形を「もやい」の精神の復活とし、自治の再生を

図るものとして提唱されました市民総ヘルパー構想は、現時点では福

祉・介護・危機管理の分野での施策展開が図られております。現在、こ

の構想によって行われている施策の現状と課題、さらに今後の展開につ

いて市長にお伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山根議員の御質問にお答えいたします。「市民総ヘルパー

構想」の施策の現状と課題、今後の展開についての御質問でございます。 

 市民総ヘルパー構想の原点は、｢もやい｣であります。市民相互の「お

互いさま」という精神のもとに、各自が持つ特技や知識、意欲などとい

った“強み”を生かし、地域や隣近所において、お互いが支え合ってい

こうとする取り組みでございます。まず、こうした助け合い“互助”の

活動を推進するためには、人材の養成が不可欠であるため、「生活・介

護サポーター講座」を開催いたし、意欲のある方を中心に、人材の養成

に努めてまいっているところでございます。これまでに、延べ411名の

方がこの養成講座を修了され、「生活・介護サポーター」として、各地

域においてひとり暮らし高齢者等の見守り活動などを行っていただいて

おり、互助・共助という所期の目的に沿った成果も次第に表れてきてい

るものと認識しているところでございます。 

 課題といたしましては、目標としておりました500名の養成が、まだ

達成されていないため、全地域を十分カバー仕切れない状況もございま

す。今後におきましては、この「生活・介護サポーター」の養成をさら

に推進いたし、各行政区に最低1名は配置できるよう努めてまいりたい

と考えております。また、「生活・介護サポーター」の活動範囲や活動

内容等につきましても、研修成果や個人の持つ強みが十分発揮できるよ

う検討を加えてまいりたいと思っております。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  この市民総ヘルパー構想については、先ほど児玉議員からも御質問さ

れております。そのとき、市長は市民の考え方を変える、啓発していく

ことが大事で、また具現化を考えていくことが大きな課題であるという

ことを言われておりました。私、この構想について市長は介護予防や生

活習慣病予防などの地域保健における効果に大きく期待されていると受

けとめております。その中で、今回11日に補正予算の審議がございまし

て、そこで支所に配置されている保健推進員の方の現状をお聞かせいた
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だきました。お二人の方が二つの町をかけ持ちしていらっしゃるとのこ

とでしたけれども、これが私の頭の中にずっと残っておりまして、これ

までも各地域からは支所への保健師配置を望む声が本当に強く出ており

ますが、かなえられておりません。このことと市民総ヘルパー構想のか

かわりについて、ずっといろんなところを調べてみてきました。どうし

て保健師の配置が地域でできないのかというところは、市町村の合併や

行財政改革が進み、行政組織内での保健師の分散配置や人員の見直しが

行われてきているからということがいろいろ調べて出てきたんですけれ

ども、しかしこれまで行政保健師が果たしてきた直接的な対人保健サー

ビス、これを民間に任せていいものなのでしょうか。そして、地域から

の保健師配置を要望する声に忚えることが、本当に行財政改革に逆行す

ることなのか。まさにこのことを調べておりましたら、地域保健におけ

る行政为体としての市町村保健師の役割についてという文献に当たりま

した。これは高知県中央東福祉保健所長の、多分、田上さんとお読みす

ればいいと思うんですけど、この方が書かれたもので、厚生労働省での

平成18年9月7日第2回市町村保健活動の再構築に関する検討会の資料と

されております。ちょっと長くなりますけどここで読ませていただきま

す。そこには、地域住民の健康を守るために、行政が担うべき役割は

個々人の努力、つまり自助ですね。自助だけでは守ることができない。

また、潜在化しやすい健康課題や健康資源を把握し、公助や共助として

の公共サービスにつなげることにより、その課題解決を図ることである。

これが行政が担うべき役割とされております。こうした地域保健行政の

役割、機能を明確にした上で、市町村の行政保健師が担うべき役割、機

能のコア部分を明確化する必要がある。一言で言えば、その機能は「気

づき」、「把握」とも書かれております。「気づき」と「つなぎ」とい

うキーワードに集約することができると書かれておりました。さらに、

その「気づき」と「つなぎ」についてこう書かれております。まず「気

づき」、「把握」とは、地域住民が個々人の努力、自助だけでは守るこ

とができない健康課題を公衆衛生の専門的な視点で把握し、顕在化する

こと。つまり目的の明確化を行い、地域の潜在的な健康資源を把握する

ことである。これが気づきですね。また、公共サービスがその課題解決

に適切につながっているか、住民満足につながっているかどうかを見き

わめること、つまり評価である。健康に関する公共サービスの潜在ニー

ズを顕在化することは行政目的を明確化することであり、住民の満足度

をキャッチして公共サービスの評価をすることである。そして、こうも

書かれておりますが、これ私は大事なことだと思いますので、しっかり

聞いていただきたいのですが、市町村がこうした機能を発揮するために、

「気づき」と「つなぎ」ですね、日々の地域保健活動の中で、地域住民

の生活の場に入り込む中で、公衆衛生的な視点から地域の健康課題や健

康資源を把握することが全ての起点となると書かれております。 

 今安芸高田市では、国保財政を支えるため医療費の削減に力を注いで
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おります。自助・共助・公助という形で進めていこうとしていますが、

地域における保健活動には、生活者としての健康課題と健康資源を総合

的に捉える視点を持ち、地域に密着した活動ができ、専門性を持って課

題の本質に気づいて、それをつないでいけることが求められていると思

います。もちろんつなぐ先は行政の直接的なサービス、公助であったり、

保険制度による民間サービスであったり、地域住民の为体的な組織的な

活動、共助ですね。これまで市が本当に育てておられます、生活介護サ

ポーターとなられた方にもその共助の対象となると思います。地域への

保健師配置はこういうことを考えますと、大きな効果が期待できるとい

うことだと思います。 

 では、保健師の方々を地域配置することが業務の低下をもたらすので

しょうか。私そういう方向からも尐し考えてみました。市長は光ファイ

バーで市民に双方向性の新たな世界が広がると言われております。では

まず、職員がその新たな世界、情報通信技術、ＩＣＴですね。これもう

職員の方が日々毎日、デスクワークでパソコンに触ってて、本当に熟達

されてると思いますけど、こういうことによって支所にいても本庁と同

様の仕事ができる環境になるのではないかと私は思います。私は保健師

の方々が、本来の地域保健活動に携わっていただくことが、現在の市が

抱える医療費削減、また介護予防など健康寿命を延ばすという意味では

大きな課題解決への一歩になると考えますけれども、市長はどのように

受けとめられましたでしょうか。お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御提言をありがとうございます。全くそのとおりで、今支所機

能の充实と言われてますけど、私一番大事なのは、住民みずから健康と

かそういう機能を支所に持たせることが一番だと思ってます。職員の

方々にも御理解を賜りながら、そういうことをちゃんとできるように。

例えば、普通行政だったら、中央におらないと行政機能が保てないよと、

課長さんの命令が行き届かんということでございますけど、今度は電子

会議とかございますので、そういうフルに活用しながら支所機能の充实

を果たせるではないかと思ってます。それよりもっと大きなことは、住

民の直接設置をして健康状態とか、こういうことをキャッチすることに

より医療費の削減にもつながるんじゃないかと思っております。自助ば

っかり求めるんじゃなし、共助と公助をしっかりとフォローしていきた

いと。そのためにもうちの職員の配置がえというのも一つの方策だと思

っております。これは4年前に1回は提案してるんですけど、このときの

解決方法とすれば非常勤の保健婦さんを廃止するということで一忚今落

ち着いてるんですけど、これで終わったわけじゃなく、本来の職員もそ

ういうことを視野に入れなくちゃいけないと思ってます。そのことによ

っての今の保健行政への支障というのがあるかもわかりませんので、こ

ういうことを十分加味しながら、やっぱりそういうことは考えていきた
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いと思っております。貴重な御提言ありがとうございます。 

 それから済みませんけど、さっきの質問したということをおっしゃい

ましたけど、具現化というのは先生の間で言ってないんですけど、先ほ

どの質問者の方のところで言ったんですけど、一忚具現化ということは

していきたいと、ヘルパー構想のですね。そういうことはしっかりと図

っていきたいと思ってますので。こういうのも一つの具現化かもわかり

ません。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  まさに保健師の地域配置をされれば、具現化の大きな一つになると思

います。このたび私もう一本、具現化の策をまた言わせていただきます

ので、聞いていただけたらと思います。 

 さらに先ほどのことに続いて申し上げますと、保健師の行う、気づき

とつなぎ。地域保健の場面だけではないと思います。この気づいたこと

をつなげていく。そしてそのつなげる場合に自助がいいのか、共助がい

いのか、公助がいいのか。この補完性の原理をどういうふうに使ってい

くかというつなげる大きな鍵となる存在がその人材だと思うんですね。

まずは行政の職員がこの気づいてつなげる、キーパーソンになることが

期待されるのではないかと私考えております。 

 では、次にまいります。2番目ですけれども。さて市民総ヘルパー構

想でいう自助・共助・公助、先ほども人が鍵という話をさせていただき

ました。今後、自助・共助・公助の補完性の原理をさらに広い分野にお

いてこの原理が必要になると考えますが、市長はいかがお考えでしょう

か。お伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私の申しましてる市民総ヘルパー構想、これ県も国もこういう方向性

について非常に今信用してもらっています。多分やってくるかもわから

ん。同じような名前をつくってから、国、県が。そのぐらい私はこれ自

信を持ってることです。非常にこのことが医療費の抑制とか考える場合

に決め手になると思っています。自助・共助・公助と言ってますけど、

これ便宜上の分けであって、先ほど家族のきずながどうかという議員が

出ましたけど、市民総ヘルパーと言ったら、決して保健婦を目指す人だ

けではなく、家族の方々も、あるいは仲間同士もみんなでございます。

だからケース・バイ・ケースで、いわゆる補完ができる、しやすい人が

補完していくのが一番ベターだと思います。行政とすれば一番最後のと

りででございますので、しっかりとした体系を見ながら体制を取ってま

すけど、市民総がかりでこの健康管理をみんなでやっていきたいという

ことでございます。拡大というのは多くの方々に今の市民総ヘルパー構

想の理論を普及してもらうということが拡大。これ決してヘルパーさん

だけの議論じゃなしに、いろんな家族の議論、職場の議論、または市全
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体の共通した課題だということでこれからも進めていきたいと。これを

重視することによって多分拡大でもできると。 

 それと今、介護とか医療に限ってますけど、これをもっと大きく言え

ば危機管理とか、安全・安否。消防車がずっと高宮市へきましたと。行

ったけど安否確認、あるいは近くの人が、このばあちゃんは今広島の子

どものところに行っとるよとか、こういうこともヘルパー構想の一環で

ございます。こういうお手伝いをちゃんとしてもらえるような体制づく

りをしていきたいということでございます。私いつも最後にとんとん隣

村を歌ってるんですけど、まさしくそのとおりで、昔の人はえらかった

と思うんですね。そのことをみんなの知恵の中でそういう社会をつくっ

ていったと思います。どこまでできるかわかりませんけど、みんなと協

力してやっていきたいと。 

 それでもう一つ、ヘルパー構想の具現化の一つとして触れてませんけ

ど、いわゆるサポートの預かりですよね。こういうような銀行的なもの

があるんですけど、これを行政がお世話することによっていろんないわ

ゆる全くのボランティアというんじゃなしに、あとの貸し借りというか、

そういうようなことを行政が保障することによってそういうことを具現

化していくということがございます。この問題について触れてませんけ

ど、これも頭に入れながらヘルパー構想の具現化を図っていきたいと思

っております。このことについては、県のほうも多分前向きで協力して

くれると思いますので、支援対策ももらえるんじゃないかと思ってます

ので、うちのいい発想をしていくことだと思ってます。こういうことを

しっかりと考えていきたいと思っております。ありがとうございました。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  市長のお考えの中では広めていくという、私の質問が割とほやほやと

したものだったので、ちょっと私の意図が伝わらなかった、想像できな

かった面があるかと思います。 

 今まで市長が言われてきた市民総ヘルパー構想、市民お一人お一人へ

の啓発、市民の考え方を変える、そういうところに求めていかれるもの

が多いと思うんです。私が先ほどから言っている地域保健師の方がキー

パーソンになって、自助・共助・公助をつなげるコーディネーター役を

する、それが具現化の一つではないかと私は思ってますし、もう一つ挙

げさせていただきたいのは、地域に任せる。これは地域を回っておりま

すと、地域においては地域でできることは地域でという声がよく聞こえ

てきます。また、市内の各地域を一律に均一化するのではなく、それぞ

れの地域がこれまでに継承してきた歴史や文化をつないでいき、それぞ

れの地域性を持って未来へつなげていくことが大事だとも言われます。

そのためには、この市民総ヘルパー構想の中にさらに地域に任せる方向

性が必要ではないかと考えます。 

 先の6月の定例会の一般質問で私新たな総合計画の策定について取り
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上げましたけれども、このときに例に挙げました、シアトル市の例を覚

えておられますでしょうか。シアトル市では行政は本当に必要なことの

みを行い、それは箇条書きで書かれている。その他のことで市民が必要

と求めることは、市民が計画を立案し、税金でやるかやらないかは議会

が選択。このとき選択されなかった計画は、マッチングファンドといっ

て基金があるんですけど、この基金で行う。しかし、補助金を受ける場

合は、それと同額の労力提供を行うこととしている。100万円もらった

ら100万円分の労力を住民が出して、200万円の事業となるという例を挙

げさせていただきました。そのときは私勉強不足でまだシアトルしか頭

になかったんですけれども、その後ずっと調べておりましたら、日本に

も前からあったんです。熊野市というところでは、地域まちづくり総合

計画を策定し、自助・互助・公助の補完性の原理をまさに使ってやって

ます。このまちづくり総合計画に基づいて、地域住民と市が共同で实施

する公助の事業には原則1地区1事業に対し200万円を限度に支援を实施

されている。 

 また、名張市の夢づくり地域予算制度というものがありまして、ここ

では地域向けの補助金を廃止して、その財源で市と自由で補助率や事業

の限定のない、交付金を市内14の地域づくり委員会に公布する制度をつ

くられております。このように地域の自为性に任せる取り組みについて、

市長はどのようにお考えでしょうか。お尋ねいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  地域に任せるということはこれから大事なことと思います。今現在、

行政では自为防災組織というのを使ってますけど、これがまさしく地域

に任せる組織の団体でございます。こういうようなことを地域で考えて

もらうことによって、有事のときのまた支障もわかってくるということ

なので、行政がこの間接的にやるよるか、直接自分らがこういう仕組み

をつくっていったほうがいいと思います。我々はそれがうまくいくよう

な潤滑油の役割をするのがいいんじゃないかと思ってますけど、まだ安

芸高田市のレベルでそこまでいくかといったらまずいので、まずそうい

うような自为防災とか、そういう仕組みづくりの中から考えていきたい

と思います。防災マップをみんなで考えていくとか、こういうような身

近なものから参画してもらうと、これが大事だと思ってます。振興会組

織というのがあるんですけど、これも地域によって温度差がございまし

て、ほんと言ったら振興会がこういう役割を全部すれば問題ないんです

けど、そこまで振興会に求めるにも酷なこともある地域もございます。

だから将来的には振興会のような役割をしてもらう。今うちのほうで特

色のある事業の創出といってもなかなか温度差があって、ある振興会で

は手伝うことが特色ある事業といってるし、いろんなテーマがちょっと

違うのでその辺のところも加味しながらこれから皆さんに任せることを

考えていきたいと。 
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 神戸震災とか、このたびの東日本大震災がございますけど、このとき

にいわゆる行政がやっぱりいつも建物の中で、いつも環境のいいところ

で指揮をとるということは限らんということもあるんですね。行政来る

と思ったら電話しようと思ったら電話が切れとって電話ができんかった

とかいうような、考えられんような想定があってきます。だから、まず

原点は自分のまちは自分で守るということを、行政が手を引くというん

じゃなしに、逃げるというんじゃなしに、そういう原点を啓発していか

ないけんと思ってます。これがさっきの「もやい」、市民総ヘルパー構

想につながってくると思いますけど、こういうことだと思います。非常

に大事なことなので、できる仕組みをうまくつくっていかないけんと思

ってます。私がこういうことをやろうというのは簡単なんですけど、み

んながついて来てくれるかどうかということなんで、モデル的にでもう

まくいくところからやっていくというのも手かもわかりませんけど、議

員の御提案、地域の方々にそういうことを任せていくということは、こ

れから大切な行政手法の一つと捉えております。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  市長は本当に現場をよく見てらっしゃると思います。振興会の動き、

本当に地域で差があるものが見られます。また、先ほど今回質問で挙げ

てます、プラチナ世代。プラチナ世代や定年を迎えられた団塊の世代の

方々、たくさんいらっしゃいます。その方々がそういった今ある地元の

振興会組織の中に入られるかというとそうでもない。ほんとにこの方々

が地域の中でさまざまな考えや思い、自分の夢、本当に強い思いを持た

れてる方いらっしゃいますので、生活の中でその方々の思いややりたい

ことができる、その受け皿をしっかりつくることが必要ではないか。一

つの組織ではなくて、いろんな形でそういう活動がグループ化されたり、

個々の方々の動きでもよろしいですから、それが本当に花開くように、

芽が出て光や水がある環境の中でしっかりと花が咲くように、そういう

環境を整えることがこの公に求められる仕事ではないかと考えます。ま

た、地域に元気を、地域の元気がなくして市の活性化はあり得ません。

今回の一般質問ではプラチナ世代をはじめ、地域の力、職員の力、それ

ぞれの強みをいかに生かしていくか。人輝く・安芸高田の实現に向けた

制度改革について御意見を申し上げました。最後に市長がどのようにこ

の市民総ヘルパー構想、これからのですね。私が申し上げた改革案、提

言させていただいたことについて受けとめられたか、お伺いして、最後

の質問とさせていただきます。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  最初のプラチナ構想につきましても、いろんな社会貢献したいという

方もたくさんおられると。これがもちろん安芸高田市の中の対策も大事

ですけど、これがまた空き家対策等を利用した定住対策につながるかも



176 

わからん。市内の方もよくおられるかもわからん。いわゆるうちの今ま

でやってる分の尐子化対策の一環、住宅対策の一環としても、これ考え

ていかないけんと思っております。こういうラップを今考えているとこ

ろでございます。 

 また、市民総ヘルパー構想につきましても、やっぱり幅広いことを考

えることによって、ただ、福祉介護をということでなく、市民全般の仕

組みづくりの中にちゃんと大きなウエートを占めてますので、それを一

つずつ具現化することにこれから心がけていきたいとかように思ってま

す。ありがとうございました。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 以上で山根温子さんの質問を終わります。 

  続いて通告がありますので、発言を許します。 

 1番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  1番、無所属の会の熊高昌三です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 一般質問は早いほうがいいなと今つくづく思っておりますけれども、

金行議運の委員長が僕のように元気よくやりなさいよというふうな激励

をいただいておりますが、そのようにできるかどうかなという不安があ

りますけれども、これまで昨日から一般質問の皆さんの状況を聞きなが

ら、やはり議員というのは地域性もあるし、男女のこともあるし、いろ

んな立場で物の見方があるんだなと。当然、年代のこともありますし、

そういったいろんな視点の中で議員は物を見ていくんだなというのをつ

くづく感じております。 

 私の今の前の山根議員の質問なんかは、むしろ変えることができれば

賛成討論でもしたいような非常に考え方の合うような、そういった中身

でありましたので、そういったことも私の質問の中で何かつけ加えるこ

とができればなという思いで質問させていただきます。 

 まず、4点の質問を出させていただいておりますけれども、まず1番か

ら順番に質問をさせていただきます。1番は、市職員の能力発揮につい

てということで書いてありますけども、本市の政策立案について、市職

員の能力が十分生かし切れていないような感じがするというふうに書い

ております。組織力も含めてその向上に対して、どのように取り組んで

おられるか。いろいろと取り組みというのはされておるっていうのは聞

いておりますが、具体的に改めて聞かせていただきたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの熊高議員の御質問にお答えをいたします。 

 「政策立案において、市職員の能力が十分生かしきれていない」「組

織としての対忚を含め、能力向上にどのように取り組んでおられるの

か」という御指摘でございます。 

 最初に、「職員の政策立案能力の向上を図るための市としての取り組

みについて」でございます。基本的には、市独自で行う研修に加え、広
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島県自治総合研修センターや滋賀県にあります、全国市町国際文化研修

所、千葉県にあります、市町村職員中央研修所などで实施されます、さ

まざまな研修へ、継続的かつ積極的に職員を送り込み、一人でも多くの

職員の能力を引き上げ、人材の裾野を広げることに努めているところで

あります。 

 例えば昨年行われた研修では、「政策形成」「組織マネジメント」

「経営改革」「指導者養成」など、政策立案のための基本的な研究、研

修メニューは元より、「公有不動産の有効活用」や「観光戦略の实践と

地域活性化」といったような具体的なテーマの下、具体的な政策立案の

腕を磨く、より实践的な研修へも参加をさせているところであります。 

 また、別の角度では、広島市や山口県岩国市を含む、広島広域都市圏

協議会の17市町の職員により、1年間に及ぶ研修を通して、政策提案を

する取り組みも、合併来、積極的に職員を参加させ、他の市町職員との

交流を含め、研さんを積ませているところであります。 

 いずれにいたしましても、このように職員の「個々の力量」を引き上

げると同時に、継続的に多くの職員を参加させることで、裾野を広げる

ことが、組織としての力を増大させるものと考えておるところでありま

す。 

 次に「職員の能力を生かすための組織としての対忚について」でござ

います。基本的には人事による適材適所、能力を生かした職員の配置、

組織内部によるノウハウの伝承があろうかと思います。また、これに加

え、試行で实施をしております「人事評価制度」につきましても、仕事

に目標を設定することで、職員個人の仕事と同時に、おのずと課や部の

仕事目標の達成に目線を向けることから、政策立案や政策形成にとって

大きな推進力になるものと考えておりますので、御理解を賜りたいと思

います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  なぜ、私がこのような質問をしたかと言いますと、この4月から議会

に出させていただきましたが、政策提案いろいろありましたけども、議

会に提案をされて議員の皆さんがいろいろ細々とした質疑をする。そし

て、その中身について十分答えることができないというような場面を何

度か見たんですね。私も長く議員をやらせていただいておりますが、余

りそういう場面というのはこれまで経験したことがなかったんですね。

だから、そういった部分で本当に職員の資質向上というのを図っておら

れるんだろうか。いろんな影響というのはあると思うんですね。特に21

年、あるいは22年の決算委員会あたりでも、人材育成、そういったこと

についての質問も関連して出ておりましたけども、副市長も答えておら

れましたが、言うは安し行うは難しですよ、というふうな答弁をされて

おりましたが、そういったものが2年間続けて答弁をされておったんで

すね。そういった中で、先ほど市長も言われた仕事目標というのも各部
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長書かれておるのも見ましたけど、その最終的な仕事目標のところに、

じゃあその仕事目標の結果が市民にどういうふうに反映されるのかとい

うところまでまだないんですね。あるいは、事業評価のシートを見まし

ても、そういった視点が非常に抜けておるように感じるんですね。さら

には、ことしの4月から人事評価ですか、これの試行もやられておりま

す。そういったものがいろいろ相まって人というのは育っていくんだと

思いますが、そういった観点から言いますと、現在の安芸高田市、いわ

ゆるガバナンスという言葉が国でもよく言われますが、いわゆる統治能

力ですね。これは市長を中心とした統治でもありますし、安芸高田市全

体で言えば、議会、行政、それが統治をするということですけれども、

そういったものが本当に組織の中にあるのか。あるいは、先般市長も警

察が入ってましたというような話をされましたが、コンプライアンスの

問題、法令遵守の問題、こういったものも含めて本当に統治されておる

のかどうか、そういった観点で聞かせていただきたい。というのは、安

心して仕事ができる状況でないと、職員の質の向上、あるいは積極的に

仕事をするという、そういった思いにならんというふうに思うんですね。

それについての市長のお考え、あるいは現在取り組んでおられる、先ほ

ど言いましたようないろいろな評価システム、そういったものについて

担当部長にもお聞きしたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  職員の資質向上を研修で上げることは大事なことと思います。私も旧

合併町、6町ありましたけど、どの市町に比べても数段レベルは上がっ

ておると思います。ただ、問題の意識というのは各自違っておりますけ

ども、中身は全然旧市町と考えて私は評価しております。職員もよくや

ってると思います。ただ、これでいいというんじゃなしに、市民の負託

に忚えるためにはさらなる研修を積みながら、よりよいものにしていく

ということは事实でございます。ただ、それから人事研修、人事強化と

いっても非常に車を売ってあんたよく頑張っとるということはできませ

んので、人の評価をあんた服装が悪いとかいうんじゃなしに、なかなか

人事評価の難しい問題にも挑戦しておるところでございます。職員よく

頑張って前向きに検討していると評価してます。ただ、これで満足とい

うことはございません。さらなる研修を重ねて、市民の負託に忚えるよ

う努力をしていきたい、していくよう、また指示をしていきたいと思い

ます。また、現在行われておる評価とか、人事評価につきましては、担

当部長のほうから説明をさせます。 

○塚本副議長  引き続き答弁を求めます。 

 総務部長 沖野文雄君。 

○沖野総務部長  まず、人事評価制度について御説明を申し上げます。御承知のように、

合併以来、職員の減を図っております。職員の減を図る中で、組織を活

性化させるためには、職員一人一人の能力を高める必要があると、こう
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いった考えから、こういった制度を導入しておるものでございます。 

 また、本市の人事評価制度は、人材育成型を目指しておる人事評価と

いうのが一つの特色であろうかと思っております。具体的には、業績評

価と能力評価に分けまして、今まで公務員にはなかったと言われており

ます目標管理を導入しております。いわゆる自分が立てた目標に対して

どれだけ達成ができたかと。これによりまして、業績の向上を図ろうか

と思っております。また、能力につきましても、これまでいろいろ議論

の中でよいところを伸ばしていけばいいという御意見もいただいており

ますが、やはり自分の欠点とか务っているということは自分でわからな

いものだと思っております。能力を向上させるためにはよいところを伸

ばしていくことはもちろんですが、自分に务っているところもやはり他

の者から指摘をいただきながら、それを改善していくということで総合

的な能力の向上が図れるものだろうと思っております。なお、この人事

評価制度につきましては、職員の誰もが納得できる制度にするというこ

とが組織全体としてこの制度を生かすことに非常に大きなウエートを占

めておりますので、現在は管理職から始めまして、本年度一般職員に対

象として広める試行を行っておるものでございます。制度設計に当たり

ましては、いろんな試行の中からよいところ、悪いところを洗い出しな

がら絶えず見直しを行い、よりよいものにしていきたいと考えておりま

す。以上が人事評価制度の概要でございます。 

○塚本副議長  企画振興部長 竹本峰昭君。 

○竹本企画振興部長  先ほどの議員の御質問の中に、行政評価等の仕組みの中で職員の能力

向上及び組織としての対忚という課題があるのではないかというような

御質問の中で、現在の中で、昨日の質問にもありましたように、今村議

員の質問等にありましたように、行政評価、事務事業評価、施策評価等

を行う中で、基本的には組織としての対忚についてはかなり施策的にも

対忚的にも効果が出てきてるんじゃないかというふうにまずは感じてお

ります。なぜ、そういうふうに思えるかということの中に、施策評価、

事務事業評価をするにあたっては、当然住民ニーズの把握と、その仕事

目標であり、それを検証する、できるだけの数値的な目標をセッティン

グする中で、毎年検証し、それを住民に公表する。そういった仕組みの

中で職員個々の政策立案、または仕事に対する目標、そういったものを

確实に遂行できるよう、組織的な対忚を現在対忚しているところである

というふうに私は理解しております。十分であるかと言われたときには、

まだまだ今後の課題はあると思いますが、こういった制度を活用する中

でより多くの職員の能力向上等にも努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  人事評価は国のほうが21年から、広島県のほうが23年度から、我がま

ちがこの4月からということですから、まだこれから始まったというば
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かりですから、これからに期待をしたいと思います。 

 市長にお伺いしますけど、市役所の中で市長を中心にしっかり統治を

されているかどうか。そういった意識を持っておられるかどうか、まず

1点をお伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  職員とは顔をあわせたときには、そういう安芸高田市の課題とか人口

構成とか、根本的な課題についての討論を行っております。ただ、1階

におる職員と2階におる職員との温度差があるかもわかりませんけど、

たまたま私も仕事にいろいろ出るときには各課回りよりますので、そう

いうことでやってます。今後は、新しい職員については徹底的にお互い

に勉強していきたいと。なぜ、安芸高田市が尐子高齢化なのか、今度か

ら何をするんかとか、人口構成とか経済状況を踏まえながら、職員の啓

発に、勉強を一緒にしていきたいと。こういう仕組みをつくるというこ

とは、総務部長のほうにも申し入れてるところでございます。今後、若

い職員の啓発にはしっかり私と一緒に勉強できるような仕組みづくりを

つくっていきたいとかように思ってます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  もう1点お伺いしますが、安芸高田市市役所はコンプライアンスは十

分守られておりますか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  十分とは私は言えないと思いますけど、まあまあ他のまちとは同じよ

うなこういう状況かなという認識でございます。このことを軽視してい

るんではなしに、私の評価。ただ、担当する部長さん方はもっとニュア

ンスが違うかもわかりませんけど、感じとすればそういうような感じで

ございます。申しわけございません。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  まあまあという御答弁でしたが、これはまあまあでは済まない問題も

多くありますので、その辺を副市長も含めて部下の管理という点から、

その辺は副市長の立場ではどういうふうに見られておりますか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 副市長 藤川幸典君。 

○藤川副市長  先ほどからございますように、政策会議を毎週月曜日にいたしまして、

さらに幹部会議をいたしまして、目標管理制度を設定してそれぞれ情報

を共有化しながら、その都度そういった進捗状況等を把握し、さらに今

の法令遵守等におきましても喚起を促しながら实施しているところでご

ざいます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 
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 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  統治という言葉は非常に範囲も広いと思いますけど、やはりそういっ

た意識を十分に持つということが大事だと思いますけど、きょうの議会

でいろいろ市長が答弁されたことを聞きながら、例えば、新エネルギー

の取り組みについては、もうこれは国も含めて新しい時代で90％今まで

の考えを捨てないけんというふうな答弁をされたんですね。そのあと、

土師ダムのグラウンドゴルフ場の運営の仕方、これは昔からそれぞれの

行政、あんたがたのまちも同じようなことをやってきたじゃないかと。

それと同じよというような答弁だったんですね。全く相反する答弁が同

じ質問者の中にあるんですね。こういったことで本当に統治ができるの

かどうか、そういった感じがして聞いておりましたね。さらには、やは

りこれだけのスタッフを後ろに据えてるとるわけですから、市長が答弁

をされるというのが基本的なところはいいと思いますけど、多くの皆さ

んを活用するということを、そういった場面もこの議場を見るだけでも

そういった感じがして非常に私はもったいないなという思いがしておる

んですね。だから、市長本当に東京とかいろんな省庁とか回って、いろ

んな知恵を絞って予算もとってこられる。非常にいいところがあるんで

すね。だから、その部分をいかに市職員と共有するかということをされ

れば、本当に日本一の市になるんじゃないかなと、そういう期待もでき

るんですね。だからその辺のことを思えばこそ、やはり統治とかコンプ

ライアンスというのは非常に大事にすべきじゃないかなという気がしま

して、この議場でのやりとりも見ておりますので、その辺のところを市

長どんなふうにお感じになりますか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  答弁の角度につきましては、ケース・バイ・ケース。この場で一番い

いと思ったことを表現しておるわけでございますので、これといったル

ールはございませんので、御承知をしてもらいたいと思います。行政動

いてまして、そのときの価値観もいろいろ違うので、その判断が違うと

おっしゃるならそうかもわかりませんけど、そういうようなことの物差

しはその場その場で違うんだということだけ御理解をしてもらいたいと

思います。 

 統治についてでございますけど、例えば、皆さんにお答えするにいた

しましても、担当者が皆やってもいいんかといったらそうでもございま

せん。ここでお答えするためには議論して、各課の課長さんの意見を聞

きながらこういうお答えをしているわけでございますので、こういう手

法はとっとるということは御理解をしてもらいたいと思います。逆に、

市長の答弁が一つもないよといったら、また議員の方々があんたはどう

なっとるって、それこそさっきの中学の質問になってきますよ。だから、

ケース・バイ・ケース、そのときのことを考えながらやっぱり物事を考

えてもらいたいと思います。そういうことなんで、決して軽視するわけ
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じゃございませんので、よろしくお願いします。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  統治が独裁にならないように、一つよろしく希望しときます。 

 次に入ります。次の2点目ですが、私だけじゃないと思うんですが、

多くの皆さんが吉田町を中心に八千代あたり、54号線筋にアパートがた

くさん建っておりますね。そういったものを見て感じたことで、最近の

吉田町を中心に団地やアパート、そういったものの建設がふえてる。本

当に現在の安芸高田市の若者の人口動態、そういったものを含めて需給

バランスは本当に大丈夫かなという思いをして見ております。こういっ

た状況を行政としてどのように捉えておられるのか、お聞きしたいと思

います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの熊高議員の御質問にお答えをいたします。 

 本市の人口は、平成24年8月末の統計で、3万1,007人が現在の人口で

ございます。先に広島県が行った将来人口推計では、平成27年には3万

人を割り込むとされています。こうした人口減尐の流れに歯どめをかけ

るためにも、一つの施策として、今年度から｢子育て・婚活定住促進団

地｣の分譲を開始しているところでございます。 

 また、平成21年度から旧雇用促進住宅の買収を行い、市有住宅として

管理しておるところであります。買い取り時の入居戸数160戸であった

ものが、平成23年度末の入居戸数は、220戸になっております。60戸入

居戸数がふえておりますが、このことは、定住対策に寄与しているもの

と考えております。 

 民間賃貸住宅につきましては、国道54号線沿線、JR芸備線駅周辺等に

おいて、建設が集中しております。これらの民間賃貸住宅は、若年世帯、

子育て世帯、近隣市町からの転入世帯等に対忚するため、需要と供給の

バランスで整備されておるところでございます。民間の賃貸住宅におけ

る官民の連携につきましては、現在、広島県が設置しております｢広島

県居住支援協議会設立準備会｣へ、本市もその会員として参画をしてお

ります。当協議会は、低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、

外国人その他の住宅の確保に特に配慮を要する方に対して、民間賃貸住

宅への円滑な入居を支援することを目的として、地方公共団体、不動産

関係団体、居住支援団体等により構成する組織であります。 

 今後は、当協議会加盟の不動産関係団体と連携いたし、住宅確保要配

慮者の住居の安定を図ることにより、住みやすいまちづくりに今後とも

取り組んで行きたいと思いますので、御理解を賜りたいと申し上げます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長、私が理解をするというような次元の問題じゃないんですけども、
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私がこういった発言をするというのは、一時的には市にとっても固定資

産の増加とかそういったものもふえると思いますけど、もう既に需給バ

ランスが崩れてるというふうな見解を市内の不動産の皆さん持っておら

れるんですね。八千代あたりは割と広島に近いですから、もうしばらく

すれば54号線も開通しますのでバイパスが。そういった意味で割と入居

者が多いんですが、旧吉田町を中心にやはり空きがふえていってるんで

すね。だから大手の賃貸住宅メーカーというのは2年ぐらいおって、あ

と建ててしまえば、じゃおさらばというふうな感覚でおられるというよ

うな話も聞くんですね。そうなれば、将来的に今5年、10年したときに

入居者がいない、そういったものをつくられた皆さんが倒産をするとい

うことまでいくかどうかわかりませんが、運営できなくなる。そういっ

たことになれば、納税者の関係も厳しくなる、そういったことにもなろ

うと思います。あるいは、将来的にそれが放置されれば、市内の環境悪

化、そういったものにもつながってくると思うんですね。そういった視

点で行政がどこまでできるかというのは非常に難しいと思うんですよ。

民間のいわゆる事業の中ですから、ただ私が申し上げたいのは、そこら

の状況を見ながら、需給バランスとかそういったものを市民に伝える、

あるいは地为さんに伝えるような取り組みはできないか。例えば、宅建

協会とか全日とかそういった協会があるようですけど、そこらにそれぞ

れ不動産会社の皆さん入っておられますから、そういったところを連携

しながら市の人口動態はこうです。だから、こういう状況をしっかり踏

まえて皆さんそういう事業をしてくださいというような、そういった情

報を流すという役目が市でできないかなと、そういう御提案でございま

す。それについてお考えがあればお伺いしたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいま、大変貴重な御意見と思います。 

 現在、商工会に対しましては、将来の安芸高田市の動向、例えば、国

の動向とか、例えば、今マツダとの指定関係がある部分も将来円高によ

って崩れるかもわかりませんよと。横の連携をとりますよとかいう情報

提供は行ってます。御指摘のように、将来うちの人口形態とか、そうい

うものについてはそういう関係者の方にも伝達をしていきたい、機会が

あれば。先般、工業会の総会のときには私はちょっとこういうのを頼ま

れまして、安芸高田市の人口動態とかそういうようなことは今説明して

ますけど、具体的にそういうことも市民の関係事業所に伝達することも

意義のあることと思っております。機会があれば考えていきたいと思い

ます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市の住宅施策ですね。婚活住宅とか甲田、向原に団地をつくりました

よね。そういったものを活用して新しい住宅をつくる。ここらあたりは



184 

非常に市内の不動産の皆さんも評価をされている向きがあるんですね。

だからこそ、そこらも含めて全体のバランスある住宅施策というものを

すべきじゃないかなと。もう尐し实態が把握できておれば、建設部長、

状況を聞かせていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○塚本副議長  答弁を求めます。 

 建設部長 河野正治君。 

○河野建設部長  最近の民間アパートの建築状況でございますが、先ほどありましたよ

うに、国道沿線でありますとかＪＲ沿線で民間アパートが建築されてお

ります。確認申請等での確認でございますが、平成23年度におきまして

は、民間アパート18棟、124戸の建築戸数でございます。今年度、平成

24年度5月末の状況でございますが、7棟の34戸の建築戸数でございます。

あわせますと、昨年度から言いますと、25棟の158戸というような状況

でございます。内訳でございますが、吉田町内が14棟90戸、八千代町内

が3棟18戸、甲田町が6棟40戸、向原町が2棟の10戸というような建築状

況でございます。以上でございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  かなりの量だということはそれだけでもわかりますけれども、いわゆ

る地为さんですね。こういった皆さんは市内の方がほとんどですか。そ

れとも、いろいろ土地を買収され、そういった方で市外の方がいらっし

ゃるとか、そこらの所有者の状況というのはわかりますか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 建設部長 河野正治君。 

○河野建設部長  先ほど申し上げました、戸数25棟のうち半分が市外の所有者でござい

ます。以上です。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  かなりの方が市外ということで、ある意味ではいろんな影響というの

はあろうと思いますけども、ただ、そうなると逆に将来が不安だなとい

う部分も出ますので、先ほど市長が言われたように、やはり情報をしっ

かり共有していただいて、そういった機会をぜひつくっていただくよう

に要望してこの質問を終わります。 

 次に3番の経済対策ということですが、安芸高田市にとって経済の発

展は、あらゆる政策の中でもとりわけ重要な課題の一つと考えます。そ

こで、過去10年の経済指標の推移について、また、それを受けて4年先

に向けた対策はどうか、それぞれ具体的数値を伺う。 

 また、その中で、とりわけ地域経済活性化の重点となる農林水産業の

6次産業化について、その推進が必要と考えるが、その取り組み状況に

ついて伺うとともに、国・県の6次産業化に対する施策との連携とその

課題についてお伺いいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 
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 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの熊高議員の御質問にお答えをいたします。 

 御質問の経済指標の推移と対忚でございますが、まず、農家所得につ

きましては、市町村別生産農業所得統計表によりますと、農家1戸当た

りの生産農業所得は、平成12年で39万5,000円、平成22年では50万円と

なっております。 

 次に、農作物の販売額でございますが、ＪＡ広島北部の農畜産物の取

扱高で申しますと、平成14年度では33億5,000万円、平成23年度で32億

2,000万円となっております。 

 次に、企業活動を示す製品出荷額は、平成19年の1,244億円をピーク

に減尐し、平成21年は709億円となっております。また、観光実数は、

平成17年の214万人をピークに減尐し、平成23年は141万人となっており

ます。 

 これらの4年先へ向けた対策でございますが、まず、農家所得の向上

のためには、経営感覚にすぐれた担い手の育成を確保し、農業経営の安

定化を図る必要があります。担い手への農地集積や遊休農地の活用を進

めるとともに、戦略作物の生産拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 現在、集落型農業生産法人は15ありますが、認定農家や営農組織など、

地域の实情に忚じた担い手の育成を推進しておるところでございます。

製品出荷額の減尐は、雇用の確保にも直結することから雇用の確保のた

め、企業誘致を推進しておるところであります。平成21年に2社、平成

23年に1社、24年に1社を企業誘致をいたし操業を開始してされておられ

ます。マツダが打ち出しました海外生産強化による、市内企業への影響

が懸念されますが、今以上の減尐とならないように企業の誘致活動を推

進してまいりたいと考えております。 

 また、市内の企業経営環境改善のため、安芸高田市工業会を設置して

おり、48社による企業間の連携を進めております。観光実数の減尐は、

食事、宿泊、物販、交通など地域の経済に大きな影響を及ぼします。観

光実数の増加による、地域の経済の活性化のため、安芸高田市全体を包

括する「観光協会」を設置することとしております。現在、設立準備組

織を設立し、設立のための協議を進めておるところであります。 

 次に、6次産業化についての御質問でございます。議員御指摘のよう

に、農畜産物の生産から加工、また流通・販売にも農業者が为体的にか

かわることによって、付加価値を高め、農業を活性化しようとする6次

産業化につきましては、国も6次産業化法に基づく事業計画の認定など

を通じて、地域資源を生かした新たな産業の創出を促進しているところ

であります。県においても、広島県農林水産業チャレンジプランに基づ

き、産地づくりから販売戦略までの支援施策を展開しております。本市

では、安芸高田市地産地消行動計画の中で、生産者支援と生産拡大、販

売促進と農産物のブランド化推進などにより、地域経済の活性化を目指



186 

しておるところでございます。こうした中、経営感覚を持ち新たな事業

に取り組む人材の育成、また、既に取り組まれている団体におきまして

も、後継者の育成が課題であると認識をしております。 

 各地域での具体的な取り組みの要望につきましては、県やＪＡ広島北

部などの関係機関と連携しながら、それぞれ实態に忚じて対忚をしてま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いを申し上

げます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  6次化の取り組みについて、部長のほうの現在の取り組みの見解があ

れば、お伺いしたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 産業振興部長 清水勝君。 

○清水産業振興部長  先ほど市長の答弁にもございましたように、6次産業化ということに

つきましては、我々現場といたしましても現在の農家を取り巻く状況の

中で、農家所得のより一層の向上対策ということでは大変有効な事業と

いうふうにとらまえております。農業従事者の高齢化であったり、農業

だけでは食べていけないというふうなこと。それから、つくるだけの農

業ということで今まではなかなか販売まで農家のほうでやっていってな

いという状況もあります。そこらのところも踏まえて、現在6次産業化

については国も法律を制定して推進をしておるという状況もございます

ので、安芸高田市としてもそういった方向を十分に活用しながら、今後

積極的にその事業に推進してまいりたいと考えておるところでございま

す。以上でございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  きょうの同僚議員の議論にもありましたが、経済対策というのは非常

に市の財政政策に大きく影響するわけですね。そういった観点から言い

ますと、やはり自为財源というのが一番大きなウエートを占めるんだと

いうふうに思うんですね。自为財源について確認をさせていただきまし

たけども、平成16年の合併当初の繰入金とか繰越金、こういったものは

当然省いた額を確認させていただきましたが、平成16年で45億200万円

余りなんですね。平成23年度決算もちょうどありますからはっきりして

おりますが、これが44億4,300万円余りなんですね。16年を100とすると、

23年度は98.7％になるということなんですね。16年度を100％とします

と、1％が4,500万円ですから、2％違えば1億円違うんですね。浜田市長、

いろいろと新しい取り組みをされておりますし、有利な補助金をもらっ

てきておられますが、やはり独自の政策、独自のカラーを出していこう

とすれば、自为財源をしっかり稼いで、そのお金でしっかり自分の思う

ようなことをやろうというふうな発想の転換も必要じゃないかと思うん

ですね。平成19年のリーマンショックの前後が一番ピークになっており
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ますけれども、そのときに50億円ですよ。約5億円ぐらい違うんですね。

現在とも合併当時ともですね。だから、その当時の経済状況っていうの

は、皆さんも御存じのように、一概に比較できる状況ではないかと思い

ますけども、やはりそういった視点も必要じゃないかと。児玉議員も非

常に先を憂えて財政のことを言っておられましたが、そういった視点も

しっかり持った行財政運営っていうのも大事じゃないかなという気がし

ますが、市長の御見解をお伺いしたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  今後の自为財源の確保等についての御質問でございますけど、私も同

感でございまして、それは非常に大事な、そのための企業誘致であり、

産業・農業の振興ということを今考えております。このたびの光ファイ

バーを設置いたしますけど、皆さん方の農協の有線放送のかわりはある

んですけど、これをちょっと離れて考えると、これ企業誘致による大き

な武器となります。こういうようなものを活用してさらなる企業に来て

もらい、税金をしっかり払ってもらって自为財源の確保を図っていきた

いと。また、市民の方々に元気になってもらって、税金を払えるぐらい

の企業も招致するような努力をしていきたいと。どこか、徳島県ですか、

葉っぱ売って金もうけしたというのがありますけど、そういう事業もご

ざいますので、農業もまだ捨てたもんじゃないということで楽しみを持

ちながら自为財源の確保はみんなと一緒に頑張っていきたいとかように

思ってます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長のほうも4年間、市行政をやられて、それからこれから4年間のス

タートが始まったわけですけれども、具体的にそういった取り組みの中

で4年先に市長は自为財源をどのぐらいにしようと思われておりますか、

お伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  申しわけないですけど、そういう観点で今考えたことがないので、今

度考えてから、また御報告したいと思います。自为財源、しっかりとは

わかりません。ただ、ふやしていかないけんということだけはわかりま

すので、そのためには企業の誘致とかいうことでございます。私もつい

たところがございまして、この景気の悪い時に、先ほど申しましたよう

に、3社ぐらいが来てるわけです、ここへ。だから、こういうことを生

かしながら、この条件。それで先ほども申しましたけど、このたび電算

が入ったことによって中山間地域のハンディが有利性を生かしたような

自为財源。それともう一つは、企業の誘致もありますけど、教育の推進

もありますけど、こういうものによる販売ですよね、インターネットと

かによる。これも、より今後の観光振興課を中心に考えていかないけん
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と思います。これ非常に考えによっては、広島と東京と安芸高田市が対

等に戦えるわけですから、頭次第で。こういうものにしっかりと職員も

目を向けてくれないけんと思います。そういう意味の勉強会はしていか

ないけんと思ってます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  4年間過ぎたわけですから、自分の施策でどれだけの影響が出るのか

というのは、ぜひとも試算をしていただきたいなと思います。12月の議

会に私がおるかどうかわかりませんけれども、12月の議会にそういった

試算をぜひ数値として出していただいてもらいたいと思いますが、いか

がですか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私は経済学者ではございませんので、簡単に出せるような資料だった

らちゃんと出していきたいと思います。こういうようなことを市町の市

長会でもせん。こういう指標を出してる市長は一人もおりませんので、

御指摘があったので考えてみたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  先ほど言いましたように、新しい発想でいろんな、鳩山総理のように

宇宙人のようにわからんことはないんですが、こんなことまで発想され

るんかというような、そういった行動力もあってやられてる市長ですか

ら、先程言いましたように、市職員の頭脳を使えば、多分これは割合に

簡単に出るんじゃないかと。そういうのをつくるのは職員うまいですか

ら、ぜひ部長、そういった見通しというのは、産業建設部長だけではあ

れですから、全部の部長の頭脳を、それこそ政策集団としてやっていた

だけないかなと。副市長どうですか、苦笑いされてますけど、長年の行

政経験で、こういったことは市長も初めてだと言われますけれども、そ

ういったことはできませんか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 副市長 藤川幸典君。 

○藤川副市長  熊高議員さんが御案内のとおり、地方自治体の自为財源というのは、

今のところは交付税頼みが第1番手に上がっておりますが、安芸高田市

のですね。将来のそういったものを幹部会等でいろいろ協議してみたい

と思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  ぜひ12月までによろしくお願いしますが、自为財源と言いましても、

地方税、それから分担金負担金というような収入。それから、使用料手

数料、財産収入、寄附金というのがありますね。寄附金は余り入ってま

せんね、150万円ぐらいしか、23年度入ってませんから。あと言いまし
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たように、繰越金とか繰入金というのは別立てになろうと思いますが、

さっき言った数字は、繰入金、繰越金を省いたお金ですから、経済状況

でどうにかなると言えばなるんですから、経済状況がこうだったからこ

うなりましたということも言いわけの部分はできますから、ぜひ推計と

して一生懸命出してくる。出すことによって目標ができるわけですね。

目標がないところに、やっぱり取り組みというのはないので、数字目標

というのは他の議員さんも言われるように大事ですから、ぜひとも市長、

12月によろしくお願いします。いかがでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  大事な指標というのはわかりますので、前向きに検討させてもらいま

す。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  後ろ向きじゃないということはわかりましたので、よろしくお願いし

ます。 

 もう尐し6次産業化について詳しくお伺いしたいと思いますが、私、

産業建設常任委員会に所属をしておりますので、酪農家の皆さんとこの

間も意見交換をするような場がありました。そういった中で、平成24年

ですから、ことしの3月28日付で弾力化というのが酪農家に対してある

んですね。自分でつくった牛乳を1,500キロまでは自分で確保できます

よと、いろいろ条件はありますけど。そういったことが生まれてきたと

いうのは、民为党政権の6次産業化に力を入れるというような政策の一

端ですけれども、こういったことは当然御存じでしょうね。部長にお伺

いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 産業振興部長 清水勝君。 

○清水産業振興部長  酪農家の先ほどの1,500キロまでの自分で確保できるというのはちょ

っと私も認識をはっきりいたしておりませんが、そういった国そのもの

が6次産業化の平成23年3月に施行されましたけども、促進ということで

法律をつくって推進をしていくということでございます。さまざまな酪

農家も含めて、安芸高田市内の中小規模農家が自立するための一つの選

択肢ということでございますので、そういった観点から6次産業化につ

いてはもっとさまざまな観点から調査・研究をして推進してまいりたい

というふうに思っております。以上でございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  そういった情報が市の担当部署へ入ってないというか、認識してない

というのは非常に残念ですね。先ほどから言いましたように、職員の資

質の問題。積極的に何かないかというふうな形で、国・県そういったも

のを、市長は一生懸命言っておられてるのは新聞を見てもわかるんです
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が、市長だけに任せておかずに担当部署がしっかり市長の補佐をするつ

もりでしっかり動いていただきたい。そして、現場のほうにこういった

事業がありますけど、皆さんどうですかというふうな、そういった手当

を非常に昔は私は多かったように感じるんですね。そういったところが

職員の資質、積極性というものに含めて反映されてるのかなという気が

しますので、ぜひとも探してでも事業を持ってくるという、市長の姿勢

をしっかり学んでいただきたいというふうに思います。それから、もう

1点、6次産業化の部分でいろいろ中小の事業者にとってネックは、各省

庁にいろいろ規制がまたがってるということなんですね。例えば、農林

水産省っていうのは、当然一番のもとになりますね、6次産業化の。そ

れから、厚生労働省の職員衛生違法、さらには経済産業省の計量法、表

示する何グラム入ってましたというそういったものがありますね。それ

から、不法表示、そういったものも管理をする公正取引委員会、そうい

ったものに全てまたがったものがあるんですね。それに付随して15以上

の法律もあるんですね。そういったものを中小の事業者が一々理解をし

て、そういった取り組みをするというのは非常に至難のわざなんですね。

市長にお願いしたいのは、そういった国の縦割りの行政を安芸高田市と

して、いわゆる一時期はやりましたワンストップサービスっていうんで

すかね、そういったシステムでいいでしょうし。この間うまい表現をさ

れた方がいらっしゃいましたけど、6次産業化のケアマネジャーをつく

ればどうかと話をされました。市役所のここに行けば6次産業化の手続、

あるいは仕組みそういったものが全てわかるんだというふうな取り組み

っていうのはどうでしょうか、できませんかね。市長、昨日、宍戸議員

が言われた、やっぱり国のシステムそのものを変えないと国保税なんか

の問題は解決できないというようなこともありましたね。やはり、市長

の元気さを持って国を動かすようなそういった活動の中で、そういった

ものを安芸高田市にぜひつくっていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  非常にすばらしい提案でございまして、こういうことはつくりたいと

思うんですけど、これをつくろうと思うと今度は人材の育成。つくった

けどよう答えんじゃ困るんで、その前に人材を意識をする前に、こうい

うことはここを見たら出てるよという指導ぐらいはせないけんと思いま

すので、組織をつくる、つくらんかは中で、幹部会で議論しますけど、

そういうことを市民の方々がわかるような、そういうことを聞いて来た

らインターネットでこうしてやったら出てますよとか、こういう指導だ

けしていきたいと。ここで組織をつくってそういう意見をするって言っ

たら、多分県にもこういう組織はありませんので、市としてつくれば画

期的になるかもわかりませんけど、課題として受けとめておきます。こ

れが大事なことというのはわかっておるつもりでございます。 
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○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長が登壇されたときに鼻先でふふんと笑われたので、これは余り前

向きじゃないなという気持ちで聞きましたけども、市長はある面ではも

う私でないとそういう発想はできんというようなことも言われますし、

そういうふうに新しい発想を提案してもなかなかおもしろいけどもちょ

っとなというような感じ、両極端なところがありますけれども、ぜひと

も不可能を可能にするというのが市長のモットーだと思いますので、ぜ

ひ期待をしますけれども、現場の者としてどうですか、部長。そういっ

た発想をしたことはありませんか、お伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 産業振興部長 清水勝君。 

○清水産業振興部長  確かにワンストップ化というのは非常に利用される側、農家とか中小

業者の方からすれば非常にありがたいことだというふうに思いますけど、

さまざまな規制の中、国も県もそれぞれ所属が分かれておりますので、

それを単市でどうかということでございます。現場でそういったセンタ

ー的なものは非常に有効だというふうには思います。 

 現在、そういった部分でこの国が法律をつくったときに、各県でそう

いった6次産業化のサポートセンターをつくりよるということで、広島

県にも広島6次産業化サポートセンターというのができてございます。

これは、財団法人広島県農林振興センターの中にそのサポートセンター

がございます。そういう意味では、この6次産業化に向けてさまざまな

相談業務等も受けていただいておるセンターでございます。そういった

ところを活用しながら、市のほうもそこらと連携をしながら情報提供に

ついては、今後考えてまいりたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  さすがにこういったところは統治がよく効いてるし、市長以上の御答

弁はされませんからすばらしいですね。 

 6次産業のサポートセンター、そういったものも県に確かにあります

し、いろいろそれぞれ世話をしていただいておりますけれども、やはり

一番身近な支所にあれば一番いいんですよ。本庁以上に。そういったも

のを新しく勉強することによって、市の職員も磨かれていくんですね。

そういった発想というのが全てにつながっていくのかなと。冒頭、市職

員のことを言いましたけれども、やはり市の職員というのは我々の財産

なんですね。だから、若いときからお金を投資して力のない者を力のあ

るようにするという、磨いていくということで、市の大きな財産を市は

つくっていってる。そういう義務と責任があるんですね。そういった観

点からも新しいものにチャレンジするというのは、非常にそういった職

員の資質を向上させるということにもつながりますので、一つ御検討を
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いただきたいと思います。後ろ向きとは言われませんでしたので、尐し

は期待したいと思いますが。 

 さらに言えば、特命担当部長、6次産業化に非常に最終的な部分でか

かわっていくわけですから、そこらのところの6次産業化の現在の課題

というものについて、御見解があればお伺いしたいと思います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 産業振興部特命担当部長 小田忠君。 

○小田産業振興部特命担当部長  今、議員御指摘のように、やはり所得なり、そうした市の財政を立て

直すという形の観点からすれば、6次産業化を推進しながら、農家所得

なり地域の経済を発展させるというのは非常に重要な視点と考えており

ます。そうした中で、先ほど議員のほうで御指摘をされました、省庁そ

れぞれの縦割りというのを一つの窓口として中小事業者の方がスムーズ

に生産・販売等ができる体制というのは非常に重要だと考えます。そう

した意味で、どのような形のものができるかというのも、先ほど市長ま

たは部長のほうが答弁いたしましたけども、県並びに関係部局等とも連

携をしながらしっかりと体制というのは考えてまいりたいと考えており

ます。以上です。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  ぜひ、幹部会あたりで練っていただきたいということを期待をして、

この件は終わります。 

 教育長、大変お待たせしました。残り5分ですけれども、おろそかに

するつもりはありませんので、一つよろしくお願いします。 

 4番目として、学校教育は多面的であるが、最終的な目的は「知・

徳・体」、ここでさらに言えば「食」が入るんですね。今では。その向

上に向け、バランスを図りながら個性を伸ばし、自为自立を促すことと

考えているが、私の感じるところでは、形式的あるいはマニュアル的に

なっていないかなという感じを受けました。それについての教育長の御

見解をお伺いをいたします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの熊高議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のように、義務教育が担うべきは、子どもたち一人一人に、

変化の激しいこれからの社会を自立して生きていく基礎を育てることに

あります。そのためには、いわゆる「知・徳・体」のバランスのとれた

成長を促すことが大切であり、それらの基礎基本の徹底を図る教育内容

や方法を学習指導要領にのっとり提供することが重要であると考えてお

ります。 

 「最近の学校教育が形式的・マニュアル的になっているのではない

か」という議員の御指摘でございますが、基礎基本を徹底することを重

視することから、ややもすると、「形を重んじる」・「枠にはめる」と
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いうことで、形式的に捉えられることもあろうかと思います。しかし、

子どもたちが生きるこれからの社会は、多様な価値観が飛び交う知識基

盤社会であるグローバルな国際社会であります。みずから課題を発見し

解決する力、コミュニケーション能力、また物事を多様な観点から考察

し判断する力、さまざまな情報を取捨選択できる力などが必要となって

まいります。このような力を子どもたちに発揮させるためには、やはり

土台となる基礎基本が大切であると考えております。「基本なくして忚

用なし」、また「型を守り、型を破り、型から離れる」という言葉がご

ざいますように、まず、揺るがない土台である知・徳・体の基礎基本を

義務教育の期間にしっかり定着させていきたいと考えております。 

 議員御指摘のように、学校の教育活動が形式的あるいはマニュアル的

に終わることなく、子どもたちが生きていく将来を見据え、みずから考

え判断し、行動できる自为的・自立的な力を育てていくよう、今後も学

校現場と一緒になって努力してまいりたいと考えております。御理解を

賜りますようお願いを申し上げます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  期待どおりの御答弁ありがとうございました。 

 私がこういった感覚的な質問をさせていただいたので申しわけないん

ですけども、实はこの間、高宮中学校のナイター運動会に久しぶりに参

加させていただきまして、開会式の状況を見てふと感じたものですから。

というのは、開会式のときに来賓の挨拶とかそういったものを聞く間に

3人の子どもがばたばたと倒れたんですね。1人しか倒れんかったんです

けど、副議長はさすがに素早いなと思って、倒れた子どもを救いに先生

が行かれましたけれども、それに負けず务らず走って行ってその子ども

を支えたというような状況もありましたが。それはよくあることですか

ら。ただ、その子どもは一生懸命立っておきたい、みんなが頑張っとる

んだから立っておきたいということで、本当に意識がなくなるまで踏ん

張っとったんですよ。それは非常に褒めてやるべきことだと思うんです

よね。ただ、その後ろ、左右前後におった子どもが、倒れたときに何で

支えてやらんかったかなと。一番近い子どもが。そういったところが、

そういう私も副議長は行ったけど私も足が動きませんでしたけれども、

例えば、逆に挨拶する人間もその姿が見えるわけですから、そういった

ことも含めて、やっぱり自分で考えて行動するということが、我々も含

めてややもするとおろそかになってるんかなと。そういうところで感じ

たもんですから。現場に最近までおられた教育長として、やはり大きく

社会も変わってますので、この教育要覧というのを見させていただいて

おりますけれども、かなりマンネリ化してるかなと、言い方悪いかわか

らんですけどね。新しい教育長の登場ですから、そういったところをど

んなふうに考えられるかなということを確認しておきたいということで

質問させていただいております。 
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○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  お答えをいたします。 

 議員が先ほど御紹介をいただいた場面に直結する答弁になるかどうか、

多尐心配もありますが。 

 現在、安芸高田市内の児童・生徒は示されたことに対してきちんと対

忚できるという力はかなり高まっております。しかし、先ほども申しま

したが、みずから判断して進んで实践するというそういう力が弱いとい

うことが、これまでの意識調査等から結果として出ているところでござ

います。例えば、いろんな場面に出くわしたときに、解決する方法を幾

つも考えることができるかどうかということの質問に対しては、若干で

はございますが、今他の項目はほとんどで県平均を上回ってる中で、こ

の項目がほんと若干ではございますが、下回っているというような傾向

にございます。したがって、議員御指摘のようにいろんな場面に出くわ

したときに、いろいろある行動の中から、そのとき自分にとっても、ま

た周りの人にとってもより適切である判断、そして行動ができる、教育

用語では自己決定という言い方をしておるわけですが、そういった力を

今後もつけていく必要があるということは課題として捉えております。

じゃそういうことがなぜ弱いのかと言ったときに、こういう中山間地域

に生活しておる子ども達でありますが、子どもたちの生活がかなりの部

分において都市化してきております。そういった中で、直接的な体験活

動が子どもたちにやっぱり不足してきておりまして、いろんな体験に出

くわしたときに、先ほどから申しておりますような、そのときその場面

で自分にとっても周りの子どもにとっても一番いいというふうな判断と

いうのがやや弱いかなというようなことも考えておりますので、そのあ

たりもまたしっかり学校現場と協議をしながら対忚のほうを努力してま

いりたいというふうに考えるところでございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

 熊高議員に申し上げます。発言の残り時間が3分を切っておりますの

で、質問をまとめていただくようお願いいたします。 

○熊 高 議 員  教育長が答えていただいたので、非常に理解をいただいておるなとい

うことで受けとめさせていただきました。 

 最近、国際交流でシンガポールへ行かれましたよね。あるいはニュー

ジーランドへ行かれましたね。シンガポールの子どもたちは非常に元気

でわいわいするんだけども、きちっとしたところはするという。私も高

宮中学校へ十数年前ＰＴＡの関係でおりましたけども、その当時がそん

なふうな雰囲気だったんですね。わいわいがやがや個性豊かにするけど

も、きちっとしたときはするという、そういう子どもたちをつくってい

ただきたいなと。それがやっぱり社会に出て自立するということにつな

がるんだろうなという思いで、尐しそういう視点で見ていただくことが
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今後の教育の確立に役立つんではないかなという意味で私は所見を申し

上げたわけですから、ぜひともそういった視点で校長会あたりでしっか

り議論いただいて、あるいはさっき言いましたように統治能力という部

分で言えば、やっぱり学校長が一番のそこのリーダーですから、やっぱ

りそこらに権限なりしっかり与えて教育委員会が余りにも管理し過ぎる

んじゃなくてやるということをしていただきたいということで、その辺

の見解を伺って質問を終わります。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  熊高議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 シンガポール等の交流等の具体的な場面で御指摘をいただきましたが、

国際交流あたりを見ておりまして、広く一般的に指摘をされておるのが、

外国の子どもたちは自国の文化というようなものについて自信を持って

しっかり訴えることができると。しかし、日本の子どもたちはそういう

自分のことについては話ができても、自国の文化でありますとか、生活

といったようなものについては、なかなか自信を持って堂々と答えると

いうことができにくいという指摘もございます。これは、先ほども申し

ましたが、本市の子どもたちにも尐なからず当てはまることだというふ

うに考えています。そういった中から子どもたちにこれから幅広い、ま

さしく今の学習指導要領が提起してます、「生きる力」をつけていくと

いうことの中で、私は今後は、学校ですから、教科の学力をつけていく

ことはもちろん大切にしながら、もう一方で、午前中も大下議員から激

励をいただきましたが、ぜひ市長の指導、アドバイスをいただきながら、

何とか取り組んでみたいというふうに考えておりますのは、ふるさと教

育でございます。教育委員会は協力して育てるということで長らく取り

組みを続けておりますが、これまた自分が生まれ育った地域であります

とか家庭に対して自信や誇りを持ってる子どもというのは、自分自身に

対する自信や誇りを持っていろんな場面で堂々としっかり前向きな生き

方ができるということが、かつてから議員御承知のように言われている

ことでございます。そういった子どもたちを育てていくためにも学力プ

ラス安芸高田市になりましたので、旧町単位のふるさと教育はもちろん

ですが、もう一つ視野を広げて安芸高田市全体を今の子どもたちがふる

さととして捉えるような、またそこへ保護者の方をはじめ地域の皆さん

方の協力をいただく。先ほどプラチナ世代というお話もいただきました

が、まさしく人材はたくさんおられますので、何とかその辺を具体化し

てみたいなという希望も持ってやりますので、熊高議員をはじめ議員の

皆さん方の御支援と御協力をお願いするものでございます。 

○熊 高 議 員  ありがとうございました。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 以上で熊高昌三君の質問を終わります。 

 この際、16時25分まで休憩といたします。 
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～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ４時１３分 休憩 

午後 ４時２５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○塚本副議長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 16番 入本和男君。 

○入 本 議 員  16番、あきの会、入本和男でございます。 

 せんだって4年に1度のロンドンオリンピックで、銀座パレートでは、

50万人という人が感動され、またパラリンピックを見て我々は感慨深い

ものがあり、もっと私生活において頑張らなくてはいけないという勇気

も与えられました。また、せんだっては、安芸高田市におきまして、過

疎地の活性化に取り組む優良事業として、全国過疎地自立促進連盟の生

桑振興会が当連盟の会長賞に選ばれておられます。またさきだって壮行

式を行いました、吉田高校の松本彩音さんは全国高校総体新潟県大会で

アーチェリーの部で見事に優勝され、その上、オリンピックの強化選手

になられたというすばらしいこともありました。ぜひとも、この二団体

において、二団体よりか、市長、交際費の中から市長賞の表彰とあきた

かたのたからを記念品として、ぜひとも要望したいものでございます。

なかなか表彰規程には該当しないようでございますが、こういうときに

はやはり壮行式も大事ですが、成果をおさめた時には、やはり市長みず

からそういう機会を設けていただければというふうに思っております。 

 通告に基づき一般質問をさせていただきます。1番目に、54号線に道

の駅をとうたっております。私は産業振興部に所属して、委員会に所属

して、産業、農業、商工の発展にはと思って道の駅をある程度歩かせて

もらいました。そこで、現在安芸高田市において道の駅は美土里町には

ありますが、交通量の多い54号線には産直市ＪＡと民間の八千代にあり

ますが、市の特産であるあきたかたのたからと三矢シリーズがあります

が、商品開発と販売活動を支援するためにも54号線に道の駅が早急に必

要と考えますが、市の計画について伺います。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの入本議員の御質問にお答えいたします。 

 「道の駅」につきましては、その設置目的を、道路利用者の安全で快

適な道路交通環境の提供と地域振興への寄与としております。平成25年

3月までには尾道松江線のうち、三次市から松江市までの区間が開通す

る予定でございます。広島市から三次市の区間では、道路利用者の多く

は、国道54号線を利用されて松江へ行かれると思います。交通量も増加

してくるんじゃないかと思います。 

 安芸高田市はこの中間に位置しており、道路利用者の利便性も図られ

ることから、「道の駅」が設置されれば多くの利用者を確保できるもの
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と考えております。これにより、特産品の販路拡大や市の観光情報を効

果的に提供する拠点として、重要な施設となるものと考えておるところ

であります。 

 安芸高田市の地域振興の観点から「道の駅」の設置につきましては、

位置やその機能につきまして、今後とも設置に向けた検討を進めてまい

りたいと思っております。市としても国土交通省のほうに設置の要望を

今しているところでございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  先日、千代田へ行ったときに北広島は舞ロードのインター千代田の2

期工事を始めると。その中で、お株を取られるような舞台つきレストラ

ン、神楽もここでやるんじゃなかろうかというような形で、それから当

然、観光協会もそこに入れるとか、非常にすばらしいコンセプトを持っ

て、現在の経営がうまくいってるから第2期整備基本計画ができとるん

だと思うんですよ。そうすると、安芸高田市においても先ほど市長が述

べられたように、産業の振興に6次産業とかいろいろな意見がありまし

たが、やはり安芸高田市もせっかくたからをつくっても、一堂で売る場

所が現在のところないわけですよね。あきたかたのたからというのがこ

ういうふうに十分にあっても、やっぱり手に取って見るようなチャンス、

また休憩して見るチャンスがないということがあります。それで、やは

り今のように可部バイパスが通ります。それから高規格道路もあります。

できれば甲田と言いたいんですが、やはり産直市のＪＡさんがやってお

られるのを生かしながら、それと併用したものの別に新しく拡大して観

光地の一つとなるように、その中には当然レストランもいるし、先日三

原の道の駅に行きました。そうすると、ベビーの、子どもさんの遊び広

場があったり、それから会議室があったり、多目的広場があったり、当

然レストランもあるわけですが、見晴らしの非常にいいところにありま

した。そういうふうに現在、道の駅も多目的、多様化してきてるわけで

すよね。ぜひとも、安芸高田市においても、市長さんは午前中とか昨日

の中でちょっとハードがあまりないよのと言われましたが、ぜひ任期中

にこの理想的な道の駅をつくっていただいて、安芸高田市の起爆剤にな

るように、また活性化の位置づけになるようなところをつくっていただ

きたいと私は強く思うわけでございます。というのも、広島から来ても、

ずっと通って行く、現在そういういい場所がないんですよね。休憩所も。

三次市にも裏を通って行くわけですし。そうすると、布野か君田のほう

まで行くようになるわけですよね。やはりせっかくの観光地のインフォ

メーションをつくるためにも、道の駅が、私は54号線に必ず必要であり、

せっかくこのあきたかたの、これを今70ぐらいですが、200、300に持っ

ていくというようなことにすれば、かなり活性化になると思います。そ

ういう意味を含めまして、ぜひとも市長さんがいいことだと言いながら

やらなければ全く意欲も沸かないし、商品も動かないし、開発した人も
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残念がるんですね。その中にゆるキャラという、熊本へ帰るとくまモン

がありましたですね。それが、何とイズミに行ったらくまモンのタオル

が置いてあるんですよね。それほど有名になると地域を越えて商品の販

売をしてもらえるんですよね。また三原でも、これは吉田町で取ったチ

ラシじゃないんですよ。三原の道の駅に置いてあったんですよ。これは

観光課が動いてやったのか、だれが動かれて置かれたのか、道の駅のル

ールになっとるんか知りませんが、やはりこういうものを道の駅で我々

もぱっとすると、あるんじゃけ持って帰るまあと思ったんじゃ、やはり

三原に实際にあった物をここに持って帰らせてもらったということは、

そういうふうに道の駅というものは中国地方に全部公表してあるんです

よね、観光地として。 

 またこれもですね、これは益田のほうでしたが、ティッシュペーパー

の中に神楽の、道の駅にやっぱり置いてあったんですが、こういうもの

を挟んで置いてあるんですよね。だから道の駅というものは、やはり地

域の一つの核となる役割をしてると思うんです。54号線にそういうもの

が、観光バスが寄って、例えば、世羅農園へ行ったら安芸高田市の道の

駅に寄って帰らないけんなとかいうような形になるような、今からはよ

そに例のない、御存じのように、道の駅、旅の御案内というようなもの

が出てますよね。こういうふうに来てみたが、ここは大したことないじ

ゃないかというよりか、やはり三原の人はまた来てもらいたいという気

持ちでやっておるんですよというふうに言われました。ぜひとも、千代

田に対抗せえというわけじゃないですが、ここが2期の整備基本設計を

しておるぐらいですから、やはり道の駅というものは地域の活性化にす

ごく位置づけが深いものだと思いますので、多くは語らずに、任期中に

必ず検討し实行しますという声を聞けば、この質問を終わりたいと思い

ますので、市長のお考えをお伺いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  我々が考えたことは議員さんと同感でございまして、今度、尾道松江

ができると人の流れというのは、多分、広島から松江へ行くときに、尾

道を回っていかんと思うんですよね。54号線を経由していくと。それか

ら三次経由で松江にあたると。そうすると、その間に要ると。安芸高田

市がということなので。このことは先般から国土交通省には強く申し入

れております。また鍋に入っとらんからしっかりよう言わんのであって、

議員に負けんぐらいの要望をしております。安芸高田市にどうしても要

るんだと。ただ、場所については向こうも決定権がございますけど、と

にかく安芸高田市のほうへと。それから今の産直市みたいなことを生か

した部分の道の駅ということで。つくる以上はやっぱり物販機能と、例

えば食事の機能とか観光分野とか、こういうことを備えたものをつくっ

てくれという要望は強く今しております。ただ、ハードルが今ちょっと

高くなって、5、6年前なら「はい、オーケー」というような話なんだけ
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ど、なかなか「コンクリートから人へ」といってこういう金がもう、担

当が言うんですよ。54号線をつくる金がないのにこんなのできるかとい

うような話になってくるんで、それを踏まえてでも必要なので、市とし

ても強く要望していきたいと思っております。相手がおることですけど、

相手がうん言うたら早急にまたできる話になると思いますけど、これ足

元に置かんように強く要望していきますので、御理解してください。思

いは一緒でございます。ただ相手のおることなので、今度、児玉さんの

ときにある程度ようけないと言ったんですけど、こういうことに伴って

またいろんなことがあるかもわかりませんけど、そのときはまた釈明せ

ないけませんけど、市としても位置づけというのは大きな位置づけとし

て考えておりますので、御理解をしてもらいたいと思います。しっかり

要望しています。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  しっかりじゃけ、もう一回念押しをしたいんですが、安芸高田市の観

光パンフレットといいますか、こういう状態ですね。もう一つはふるさ

とのこういう。悪いとか言いませんが。「備北のかがやき」というもの

があるわけですね。そういうのを見たら、地図から三次市と庄原市が合

体して、食べるところから寝るところから飲み屋から観光地から雪合戦

のことまでとかいうようなことで、これは多分観光課に私1冊置いとっ

たと思うんですが、こういうものを民間の協力でできてるわけです。や

はり道の駅も官・民・ＪＡが一体となってやれば、私はすばらしいもの

ができると思うんです。今やらなくいつやるというような問題があるわ

けでございますが、やはり弱ってるときに、前向きなものがでれば、先

ほどのオリンピックじゃないですが、頑張ろうと、やればできるじゃな

いかと、やはりそういうものの公募をまず始めてみられても結構ですし、

早急に立ち上げられて協会もまだうやむやのときですから、こういう一

つの目的を持って、ここに観光協会を置くんだと、安芸高田市を神楽で

も第2公演を東京でまたやるって言ってるんでしょ。神楽グッズでもど

んどんつくって、あこへ5メートルか10メートルの神楽の面をぼんと置

いて、これ見たか、安芸高田市頑張っとるぞというような前向きな姿勢

をぜひやっていただきたいと。考えが同じだけじゃ前へ進みませんので、

ここは2期目の整備基本計画に入っておりますので、美土里は美土里と

して頑張っておられますが、54号線にもう一度、何とかして任期中にや

るというふうに言っていただければ非常にありがたい。お願いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このことにつきましても本当に頑張ると。实は、要望行動、こういう

ことが必要なんでということはもう国には言ってます。動いてます、も

う。だから、そういう事情に煮詰まればいい返事がもらえると思います

けど、今からやるというんじゃなしに、もう既に安芸高田市内のところ
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に要るんだという方向づけはもうちゃんと動いているということでござ

います。御理解をしてもらいたいと思います。 

 ただ今からやる以上は、やっぱりこれからのいろいろな動向、国の状

況も踏まえながら考えていかなきゃいけないと思いますので、御期待と

してもらいたいと思います。よろしくお願いします。ただ、場所につい

てはちょっとまだ国のほうへお任せするところもございますけど、安芸

高田市に道の駅をつくるということはここで国さえうんと言えば約束し

ても結構でございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  国のオーケーということは、今回の選挙にもかかわるし、国会議員の

今は3区は民为党の橋本さんですが、そこらにも頼まないけんし、また

選挙で変われば、またそのほうにも頼んで議会としても請願を出して道

の駅の許可をくれというお願いをするということで、この件については

既に動いておられるということは情報として聞いとったわけでございま

すが、道の駅ではいろいろな産業もできますし、商品の販売もできます

し、皆さんが特産品をつくったものも売れますし、基本的なＪＡが、あ

る程度の売り上げのベースもありますし、それを軸にしてそこの中に行

政と民間が入っていけば、私はすばらしいものになると思いますので、

ぜひとも市長さん、東京に行かれたときにはくどいように許可をもらえ

るように頑張っていただきたいということをお願いして、次の質問に入

ります。 

 行政嘱託員については、以前にもお話いたしましたが、25年度にはテ

レビつきお太助フォンが全市に設置され、嘱託業務が尐なくなる予定だ

と思います。行政区のまとめ役は振興会長が現在行っているので、行政

嘱託員制度の見直しの考えはないか、伺うものでございます。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの入本議員の御質問にお答えをいたします。 

 お太助フォンの設置に伴い、行政嘱託員の業務も尐なくなることから

制度の見直しをしてはどうかというの御指摘でございます。 

 御指摘をいただきますように、光ネットワークの整備に伴い、行政情

報の伝達手段は飛躍的に進化することが期待できます。現在、その利用

方法についてさまざまな角度から検討を進めているところであります。

また、光の特性として「双方向」の利用が可能であることから、行政が

必要とする「取りまとめる」という作業や業務も可能となります。市民

の皆さんと直接やりとりができるなど、利便性の向上はもとより、より

早い対忚という行政サービスの提供が見込まれているところでございま

す。 

 しかしながら行政嘱託員の役割は、昨年の12月定例会でもお答えをし

ておりますが、単に行政情報の伝達だけを行うものでなく、一連の業務
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を通じて、ある意味「地域コミュニティーの醸成機能」であったり、ま

た、時には高齢者やひとり暮らしの方々の見守りであったりする機能も

ごく自然に備わっている「安芸高田市の特性を生かした」極めて有益な

制度であると認識をいたしておるところであります。 

 したがいまして、もちろん光を活用したより利便性の高い情報伝達手

段は、取り入れるように検討を進めてまいりますが、お太助フォンの加

入状況も見きわめながら、当面は現在の行政嘱託員を通した通知広報に

よる行政情報の提供は、今までどおりの対忚をさせていただきたいと思

っております。御指摘のように、嘱託員につきましては、各地域温度差

がございまして、甲田の一部のように、もう嘱託員に機能はないよとい

うところもございますし、全く嘱託員がやってるというところもござい

ます。我々とすれば、そのような御理解、市全体の御理解をいただきな

がら次のステップへいきたいと思います。御指摘の趣旨はわかりますけ

ど、もう尐し時間をくださいということでございます。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  せっかく40億円の投資をされて、それまでのことを改革しないとやっ

ぱり無駄になると思うんです。それで、たまたまこの間、甲田議会の報

告会の中で児玉議員が言われた、三世代の支援策と、それからこの振興

会の行政嘱託員を振興会に委託してくれという話があったわけです。そ

うすると、我々とすれば、代弁者とすれば、前回言ったんだけど再度こ

こで念押しをして、やはりこういう前向きな振興会もあるわけですし、

それから甲田町区域については当分の間と書いてあるんだけど、当分の

間はとうに過ぎて16年間過ぎとるんだけど、特別扱いになってるという

中で、特別扱いにできるということは地方ごとにでもできるというふう

に私は解釈せざるを得ないんですよね。それで、この行政嘱託員は補助

員制度を置くという形もできてるので、例えば、70世帯を中心にして物

事を組む説明書がありますけど、行政嘱託員は配付しなかったら1,000

円で、配付するものは3,000円というふうになってるので、ここらあた

りをやはり運用をまずさせていただきながらでも、やはりやっていかな

くてはいけないかという問題もあります。やはりもう既にお太助フォン

が出発しておるわけですから、これもそのあたりを、振興会を中心にし

た地域のまちづくりとか、それから自为防災とか、毎回出てきよります

市民総ヘルパー構想とかいうのは振興会なんですよね。もやいと迎い水

というのは、今の若い人はわからないんですよ。我々の世代はわかりま

すが、20代、30代の人は迎い水いうたら何かいなと、もやいいうたら何

かいなというような人が多いわけです。やはり振興会の中でそういう若

者と一緒になって地域を支え合うということが必要だと思います。だか

ら行政嘱託員のお金をやはりそういう振興会のほうに使えば、いまのも

やいの精神のほうに投資もできますし、生きたお金になってくると思う

んですよね。そういう点について前向きに、これも25年度、来年度ぐら
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いには方向性を、これは甲田町だけ当分の間っていうて書いてあって、

まだ16年にいうたって今24年ですから、当分の間から大分過ぎとるわけ

ですから、各町ごとにできるということですよね、言いかえれば。だか

ら、ぜひそういう形でできるところからでもやりますという答弁をお願

いしたいんですが、いかがでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このことにつきましては、やっぱり市内全域、それじゃ振興会が全部

受けてやるということになればそれに越したことないんですけど、議員

御指摘のように、まだ私のところに入ってきてる情報は温度差がたくさ

んございます。各地域の。嘱託員さんが中心になって部落長の役割をし

ておる地域もあります。振興会さんが中心になってるところもあると。

この辺の温度差がちょっとなくならないと踏み切れんと。議員御指摘の

ように、熟度の高まったところからやらすという手もあると思いますけ

ど、私のところにはまだ温度差があるんじゃないかという情報が入って

ますので、その辺のことを非常に私も心配するわけでございまして、今

機能的にも安芸高田市の嘱託員さんは今現在、物の伝達とかそういう機

能はちゃんとしてもらってるわけでございます。今までもしてもらった

と。それをちゃんと変えるわけですけど、慎重にやっていかないと、全

部今までのあれを取り壊しても困りますので、そこはちょっと慎重にや

る意味で、ちょっと温度差があるけど温度差を見てから次のステップと

いうのが私の説明でございます。決してこのことを反対というんじゃな

しに、そういうことを今していきたいと。多分、甲田町の振興会と吉田

の振興会と向原の振興会といろんなところ皆、温度差がありまして、こ

のことに関する温度差がございますので、これらの温度差をなくした状

況の中でちょっと時間をかけてでもそういう問題にはまた検討していき

たいと思っています。決して放り投げとくんじゃなしに、議員の趣旨も

よくわかりますので、これを課題としてやらせていただきたいと思って

おります。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  温度差をなくすということになると、永久にできません。と申します

のも、川根はもう何十年という歴史があります。甲田町はたまたま国体

のときに振興会をつくりました。やはり、市長さんがよく言われるよう

に、できるものは自分たちでやりなさいと。これは町をまたいでやろう

とするわけじゃないんですよ。町だけでもできることなんですよ、これ

は。そしたら甲田町はそういう意見が多いならやりなさいと。何でもか

んでも金太郎あめみたいに、学習、教育長がですよ、教育指導書が甲田

町と吉田町で違ってるのを出すのとは違って、振興会が自立して地域を

守っていこうという、市長さんが言われるその対極に立っておられる問

題を解決していこうという意欲があるものを、温度差、温度差と言いよ
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ったら、徒競走しても1番から4番までおるように、同じようになりませ

ん。だからできるところからこういうことをやるという、これは市長さ

んの腹一つでできるわけですよ。皆さん方もどちらでも選択できますよ

と。それぞれの組織の規模や歴史の背景が違っております。全ての祭り

が同じじゃないじゃないですか。そうして見たら、特性に忚じた活動が

できる環境を支援するのが、行政が、生きたお金がそこに行くというこ

となんです。再度くどいようですが、振興会というものは本当に地域を

守ろうとし、文化を守ろうとし、お互いの互助会精神が育っているとこ

ろだと私は見受けます。その点について、再度考えを改めてもらいたい

と思いますし、できるところからそういうことをしていきたいというふ

うな答弁がいただければよろしいかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このことはいつも総務部長に指示をしてますよ。返ってくる答えがそ

の温度差の話です。テーブルに置いて議論はいたします。ただ課題のあ

るところ、やるとすれば先に煮詰まったところから实施をしていきたい

ということ、議員の御指摘になりますけど。市全体でやっていくにはま

だいろんな振興会とか地域の格差、嘱託員の格差があるということは理

解してもらいたいと。そういう方向も検討していきたいと思います。甲

立の振興会からもそういうことも聞いてます。だから、そのかわりそこ

のところは責任を持ってやってもらわな困るわけであって、大事なこと

を預けるわけですから。こういうことを踏まえながら、一忚テーブルに

乗せてみたいと思います。全域でやるということについてはちょっと控

えさせてもらいますけど、やるとすれば地域が煮詰まったところからと

いうことですね。そういうことで、検討するということで回答をさせて

もらいたいと思います。ただ、市長が言うたのにしなかったということ

になりますので、検討はさせてもらいたいと思います。検討すれば、課

題がなければ实施できるということになりますので、いろんな課題を抽

出しながら前向きに考えていきたいと思いますので、御理解してくださ

い。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 議員の皆さんにお諮りをいたします。本日の会議時間は、都合により

延長したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 

   （異議なし） 

○塚本副議長  御異議なしと認め、本日の会議時間は延長いたします。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  これは私個人の意見でなくて、地域の声を代弁して私はここで言うと

るわけです。だから、既に甲田の振興会の会長さんのほうから市長のほ

うにもこういう声は入っとると思います。私個人の意見ならここまで大

きな声で代弁しなくても済むんですが、甲田はそうしたいんだと、責任

持ってやるんだと。吉田口の大原地区の自为防災を見てもわかるように、
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団結してやっておられるじゃないですか。やはりそういうところは認め

てあげて、よしそれならやってみ、甲田と。そういうぐらいの市長さん

の選べる、祭りでも皆同じようにせないけんのかいうたらそうじゃない

でしょ。あなた方にこれだけの補助金が要るから励ますからやりなさい

と言うとるわけでしょ。だからそのようにして、甲田地区は全ての金を

一つにして甲田町でどがに使おうかのというような発想までされる会長

さんもおられるわけですよ。ばらまくんじゃなしに、生きた金にしよう

でと。節税、大切な税を、ばらまいたらわずかなものになるということ

で、私は声を大にして言うとるわけでございます。現在、そうされると、

各支所には優秀な人材を送ってもらっておるわけでございますが、各振

興会の連携が取れてるシステムがどのような状態に各支所はなってるん

でしょうか。 

○塚本副議長  先ほどの入本議員の質問は次の質問になっておりますので。 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの質問にお答えをしたいと思います。支所長と振興会の連携

の取れるシステムについての御質問でございます。 

 市内32の地域振興会には、旧町ごとに6つの地域振興会の連合組織が

あります。この連合組織を基軸とした「いわゆる横と縦」の相互の連携

は取れる仕組みになっていると思っております。また、この連合組織の

事務局は、吉田町の場合は「まちづくり支援課」であります。5つの支

所につきましては、それぞれの支所が担っております。そうした意味で

は、支所長は連合組織を通じて単位地域振興会との間にもしっかりとし

た連携が図られているものと考えております。 

 なお、支所長の職務権限につきましては従来どおり、支所に係る業務

につき、本庁の部長級の権限を有していると同時に、月2回開催をして

います幹部会議には支所長も出席をしていただいております。重要事項

の情報を共有しながら、また各支所における課題も提起しながら、支所

長としての職務をこなしていただいておるところでございますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  振興会も支所長さんを頼りに地域づくりを一生懸命やっておられます。

地域から出た意見を真摯に受けとめられて地域の発展に寄与していただ

きたいと思います。 

 次に移るわけですが、先ほど言いましたように、行政嘱託員は振興会

に委託する考えはないかということは1に相当しますので、あえてここ

で申しませんが、やはりケース・バイ・ケースで独特な地域のカラーが

出て、初めてお互いに切磋琢磨するところがあるわけでございます。や

はり一ついい見本があれば、そこを習おうとしますし、なかなかヨーイ

ドンでは同じものはできませんから、そういう形でやはり振興会も元気
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を出したら、もやいやら迎い水がもらえるでという感じの振興会にして

いくためにも、市長さんが施政方針で述べられていることをやろうとし

ておるわけでございますので、ぜひとも合併当時から地域振興会を中心

に地域づくりをするという基本理念を私は公約の中の一つとして今日ま

できておりますので、今後とも振興会というものの位置づけをもっとウ

エートを置いてもらって、先ほどプラチナ世代と言われましたが、そう

いう方もどんどん地域に出てきておられます。やはりそういう活力のあ

る地域をつくるためにも、ある程度行政の仕事を自分たちができるんだ

からやって、できない部分を行政頼むよという自助・共助・公助の部分

については一つお願いしますというような環境を市長さんみずからトッ

プガンでやっていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。そのためには、地域づくりについて地域の自立、

共助が大切な時期に入っているんですが、地域課題や資源掘り起こしや、

マーケティング手法、事業計画のつくり方について、「地域づくりのリ

ーダー養成塾」等の設置が私は必要だと思うんですが、そういう今後の

課題になろうかと思いますが、市長さんはどのようなお考えをお持ちで

すか。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの入本議員の御質問にお答えいたします。「地域づくりリー

ダー養成塾」の設置についてのお尋ねでございます。 

 議員御指摘のとおり、昨年3月11日の東日本大震災を機に自助・共

助・公助の重要性が市民に浸透し、地域のあり方が問われていると認識

をいたしております。御承知のとおり、本市におきましては、住民の为

体的な参加と行政との協働のまちづくりのため、市内32の地域振興会と

旧町単位に６つの連合組織が設立をされております。合併後8年を経過

した今日では、各地域振興会の役員さんがリーダー役となり、地域の实

情を踏まえ、地域の課題解決や資源活用を図るため、景観の整備、公園

整備、地域福祉、地域防災、歴史遺産保全などのさまざまな活動を展開

されているところであり、今後も各地域振興会でこのような活動を継続

できるよう、支援もしていきたいと考えております。 

 お尋ねの「地域づくりリーダー養成塾」の設置につきましては、必要

性については、今後検討していきたいと考えますので、御理解を賜りた

いと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  市長さんが今言われたように、リーダーがおれば景観とかいろんな方

面でできるということであります。やはりそのためにも財源というもの

が多尐あればできるというんです。あるところでは、景観賞というもの

をつくって、地元で守りたい、棚田もうちょっと今から手がだるくなっ

てできんよというところにそういうところとか、カヤぶきも文化のため
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に残しときゃええのうとか、そういう景観賞を出されとるわけですね。

古い家だけど桜の木も守っちゃらないけんねと、面倒見るもんおらんけ

ん守らないけんでという、こういうところのリーダーがおれば、また先

ほど言った振興会のほうに行政嘱託のお金でもあれば、こういう景観を

守ったり、リーダーがそういう地域の宝を大事にして後世につくるとい

う、しかも景観が守れるという。絵にかいたもちで終わる可能性はある

わけですが、やはりそういうシステムをつくり、またある程度の財源を

横に移動するだけで、そういうことを新たにつくってくださいというの

は問題がありますが、そうじゃなしにあるものを横に移動するわけです

から、その移動したお金でこういう景観もできるわけです。そうすると、

リーダーも地域の宝探しをしたり、一番いいのは甲田で言えば千貫水で

すよね。ごみ捨て場だったのが、年間3万人も来るような状況をつくっ

ていただいたということはプラチナ世代があそこで頑張って国の補助金

ももらってパンフレットなんかつくったりされてます。だからそういう

意味で、ぜひとも地域のリーダー、振興会の会長さんを育成でき、また

その財源も与えてあげると。横から持ってくると。新たにつくれと言っ

たら財源が厳しいですから、今ある金をうまく利用してそういうリーダ

ー養成をしていただきたいと思うんですが、そのあたりについて先ほど

の嘱託員の問題とあわせてつながりがあると思うんですが、その点につ

いての御答弁をお願いします。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御提言いただいておると思います。このような活動が地域でで

きれば我々行政はスムーズに行政執行ができると思います。議員がおっ

しゃるように、地域の方々がちゃんと为体性を持って地域のこと、いろ

んな地域の啓発とか、そういうような環境問題とか捉えてもらえるよう

な振興会であってほしいと思っています。そのようなことになるように、

先ほどの嘱託員の委託も踏まえまして、総合的には考えていきたいと思

いますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  リーダーによって、ずいぶん安芸高田市のほうは。合併したあるまち

では2,000人の人口のところで職員が22人おるんですよね。しかし今現

在、5,000人の人口のところで10人足らずでやっとる職員の能力はすば

らしいと思うんです。どっちがいいか悪いか私は言いませんが、やはり

そうすると、やっぱり自助という自立というものが非常に大切になって

くると思いますので、その点、市長さんも地域づくりについてその点を

考えていただきたいと。そうすれば、市長さんが施政方針の中のある部

分が解決すると思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

これは要望しておきます。 

 時間も尐なくなりましたので、4年に1度のオリンピックがありました
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が、4年に1度我々の選挙があるわけでございます。地域でよく問題にな

るのが、選挙運動ができない人とは具体的にわかってないんですよね。

だからここで答弁いただくというよりか、やはり広報誌というものがあ

りますので、またそういうものを通じてわかりやすくしていただければ、

堂々と思い切って運動ができるかと思います。そういう意味で選挙運動

ができない人とはという、行政から報酬をいただいておる人とか民生委

員とか公務員とかいろいろありますけど、ある人から言えば、その職務

をメーンにしなければ大丈夫だとかいうようなことも言われますので、

その点について啓発をどのようにされるか伺うものです。 

○塚本副議長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの入本議員の御質問にお答えをいたします。 

 選挙運動の禁止に係る規定につきましては、公職選挙法、法律第100

号の第135条から第137条の3に具体的に定められております。また、国

家公務員、地方公務員、教育公務員等につきましては、国家公務員法、

地方公務員法、教育公務員特例法等の個別の法律により、選挙運動も含

めた「政治的行為の制限」について、具体的に定められております。 

 議員御指摘のように、まだこのことにつきましては、市民の皆さん方

にわかりにくい状況にあると思いますので、行政といたしましてはこの

法令をわかりやすく市民の方に周知する努力はしてまいりたいと思いま

す。 

○塚本副議長  以上で答弁を終わります。 

 入本議員に申し上げます。発言の残り時間が3分を切っておりますの

で、質問をまとめていただくようお願いいたします。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  30分間の議論をしてきたわけでございますが、当初申しましたように、

生桑の商工会、振興会の皆さん、それから松本彩音さん、ぜひ市長賞を

差し上げていただきたいと思います。 

 それと、道の駅を全力で任期中にぜひできるようにお願いし、行政嘱

託のほうもできるところからやっていくということをお願いして終わり

ます。 

○塚本副議長  以上で、入本和男君の質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は終了いたしましたので、散会いたします。次回

は9月28日午前10時に再開いたします。大変御苦労さまでございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ５時１２分 散会 
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